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鬘
榊

特

集
/
魅
力
と
活
力
あ
恐
れ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進

"瀦
薇鬘臓孫翔鬘
鬘
J

魅
力
と
活
力
あ
愚
れ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進

機　

道
路
局
国
道
課
道
路
整
備
調
整
室

バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
、
急
激
な
円
高
の
進
行
、
阪
神
･

淡
路
大
震
災
等
に
よ
り
、
我
が
国
の
経
済
の
停
滞
化
、
産

業
の
空
洞
化
等
が
進
展
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
活
力
低

下
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
現
状
に
あ
る
。

そ
の
た
め
、
高
規
格
幹
線
道
路
、
地
域
高
規
格
道
路
の

整
備
に
よ
る
地
域
の
交
流
･
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
、

21
世
紀
活
力
圏
創
造
事
業
等
の
地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
重
点
的
な
推
進
等
に
よ
り
、
景
気
の
拡
大
、
地
域
の
活

力
回
復
が
求
め
ら
れ
て
い
る
o

地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
は
、
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
整
備
に
よ
る
地
域
を
超
え
た
多
様
な
連
携
を
通
じ
て
、

地
域
の
個
性
に
応
じ
た
多
様
な
選
択
肢
を
提
供
す
る
と
と

も
に
、
地
域
経
済
を
活
性
化
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
重
点

的
に
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
平
成
八
年
度
よ
り
、
地
方
に
お
け
る
生
活

基
盤
と
産
業
基
盤
に
つ
い
て
、
通
商
産
業
省
と
建
設
省
が

連
携
し
て
、
両
省
所
管
の
事
業
を
総
合
的
･
計
画
的
に
実

施
す
る

｢21
世
紀
活
力
圏
創
造
事
業
｣
や
、
地
域
が
要
望

す
る
地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
、
重
点
的
に
支

援
す
る

｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣
を
創
設
す
る
と

と
も
に
、
農
林
水
産
省
と
連
携
し
て
、
中
山
間
地
域
を
対

象
に

｢道
の
駅
｣
な
ど
の
複
合
拠
点
化
と
情
報
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
化
を
図
る

｢ふ
る
さ
と
交
流
拠
点
事
業
｣
を
創
設
す

る
こ
と
と
し
た
。

一

劉
世
紀
活
力
圏
創
造
事
業

産
業
の
空
洞
化
、
景
気
の
停
滞
等
で
経
済
が
低
迷
し
て

い
る
地
域
の
活
力
と
創
造
性
を
高
め
る
た
め
、
地
方
公
共

団
体
が
地
域
の
個
性
や
創
意
工
夫
に
よ
り
広
域
的
視
点
か

こ
つ
、

①
中
心
市
街
地
の
活
性
化
と
郊
外
部
の
地
域
拠
点
形
成

②
新
産
業
の
育
成
と
既
存
産
業
の
活
性
化

③
生
活
基
盤
と
産
業
基
盤
の
整
備

と
い
っ
た
施
策
の
組
み
合
せ
に
よ
る
プ
ラ
ン
を
自
ら
作
成

し
、
こ
れ
を
基
に
、
通
商
産
業
省
及
び
建
設
省
所
管
の
各

種
施
策
を
連
携
実
施
し
、
21
世
紀
に
向
け
た
活
力
圏
の
形

成
を
総
合
的
･
計
画
的
に
誘
導
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
事
業
は
、
地
方
公
共
団
体
が
、
あ
る
程
度
の
工
業
･

商
業
･
業
務
機
能
の
集
積
が
あ
り
、
か
つ
、
地
域
の
一
体

性
が
確
保
さ
れ
る
圏
域
を
対
象
に
、
他
の
地
域
の
模
範
足

り
う
る
コ
ン
セ
プ
ト
及
び
、
圏
域
の
将
来
を
見
据
え
た
地

域
づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
示
し
て
い
る
基
本
計
画
を
作
成

し
、
両
省
が
こ
れ
を
認
定
後
、
地
方
公
共
団
体
及
び
両
省

の
地
方
部
局
等
か
ら
な
る
協
議
会
に
お
い
て
、
基
本
計
画

の
実
現
に
必
要
な
事
業
計
画

(整
備
計
画
、
概
ね
五
年
程



度
)
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
両
省
の
支
援
施
策
を

総
合
的
･
計
画
的
に
進
め
る

(図
ー
)。

現
在
、
表
ー
に
示
す
一
六
地
域
の
基
本
計
画
が
認
定
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
認
定
基
本
計
画
分
に
つ
い

て
、
整
備
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
八
年

一
〇
月
に
目
途
に
九
年
度
分
の
基
本
計
画
の
募
集
を
行
う

予 一 て れ 総 度
定 ○ 、 た 現 合 )
で 月 整 と 在 的 を
あ に 備 こ 、 ･ 作 地方都市圏
る 垂 る 表 言 成 (郊外)
o 途 画 で 1 画 し

通商産業省関連支援施策の例に を に 白、 、
･e研究開発施設、インキュベータの整備

れ
e情報関連施設の整備

に
e商店街･共同店舗整備支援
の中小企業による共同物流施設整備等に対する支援

e特定商業集積に対する支援 等

建設省関連支援施策の例
e S A ･P A、 lC等と物流施設等の一体的整備

o関連道路等の整備
eウ才一キング･トレイル事業
e関連河川の改修 等

　　　 　
　　　 　 　

年 い さ を ‘““

重 で な ク ロ

一
一
地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業

地
元
の
市
町
村
･
経
済
界
等
が
要
望
す
る
地
域
振
興
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
る
上
で
不
可
欠
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
バ
イ
パ
ス
、
拡
幅
、
新
設

な
ど
の
道
路
事
業
の
う
ち
、
さ
ら
に
整
備
を
早
め
る
こ
と

で
よ
り
大
き
な
事
業
効
果
が
期
待
で
き
る
も
の
に
つ
い
て

重
点
投
資
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

ジ 地 一
エ 兀
ク の 地方都市圏

(中心市街地)

通商産業省関連支援施策の例
o研究開発施設、インキュベータの整備
e情報関連施設の整備
●商店街･共同店舗整備支援
e中小企業による共同物流施設整備等に対する支援

の特定商業集積に対する支援 等
建設省関連支援施策の例

eコミュニティ道路
e電線共同溝 (C ･C ･ B O X )
●シンボルロード事業
●駐車場 ･駐輪場
6商業地域振興
e区画整理事業
0再開発事業
"ウオーキング･トレイル事業
e下水道整備 等

図 1 21世紀活力圏創造事業のイメージ

現
在
、
都
道
府
県
等
の
長
か
ら
の
、
地
域
振
興
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
及
び
地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
の
整
備
要
望
の

報
告
に
基
づ
き
、
全
国
一
六
八
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

(四
七
都

道
府
県
･
七
政
令
指
定
都
市
)
に
つ
い
て
、
地
域
活
性
化

促
進
道
路
事
業
の
整
備
計
画
を
作
成
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り

(表
2
)、
今
後
、
事
業
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
毎
年
度
行

い
、
概
ね
五
年
以
内
に
道
路
事
業
を
完
成
す
る
。

しミ ( 、 能 生 ヲ 王 表 1 平成 8年度 21齢己活力 剛 造事業認定箇所

圏 域 名 構 成 市 町 村 名

北海道小樽地域 小樽市

北海道千歳･苫小牧地域 千歳市、苫小牧市

青森県弘前地域 弘前市

岩手県北上･金ヶ崎地域 北上市、金ヶ崎町

福島県福島地域 福島市

茨城県水戸･n立地域 =立市、東海村、ひたちなか市、水戸市、茨城町、友部町

栃木県宇都宮地域 宇都宮市、上三川町、高根沢町

新潟県阿賀北地域 新発田市、中条町、紫雲寺町、豊浦町、聖篭町、加治川村、黒川村

静岡県浜松周辺地域 浜松市、浜北市、天竜市、細江町、引差町、鬚潴町、舞坂町

岐阜県rh濃地域 関市、美濃市、美濃加茂市、富加町、川辺町

愛知県名古屋東部丘陵地域 瀬戸市、豊田市、尾張旭市、日進市、長久手町

大阪府北河内地域 守n市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四条畷市、交野市

広島県広島臨空地域 東広島市、河内町、本郷町

高知県高知 ･南国 ･上佐山肝地域 高知市、南国市、土佐山田町

大分県別杵地域 別府市、杵築市、日出町

鹿児島県国分隼人地域 国分市、隼人町、溝辺町、粟野町、牧園町

イ丁 シ (注)構成市町村は、その一部のみが県域に含まれてぃるものがぁる。

4 道ノーセ 96.5道々テセ 96.5



三

窓
る
さ
と
交
流
拠
点
事
業

中
山
間
地
域
の
活
性
化
を
支
援
す
る
た
め
、
農
林
水
産

省
と
連
携
を
図
っ
て
、
｢道
の
駅
｣な
ど
に
お
い
て
、
物
産

館
、
美
術
館
、
博
物
館
、
及
び
商
業
･
物
流
施
設
等
と
を

複
合
的
･
一
体
的
に
整
備
す
る
と
と
も
に
、
道
路
･
地
域

情
報
な
ど
の
発
信
や
他
の
拠
点
と
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

化
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
地
域
拠
点
の
整
備

を
行
う
も
の
で
あ
る
。

現
在
、
農
林
水
産
省
と
連
携
し
、
事
業
箇
所
の
申
請
を

表 2 全国168プロジェクト
(47都道府県 ･ 7政令指定都市)

施策分類 エジ

数
ロ
ート

プ

ク
具 体 例

都道府県長期機 127 他驫謝
縦

姻
ネ

合

一
蝋
舛

努
浄

腺
補

粃
靴

県

県
形
本

山
熊

地方拠点都市地域 45 他締
獅

点

点
穰
樅

地
地

部

域

中

園
上
府

北

中

県

県

手
梨

岩

山

テクノポリス建設 M
県
県

野
木

長
栃 他

、
画

画

計

計

発

発

閣
開

ス

ス
リ
ノ

リ
ポ

ポ

ノ

ノ
ク

ク

テ
翫
舘

浅

宇

リゾート地域整備 16
県

県

葉

川

千

香 他業
、
事

想

化解
離

整

域

域

-地

地
合

中
槻

ゾ

広
リ
岐

総
讃

房
東

大規模イベント開催 n
県
県

阜

媛

岐

愛 他トンべイー

ふ
念

ぎ

記

村
成

ト

完
ン
橋

べ
大

イ
海

馳
煎

世

瀬

空港 港湾等支援 "
県

県
形
川

山
石

轢
他

鰤
慕

港
事

田

設

酒

建

湾

港

港

空
級
縊

合 計 168

複数の施策に位置付けられるプロジェクトは、 重複計上

受
け
付
け
て
お
り
、
今
後
、
事
業
箇
所
を
決
定
し
、
情
報

ル
や
橋
梁
を
整
備
す
る

｢交
流
ふ
れ
あ
い
ト
ン
ネ
ル
･
橋

提
供
施
設
の
整
備
や
、
周
辺
環
境
整
備
に
つ
い
て
積
極
的

に
事
業
を
進
め
て
い
く
o

四

交
流
ふ
れ
あ
い
ト
ン
ネ
ル
･
橋
梁
整
備
事

業
地
域
的
な
制
約
に
よ
り
相
互
の
交
流
が
遅
れ
て
い
る
都

道
府
県
間
、
市
町
村
間
等
を
連
絡
す
る
大
規
模
な
ト
ン
ネ

　

　

　

　

　

　　

　　
　

　
　

ん
、

、ノ

図 2 交流ふれあいトンネル ･橋梁整備事業のイメージ

梁
整
備
事
業
｣
に
よ
り
、
山
間
･
奥
地
等
に
お
け
る
産
業

5

の
基
盤
と
な
る
道
路
の
整
備
を
推
進
す
る

(図
2
)。

5%

現
在
、主
要
地
方
道
阿
久
根
東
郷
線
横
座
ト
ン
ネ
ル
(鹿

セ

児
島
県
)
を
は
じ
め
と
す
る
全
国
八
五
箇
所
に
つ
い
て
事

漸

業
を
実
施
中
で
あ
る
。

五

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
な
事
業
を
は
じ
め
と
し
て
、
建
設
省
道
路

局
で
は
、
地
域
活
性
化
を
支
援
す
る
道
路
整
備
を
積
極
的

に
進
め
て
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
地
域

の
個
性
的
な
取
り
組
み
を
活
か
し
つ
つ
事
業
を
進
め
て
い

く
所
在
で
あ
る
o



鬘
亥騨
膨

特

集
/
魅
力
と
活
力
あ
恐
れ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進

“
鴛鰡鬘
孫鷲
榊
嚢

道
路
開
発
資
金
制
度
に
よ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進

道
路
局
道
路
総
務
課
道
路
資
金
企
画
室

は
じ
め
に

道
路
開
発
資
金
制
度
は
、
道
路
に
関
連
す
る
公
共
的
な

事
業
分
野
に
お
け
る
民
間
活
力
の
導
入
を
推
進
す
る
と
と

も
に
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
豊
か
な
道
路
空
間
の

創
造
と
高
度
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
、
国
の
資
金
で
あ

る
道
路
開
発
資
金
貸
付
金
と
民
間
資
金
を
活
用
し
、
長
期

か
つ
低
利
の
融
資
を
行
う
政
策
金
融
制
度
で
あ
る
。
道
路

整
備
特
別
会
計
の
新
し
い
貸
付
金
制
度
と
し
て
昭
和
六
〇

年
度
に
創
設
さ
れ
て
以
来
、
初
年
度
約
三
四
〇
億
円
で
あ

っ
た
融
資
実
績
は
約
三
倍
の
規
模
に
至
っ
て
お
り
、
平
成

八
年
度
当
初
予
算
ベ
ー
ス
で
は
約
一
、
0
二
九
億
円
の
融

資
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
七
年
度
ま
で
の
融

資
実
績
は
約
七
、
九
〇
七
億
円
に
至
っ
て
い
る
。

二
一
世
紀
を
目
前
に
迎
え
て
、
こ
れ
か
ら
の
道
路
整
備

に
つ
い
て
は
、生
活
の
豊
か
さ
を
求
め
る
動
き
、高
齢
化
及

び
情
報
通
信
等
の
分
野
に
お
け
る
急
激
な
技
術
革
新
の
進

展
等
の
社
会
経
済
構
造
の
新
し
い
変
化
に
対
応
し
、
道
路

機
能
の
質
的
な
向
上
を
図
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
と
な
っ

て
い
る
。
道
路
開
発
資
金
制
度
は
道
路
に
関
連
す
る
公
共

の
利
益
に
資
す
る
事
業
を
行
う
民
間
事
業
者
等
に
対
し
て
、

国
の
貸
付
金
と
原
則
と
し
て
同
額
の
民
間
資
金
を
組
み
合

わ
せ
て
長
期
か
つ
低
利
の
融
資
を
行
う
も
の
で
あ
り
道
路

管
理
者
と
地
域
生
活
者
、
道
路
利
用
者
そ
の
他
の
関
係
者

の
協
力
と
連
携
に
す
る
｢社
会
空
間
｣と
し
て
の
道
路
整
備

へ
の
複
合
的
な
取
り
組
み
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ

の
有
効
な
支
援
方
策
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
本
制
度
の
貸
付
対
象
と
な
る
事
業

は
、
道
路
に
関
連
す
る
事
業
分
野
に
つ
い
て
多
岐
に
渡
っ

て
お
り
、
魅
力
と
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
交
通

基
盤
等
の
整
備
を
推
進
す
る
上
で
も
、
制
度
の
積
極
的
な

活
用
に
よ
る
関
連
事
業
に
対
す
る
幅
広
い
支
援
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
制
度
の
基
本
的
な
仕
組
み

道
路
開
発
資
金
制
度
の
基
本
的
な
仕
組
み
は
図
に
示
す

と
お
り
で
あ
る
が
、
民
間
事
業
者
等
を
対
象
事
業
者
と
し
、

ま
た
国
の
貸
付
金
に
民
間
資
金
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で

国
費
の
負
担
の
軽
減
を
図
り
つ
つ
十
分
な
長
期
低
利
資
金

を
確
保
し
て
い
る
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
融
資
の
原
資
は

国
の
貸
付
金
で
あ
る
道
路
開
発
資
金
貸
付
金
及
び
鰤
道
路

96

開
発
振
興
セ
ン
タ
ー
が
供
給
を
行
う
原
則
と
し
て
こ
れ
と

セ行

同
額
の
民
間
資
金
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
利
率
、
貸
付

道

限
度
、
償
還
期
間
、
据
置
期
間
等
の
条
件
は
、
別
表
に
掲

6

げ
る
と
お
り
で
あ
る
。



な
お
、
本
制
度
に
つ
い
て
は
、
｢道
路
開
発
資
金
貸
付
要

綱
｣
(昭
和
六
〇
年
九
月
二
四
日
付
建
設
省
道
総
発
第
三
三

〇
号
建
設
省
道
路
局
長
通
達
)｢道
路
開
発
資
金
貸
付
要
綱

の
運
用
に
つ
い
て

(昭
和
六
〇
年
九
月
二
四
日
付
建
設
省

道
総
発
第
三
三
一
号
建
設
省
道
路
局
長
通
達
)
に
よ
り
、

貸
付
対
象
事
業
、
貸
付
額
及
び
貸
付
け
の
条
件
等
が
定
め

ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
本
制
度
を
運
用
す
る
た
め
の
中
核
的
組
織
と
し

貸

付

対
象

事

業

者

金

は

一

又

%

タ
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国

民

て
、
前
述
の
鰯
道
路
開
発
振
興
セ
ン
タ
ー
が
昭
和
六
〇
年

七
月
に
建
設
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
て
お
り
、

民
間
資
金
の
供
給
事
業
を
行
う
と
と
も
に
、
本
制
度
運
営

の
窓
口
と
し
て
、
貸
付
希
望
条
件
に
つ
い
て
の
各
種
相

談
･
指
導
や
申
請
書
類
の
審
査
等
並
び
に
制
度
を
一
層
有

効
活
用
す
る
た
め
の
新
し
い
事
業
分
野
に
お
け
る
経
済
社

会
の
需
要
分
析
、
調
査
等
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

二

地
域
づ
く
り
へ
の
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

道
路
開
発
資
金
制
度
の
貸
付
対
象
事
業
は
、
道
路
に
関

連
す
る
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
随
時
拡
充
が
図

ら
れ
て
き
て
お
り
、
制
度
創
設
当
時
八
種
類
で
あ
っ
た
貸

付
対
象
事
業
は
、
平
成
七
年
度
末
現
在
で
全
一
五
種
類
に

至
っ
て
い
る
。
(別
表
を
参
照
)

こ
の
中
で
、
広
域
的
な
地
域
の
振
興
･
活
性
化
の
拠
点

づ
く
り
に
必
要
と
さ
れ
る
交
通
･
情
報
基
盤
の
整
備
へ
の

支
援
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の

が
挙
げ
ら
れ
る
。

イ

道
の
駅
に
対
す
る
支
援

平
成
五
年
度
よ
り
、
一
般
道
路
に
接
し
て
建
設
さ
れ
る

無
料
で
一
般
公
共
の
用
に
供
す
る
駐
車
場
又
は
こ
れ
ら
に

接
し
て
建
設
さ
れ
る
無
料
で
一
般
公
共
の
用
に
供
す
る
休

憩
所
が
貸
付
対
象
と
さ
れ
た
。
な
お
、
休
憩
所
に
つ
い
て

は
道
路
情
報
提
供
機
能
等
公
共
的
な
機
能
を
有
す
る
こ
と

が
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
(別
表
の
う
ち
⑧
駐
車
場
等
整
備

事
業
③
駐
車
場
又
は
休
憩
所
に
該
当
)

口

S
A
･
P
A
を
活
用
し
た
地
域
拠
点
整
備
事
業

高
速
道
路
の
S
A
･
P
A
等
を
拠
点
と
し
た
周
辺
地
域

の
活
性
化
や
道
路
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
の
観
点

か
ら
、
平
成
七
年
度
よ
り
貸
付
対
象
に
追
加
さ
れ
た
。
対

象
と
な
る
事
業
は
、
第
三
セ
ク
タ
ー
等
に
よ
り
高
速
道
路

等
の
S
A
･
P
A
等
と
一
体
的
･
計
画
的
に
建
設
さ
れ
る

第
二
駐
車
場
及
び
無
料
で
一
般
公
共
の
用
に
供
す
る
休
憩

所
で
あ
る
。
(別
表
の
う
ち
⑧
駐
車
場
等
整
備
事
業
③
駐
車

場
又
は
休
憩
所
に
該
当
)

ハ

開
発
関
連
道
路
事
業

平
成
元
年
度
よ
り
追
加
さ
れ
た
事
業
で
、
地
域
の
振

興
･
活
性
化
に
資
す
る
面
的
開
発
事
業
が
実
施
さ
れ
る
地

域
と
主
要
な
道
路
と
を
連
絡
し
、
広
く
地
域
開
発
及
び
道

路
交
通
の
円
滑
化
に
資
す
る
道
路
の
新
設
又
は
改
築
事
業

を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
事
業
の
対
象
と

な
る
事
業
者
は
、
当
該
開
発
事
業
等
で
道
路
の
新
設
又
は

改
築
に
つ
い
て
道
路
法
第
二
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
道
路

管
理
者
の
承
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
。

二

電
線
共
同
溝
事
業

平
成
七
年
度
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
キ
ャ
ブ
事
業
に
代
え

て
、
電
線
共
同
溝
事
業
を
貸
付
対
象
に
追
加
し
た
。
対
象

と
な
る
事
業
は
、
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
等
が
行
う

建
設
負
担
金
の
負
担
及
び
関
連
施
設

(ケ
J
ブ
ル
、
関
連

機
器
)
の
整
備
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
加
え
て
、
地
方
都
市
に
お
け

る
地
域
の
活
力
と
創
造
性
を
高
め
る
た
め
の
道
路
関
連
施
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別表 貸付対象事業及び融資条件

対 象 事 業
合成利率

(年)
貸付期間

(据置期間)
貸 付 限 度

①東京湾横断道路建設事業
②特定民間都市開発参加事業

③沿道環境整備事業

④ロードパーク事業

⑤オープンスペース等整備事業

⑥道路空間高度利用事業

⑦路車間情報システム整備事業

⑧駐車場等整備事業

⑨自転車駐車場 (サイクルイ

ン)整備事業
⑲くらしのみちづくり事業

⑪高度道路技術開発事業

⑫特定大規模道路用地等取得事
業

⑲地域開発整備事業

⑭街づくり促進道路整備用地取

得事業
⑮施設周辺交通対策事業

(1)沿道整備道路関連

建築物

(2)新設道路等関連建

築物

(1)オープンスペース

(2)一時停車施設

(3)克雪歩行者空間

(4)建築物と立体横断

施設との接続

の共同溝

(2)共同溝監視システム

(3)電線共同溝

(4)支障物件移設

(5)情報ハイウェイ

(1)都市計画駐車場

(2)都市計画駐車場に

準ずる駐車場

(3)駐車場又は休憩所

(4)大規模駐車場

(5)駐車場案内システム

(1)特定大規模道路用

地取得
(2)道路事業用代替地

取得
の開発関連道路

(2)インターチェンジ･

サービスエリア等

(3)駐車場

L 60%

1.60 %

3.35 %

一般建築物

3,35 %

共同建築物

3.30 %

3 .30 %

3 3 0 %

3 .30 %

3 .30 %

3 .30 %

3 .35 %

3 .30 %

3.30 %

3.30 %

3.30 %

3 3 0 %

3 3 5%

3 .35%

3 ,35 %

3 .35 %

3 .30 %

3 .30 %

3 .30 %

又は

3.35%

3 .0 %

(国費のみ)

3.30 %

3.30 %

3 ,30 %

3 .30%

3 ,30 %

3 .30 %

3 .30 %

40年以内(35年)

20年以内(5 年)

15年以内(3年)

15年以内(3年)

20年以内(5年)

15年以内(3年)

15年以内(3年)

15年以内(3 年)

10年以内(3年)

20年以内(5年)

10年以内(3 年)

20年以内(5年)

15年以内(3年)

20年以内(5年)

10年以内(3年)

20年以内(5年)

20年以内(5年)

lo年以内(3年)

10年以内(3年)

10年以内(3 年)

15年以内(3年)

10年以内(3年)

10年以内(3年)

7年以内(3年)

7年以内(3年)

20年以内(5 年)

20年以内(5年)

20年以内(5 年)

10年以内(5年)

20年以内(5年)

建設工事に要する費用の40 % 以内

道路局長が別に定める率の 2倍以内

建築費並びに敷地の整備費及び取得費の

80% 以内 (担当の住宅部分を有する場合

は40 % 以内)

建築費及び敷地整備費の80 % 以内 (相当

の住宅部分を有する場合は40% 以内)

用地取得費の100 % 以内

建築費及び敷地整備費の40 % 以内

敷地整備費及び一時停車施設整備費の

100% 以内

建築費及び敷地整備費の80 % 以内

接続費用の80 % 以内

建設負担金の40 % 以内

関連施設整備費の80% 以内

建設負担金及び関連施設整備費の40% 以内

移設費の80 % 以内

費用負担額の80% 以内

整備費の80% 以内

建設費の80% 以内

(休日対応駐車場の場合は40% 以内)

建設費のの80% 以内

(休 H 対応駐車場の場合は40% 以内)

建設費の80% 以内

建設費の80 % 以内

関連施設整備費の80% 以内

建設費の80% 以内

貸付対象事業費の80 % 以内

直接経費の80 % 以内

用地取得費の100 % 以内

代替地取得費の100% 以内

道路管理者の承認に係る事業費の100 %

以内

道路管理者の承認に係る事業費の100 %

以内

道路管理者の承認に係る事業者の100 %

以内

用地取得費の90 % 以内

道路管理者の承認に係る事業費の100 %

以内

(平成 8年 5月10日現在)
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設
整
備
を
促
進
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

ホ

駐
車
場
･
自
転
車
駐
車
場
整
備
事
業

市
街
地
等
都
市
内
に
お
け
る
安
全
か
つ
円
滑
な
道
路
交

通
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
一
般
公
共
の
用
に
供
す
る
駐

車
場
･
自
転
車
駐
車
場
の
整
備
又
は
こ
れ
ら
を
付
置
す
る

建
築
物
の
整
備
を
対
象
に
貸
付
け
を
行
う
。

へ

く
ら
し
の
み
ち
づ
く
り
事
業

地
域
の
特
性
を
活
か
し
た
個
性
的
で
質
の
高
い
道
づ
く

り
を
推
進
す
る
た
め
、
地
域
の
計
画

(く
ら
し
の
み
ち
づ

く
り
計
画
)
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
道
路
の
快
適
性
の
向
上

又
は
道
路
景
観
の
整
備
に
関
す
る
事
業
を
対
象
に
貸
付
け

を
行
う
。

ト

街
づ
く
り
促
進
道
路
整
備
用
地
取
得
事
業

面
的
事
業
に
よ
る
幹
線
道
路
の
整
備
と
良
好
な
街
づ
く

り
の
促
進
を
図
る
た
め
、
土
地
区
画
整
備
事
業
又
は
市
街

地
再
開
発
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
道
路
整
備
の
た
め
の
用

地
の
先
行
取
得
事
業
を
対
象
に
貸
付
を
行
う
。

加
え
て
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
他
に
も
、
沿
道
に
お
け
る

緩
衝
建
築
物
や
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
整
備
事
業
等
を
貸

付
対
象
と
し
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
道
路
関
連
施
設
整

備
の
促
進
を
図
っ
て
い
る
。
な
お
、
上
記
の
事
業
を
含
め

本
制
度
の
対
象
と
な
る
事
業
の
う
ち
、
㈱
民
間
都
市
開
発

推
進
機
構
の
参
加
業
務
と
し
て
行
わ
れ
る
事
業
に
つ
い
て

は
、
国
費
分
金
利
が
無
利
子
と
な
る
。
(別
表
の
う
ち
②
特

定
民
間
都
市
開
発
参
加
事
業
に
該
当
)。

三

貸
付
け
の
条
件
等

道
路
開
発
資
金
の
貸
付
け
の
条
件
等
に
つ
い
て
は
、
事

業
に
よ
り
各
々
で
あ
る
が
、
そ
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。

の

貸
付
利
率

国
の
貸
付
金
に
つ
い
て
は
無
利
子
、
三
%
又
は
三
･
一

%

(財
投
金
利
等
の
水
準
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
金
利
)

の
三
種
類
の
い
ず
れ
か
、
民
間
資
金
に
つ
い
て
は
融
資
時

点
の
長
期
プ
ラ
イ
ム
レ
ー
ト
が
適
用
さ
れ
る
。
な
お
、
こ

れ
ら
は
、
最
終
期
限
ま
で
固
定
さ
れ
る
固
定
金
利
で
あ
る
。

ま
た
、
両
資
金
を
合
わ
せ
た
道
路
開
発
資
金
全
体
の
利
率

を
合
成
利
率
と
呼
ん
で
い
る
。
な
お
、
こ
の
合
成
利
率
は

平
成
八
年
五
月
一
〇
日
現
在
で
一
･
八
%
、
三
･
三
%
、

三

.
三
五
%
と
な

っ
て
い
る
。

②

貸
付
限
度

対
象
事
業
費
の
四
0
%
、
六
0
%
、
八
○
%
、
又
は
一

〇
0
%

③

償
還
期
間

(う
ち
措
置
期
間
)

七
年
仝
ニ
年
)、
一
〇
年

ム
ニ
年
)、
一
五
年

仝
ニ
年
)、

二
〇
年
(五
年
)
(東
京
湾
横
断
道
路
建
設
事
業
に
つ
い
て

は
四
〇
年

(三
五
年
))。

お
わ
り
に

前
述
し
た
よ
う
に
、
今
日
に
お
い
て
、
経
済
社
会
活
動

に
密
着
し
た
最
も
基
本
的
な
社
会
資
本
で
あ
る
道
路
に
期

待
さ
れ
る
役
割
は
、
極
め
て
多
様
で
か
つ
大
き
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
の
要
請
に
応
え
る
た
め

に
は
、
道
路
本
体
の
み
な
ら
ず
沿
道
や
道
路
空
間
へ
、
ま

た
人
･
車
の
交
通
に
加
え
て
情
報
の
流
れ
へ
と
、
多
様
か

つ
総
合
的
な
視
点
か
ら
道
路
整
備
を
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

道
路
開
発
資
金
制
度
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
道

路
の
建
設
･
管
理
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
道
路
管
理
者
と
し

て
の
道
路
行
政
の
枠
を
発
展
的
に
拡
大
し
、
官
民
の
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
新
し
い
タ
イ
プ
の
道
づ
く
り
と
そ

の
推
進
手
法
を
模
索
し
つ
つ
、
道
路
を
取
り
巻
く
時
代
の

ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

関
係
各
位
の
一
層
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
お
願
い
す
る
も

の
で
あ
る
。

道々テセ 96,5 9



翔鬘
騨
凝努d

特

集
/
魅
力
と
活
力
あ
愚
れ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進

i

鑓
鰍鷲
朧
榊

『道
の
駅
』
に
つ
い
て

大
村

敦

成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
九
九
二
年
か
ら
、
東
京
大
学
工
学
部
の
越
教
授
を
座

長
と
し
て
｢道
の
駅
｣
懇
談
会
を
開
催
し
、
｢道
の
駅
｣
の

基
本
コ
ン
セ
プ
ト
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
一
九
九
三

年
一
月
に
は
、
｢道
の
駅
｣
に
関
す
る
提
言
が
取
り
ま
と
め

ら
れ
、
｢道
の
駅
｣
の
登
録
･
案
内
制
度
が
発
足
し
た
。
同

年
四
月
に
第
一
回
の
登
録
が
行
わ
れ
、
全
国
で
一
〇
三
箇

所
の

｢道
の
駅
｣
が
誕
生
し
た
。

一
九
九
六
年
四
月
一
六
日
現
在
、
二
八
五
箇
所
が
登
録

さ
れ
て
お
り
、
登
録
数
は
、
約
三
年
で
約
二
･
八
倍
の
伸

　

び
と
な

っ
て
い
る
。

三

｢道
の
駅
｣
シ
ン
ボ
ル
マ
ら

に
つ
い
て

靴

｢道
の
駅
｣
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
が
あ
る
程
度
固
ま
っ
た

0

時
点
で
、
｢道
の
駅
｣
の
機
能
を
わ
か
り
や
す
く
あ
ら
わ

一

は
じ
め
に

近
年
、
長
距
離
交
通
や
レ
ジ
ャ
ー
交
通
が
増
え
る
と
と

も
に
、
女
性
や
高
齢
者
ド
ラ
イ
バ
ー
の
増
加
等
、
道
路
の

利
用
が
多
様
化
し
て
き
て
い
る
。

そ
う
い
っ
た
中
で
、
疲
労
運
転
に
起
因
す
る
交
通
事
故

の
防
止
、
道
路
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
等
を
進
め
る

た
め
、
一
般
道
路
に
お
い
て
も
二
四
時
間
誰
で
も
利
用
で

き
る
公
共
の
休
憩
施
設
が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
近
年
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
よ
り
、
人
々

の
余
暇
に
対
す
る
考
え
方
も
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、
人
と

人
と
の
交
流
に
よ
り
心
の
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
空
間
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

｢道
の
駅
｣は
、
そ
れ
ら
を
背
景
と
し
て
誕
生
し
た
、
利

用
者
が
い
つ
で
も
自
由
に
快
適
に
休
憩
で
き
る

｢休
憩
機

能
｣、道
路
案
内
情
報
･
通
行
規
制
情
報
･
気
象
情
報
等
の

道
路
交
通
情
報
や
地
域
の
文
化
･
歴
史
･
産
物
等
の
地
域

情
報
等
を
発
信
す
る
｢情
報
交
流
機
能
｣、
道
を
軸
と
し
て

町
と
町
と
が
手
を
結
び
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
共
に
行

う
等
、
地
域
内
、
地
域
間
及
び
地
域
と
利
用
者
の
連
携
の

場
と
し
て
の

｢地
域
連
携
機
能
｣
の
三
つ
を
併
せ
持
つ
複

合
型
休
憩
施
設
で
あ
る
。

二

現
在
ま
で
の
経
緯

｢道
の
駅
｣
は
、
一
九
九
〇
年
一
月
に
中
国
地
方
で
開
催

さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
上
で
、
｢道
路
に
駅
が
あ
っ
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
｣
と
の
提
案
が
な
さ
れ
た
の
が
そ

も
そ
も
の
始
ま
り
で
あ
る
。

翌
年
か
ら
全
国
の
一
二
箇
所
に
お
い
て
、
仮
設
の
休
憩

施
設
を
利
用
し
た

｢道
の
駅
｣
の
実
験
が
実
施
さ
れ
、
好



し
、
親
し
み
や
す
さ
を
利
用
者
に
与
え
る

｢道
の
駅
｣
の

ル
マ
ー
ク
を
使
用
し
た
記
載
も
積
極
的
に
進
め
て
い
る

シ
ン
ボ

ル
マ
ー
ク
を
作
成
し
た
。

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
の
デ
ザ
イ
ン
は
広
く
一
般
公
募
を
行

い
、
多
く
の
作
品
が
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
中
か

ら

｢道
の
駅
｣
懇
談
会
に
お
い
て
作
品
を
選
定
し
、
そ
の

作
品
を
も
と
に
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
が
決
定
さ
れ
た
。

現
在
、
道
路
管
理
者
は
、
道
路
利
用
者
が
施
設
を
利
用

し
易
い
よ
う

｢道
の
駅
｣
の
シ
ン
ボ

ル
マ
ー
ク
を
使
用
し

た
案
内
標
識
の
設
置
を
行
っ
て
い
る
。

平
成
六
年
度
に

｢道
の
駅
｣
利
用
者
に
対
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
案
内
標
識
に
よ
り

｢道
の

駅
｣
を
認
知
し
た
、
と
い
う
回
答
が
約
四
割
あ
っ
た
。

ま
た
、
長
距
離
ド
ラ
イ
ブ
途
中
の
計
画
的
な
休
憩
に
も

｢道
の
駅
｣
を
活
用
で
き
る
よ
う
、
道
路
地
図
へ
シ
ン
ポ

　　

　 　
　 　

　

写真 1 シンボルマークを使用した案内標識

1
)
。

表 1 考えられる施設と整備主体

詠ま爬体 道 路 管 理 者
市 町 村 ･
公 益 法 人 等

休 憩 機 能

駐車場
、

休憩所
、

トイレ、
園地等

イ

ト

宿

‐ト

ス

、

、
し
所

場

、
憩

車
園
休

駐
公

、
設

2

、
ン

施

第
レ
ラ

泊

情報交流機能 設施ハ提報情路道

各
内
供

等
案
提

×

、
報

館

A

設
情
産

F

施
城
物

･
信

地

、

話
通

、
設

電
種
所
施

地域連携機能
賄
熱廟

等

郷
館
交
室

(写
真
1
)。

四

｢道
の
駅
｣
の
施
設
に
つ
い
て

｢道
の
駅
｣
の
施
設
は
、
道
路
管
理
者
が
整
備
を
行
う

｢休
憩
施
設
｣
｢情
報
提
供
施
設
｣と
、
地
元
の
市
町
村
等

が
整
備
を
行
う

｢休
憩
施
設
｣
｢情
報
提
供
施
設
｣
｢地
域

交
流
施
設
｣
を
一
体
的
に
整
備
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
各
施
設
は
、
道
路
利
用
者
に
対
し
て
、
快
適

な
休
憩
、
多
様
な
情
報
を
提
供
で
き
る
こ
と
が
重
要
と
な

る
。
ま
た
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
や
地
域
交
流
圏

の
拡
大
を
睨
ん
で
、
地
元
市
町
村
が
独
自
の
創
意
工
夫
に

よ
る
様
々
な
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

(表

表 2 休憩施設の整備状況
(平成 8年 4月末現在)

施 設 名 称 設置個所数

障害者用 トイ レ 246

障害者用駐車マス 129

ベ ビ ー ベ ッ ド m
宿 泊 施 設 35

温 泉 保養 施 設 35

　

五

｢道
の
駅
｣
の
機
能
に
着
目
し
定
事
例

　

｢道
の
駅
｣
は
、
｢休
憩
機
能
｣
｢情
報
交
流
機
能
｣
｢地

9セ

域
連
携
機
能
｣
と
い
う
三
つ
の
機
能
を
持
つ
が
、
そ
れ
ぞ

断

れ
の
機
能
を
活
か
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
事

例
を
紹
介
す
る
。

の

休
憩
機
能

｢道
の
駅
｣
は
、
安
全
で
快
適
な
休
憩
が
で
き
る
よ
う
、

様
々
な
配
慮
を
お
こ
な

っ
て
い
る

(表
2
)
。

具
体
的
に
は
、
誰
で
も
二
四
時
間
無
料
で
休
憩
で
き
る

施
設
と
し
て
維
持
管
理
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
障
害
者
用
ト
イ
レ
の
設
置
及
び
障
害
者
用
駐
車

マ
ス
確
保
の
対
策
を
進
め
て
い
る
。

さ
ら
に
、
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
し
て
は
、
幼
児
の
た
め

の
ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
の
設
置
、
白
湯
の
サ
ー
ビ
ス
や
ベ
ビ
ー

力
i
の
貸
出
し
、
授
乳
室
を
備
え
た

｢道
の
駅
｣
も
あ
る
。

以
下
に
述
べ
る

｢道
の
駅
｣
で
は
、
よ
り
快
適
に
休
憩



で
き
る
よ
う
、
様
々
な
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
。

①

｢あ
さ
ご
｣

兵
庫
県
朝
来
町
の

｢あ
さ
ご
｣
で
は
、
施
設
内
に

ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
と
と
も
に
ソ
フ
ァ
ー
も
セ
ッ
ト
し
、

家
族
ぐ
る
み
で
く
つ
ろ
げ
る
ス
ペ
ー
ス

｢
ベ
ビ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
｣
を
設
置
し
た
。

駅
長
は
、
保
母
、
幼
稚
園
経
験
者
で
あ
り
、
そ
の

経
験
を
活
か
し
た
提
案
を
行
っ
て
、
家
族
連
れ
の
利

用
者
に
喜
ば
れ
て
い
る

(写
真
2
)。

写真 3 ｢朝日｣ の温泉

②

｢朝
日
｣

新
潟
県
朝
日
村
で
は
、
豊
富
な
湯
量
と
良
質
な
泉

質
を
持
つ
温
泉
を
利
用
し
、
施
設
内
に

｢朝
日
ま
ほ

ろ
ば
温
泉
｣
を
設
置
し
た
。

浴
室
に
は
大
き
な
窓
を
作
り
、
温
泉
に
つ
か
り
な

が
ら
朝
日
連
峰
を
一
望
で
き
る
た
め
、
利
用
者
か
ら

は
好
評
を
得
て
い
る

(写
真
3
)。

ま
た
、
屋
外
に
は
温
泉
ス
タ
ン
ド
も
設
置
し
て
い

る
%

表 3 情報提供施設の整備状況
(平成 8年 4月末現在)

施 設 名 称 設置個所数

情報ターミナル わ

道路情報施設 188

観 光 案 内 所 235

②

情
報
交
流
施
設

現
在
、
｢道
の
駅
｣で
は
、
マ
ル
チ
ビ
ジ
ョ
ン
や
リ
ク
エ

ス
ト
端
末
、
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
掲
示
板
等
で
、
様
々
な
情

報
を
利
用
者
に
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、
郷
土
資
料
館
や

博
物
館
を
整
備
し
、
利
用
者
に
対
し
て
地
域
の
文
化
や
芸

能
、
生
活
等
を
紹
介
し
て
い
る

｢道
の
駅
｣
も
あ
る
。

｢道
の
駅
｣は
利
用
者
に
対
し
、
様
々
な
情
報
を
発
信
す

る
場
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
人
と
人
、
人
と
地
域
の
交
流

を
促
す
場
で
あ
る

(表
3
)。

灘
を

写真 2 ｢あきご｣ のベビーステーション



①

｢豊
栄
｣

新
潟
県
豊
栄
市
に
あ
る

｢豊
栄
｣
は
、
一
般
国
道

七
号
新
新
バ
イ
パ
ス
の
豊
栄
I
C
と
東
港
I
C
の
中

間
に
位
置
し
て
お
り
、
全
国
の

｢道
の
駅
｣
の
中
で

も
利
用
者
の
多
い
施
設
で
あ
り
、
電
光
掲
示
板
に
よ

る
交
通
規
制
情
報
、
マ
ル
チ
ビ
ジ
ョ
ン
に
よ
る
道
路

情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る

(写
真
4
)。

②

｢月
山
｣

山
形
県
朝
日
村
の

｢月
山
｣
に
は
、
村
の
歴
史
･

文
化
と
村
ゆ
か
り
の
作
家
や
彫
刻
家
の
作
品
を
展
示

し
た
｢文
化
創
造
館
｣、
朝
日
村
の
山
林
原
野
に
自
生

す
る
山
ぶ
ど
う
の
利
用
を
目
的
と
し
た

｢山
ぶ
ど
う

研
究
所
｣
等
が
あ
り
、
利
用
者
に
対
し
て
朝
日
村
の

情
報
を
発
信
す
る
拠
点
と
な
っ
て
い
る
(写
真
5
)。

③

地
域
連
携
機
能

｢道
の
駅
｣
に
お
い
て
は
、
多
目
的
広
場
や
交
流
館
、
会

議
室
等
の
併
設
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
利
用
し
た
地

域
内
外
の
人
と
人
と
の
交
流
を
促
す
様
々
な
試
み
が
行
わ

れ
て
い
る
。

.
｢道
の
駅
｣
の
各
種
交
流
施
設
を
利
用
し
た
、
地
域
の
祭

り
や
コ
ン
サ
ー
ト
等
の
イ
ベ
ン
ト
型
交
流
や
体
験
･
カ
ル

況
難

状

末　設成施
坪

流交表

施 設 名 称 設置個所数

公 園 201

運 動 場 斑

劇場 ･ 舞台 “

交 流 館 91

体 験 農 園 24

体験工房 姥

写真 5 ｢月山｣ の文化創造館

チ
ャ
ー
教
室
等
の
体
験
型
交
流
、
地
域
の
資
源
を
活
か
し

た
青
空
市
等
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
周
辺
地
域
も
含
め
、

広
範
囲
の
人
々
の
活
発
な
参
加
を
促
し
て
い
る

(表
4
)。

①

｢と
み
う
ら
｣

千
葉
県
富
浦
町
に
あ
る

｢と
み
う
ら
｣
で
は
、
駅

内
の
フ
ロ
ア
ー
に
お
い
て
、
パ
ソ
コ
ン
教
室
等
の
カ

ル
チ
ャ
ー
教
室
を
開
催
し
て
地
域
の
人
々
に
利
用
さ

れ
て
い
る
。

ま
た
、
直
営
の
花
畑
や
地
域
の
花
農
家
の
畑
を
案

内
し
て
お
り
、
花
狩
り
の
季
節
に
は
、
地
域
内
外
の

た
く
さ
ん
の
人
々
で
賑
わ
っ
て
い
る

(写
真
6
)。

②

｢掛
合
の
里
｣

島
根
県
掛
合
町
の
｢掛
合
の
里
｣で
は
、
毎
週
日
曜

日
と
祝
日
に
朝
市
を
開
催
し
、
地
元
の
農
家
が
新
鮮

な
農
産
物
等
を
持
ち
寄
っ
て
自
分
た
ち
で
販
売
を
行

っ
て
お
り
、
地
元
の
人
々
と
道
路
利
用
者
と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
な
っ
て
い
る

(写
真
7
)
。
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こ
の
よ
う
に
、
｢道
の
駅
｣
に
は
、
道
を
介
し
て
広
い
地

域
か
ら
人
を
集
め
、
人
々
の
交
流
を
生
み
出
す
機
能
が
期

待
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
沿
道
の
地
方
自
治
体
に
と
っ
て

は
、
地
域
の
紹
介
、
地
場
産
業
の
育
成
、
各
種
イ
ベ
ン
ト

や
文
化
活
動
･
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
の
紹
介
、
観
光
P

R
等
に

｢道
の
駅
｣
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
地
域
の
枠
を
越
え
て
、
｢道
の
駅
｣を
設
置
す
る

市
町
村
と
道
路
管
理
者
が
、
各
地
で
連
絡
会
を
発
足
し
、

情
報
交
換
･
交
流
の
場
を
設
け
、
管
理
運
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ

　
　　
　

･
乃“を
も

　　
　　　　　　

　　

　　
　

の
情
報
交
換
や
広
報
活
動
、
研
修
活
動
等
を
行
っ
て
お
り
、

｢道
の
駅
｣は
、
人
と
人
と
の
交
流
の
他
、
地
域
と
地
域
の

交
流
も
促
進
さ
せ
る
働
き
を
担
っ
て
い
る
。

六

お
わ
り
に

現
在
、
地
方
圏
で
は
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
な
ど
、

地
域
交
流
促
進
の
必
要
性
が
益
々
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。

一
方
、
現
代
は
｢高
度
情
報
化
社
会
｣で
、
人
々
は
様
々

な
情
報
を
簡
単
に
入
手
で
き
る
環
境
を
求
め
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
先
に
あ
げ
た
休
憩
、
情
報
交
流
、
地
域
連

携
と
い
う
三
つ
の
機
能
を
活
用
･
高
度
化
す
る
こ
と
に
よ

り
、
交
流
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
地
域
交
流
、
車
社
会
の
情
報

化
の
受
け
皿
と
し
て
の

｢道
の
駅
｣
に
対
す
る
期
待
は
、

益
々
大
き
く
な

っ
て
い
る
o

平
成
八
年
度
か
ら
は

｢ふ
る
さ
と
交
流
拠
点
事
業
｣
を

創
設
し
、
｢道
の
駅
｣を
美
術
館
や
博
物
館
等
の
施
設
な
ど

と
複
合
的
･
一
体
的
に
整
備
す
る
と
と
も
に
、
農
林
水
産

省
と
連
携
し
て
道
路
･
地
域
情
報
等
の
発
信
や
他
の
拠
点

と
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

新
た
な
地
域
拠
点
の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

｢道
の
駅
｣は
、
市
町
村
の
意
欲
や
創
意
･
工
夫
が
反
映

で
き
る
施
設
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
市
町
村
等
と
道
路
管
理
者
が
協
力
し
あ
い
、

地
域
連
携
の
拠
点
と
し
て
の

｢道
の
駅
｣
の
整
備
を
進
め
、

沿
道
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
た
め
、
建
設
省
と
し
て

も
積
極
的
に
支
援
し
て
い
き
た
い
。

(道
路
局
国
道
課
交
通
安
全
事
業
係
長
)

写真 6 ｢とみうら｣ のパソコン教室

写真 7 ｢掛合の里｣ の朝市
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翔鬘
鷲
祥

特

集
/
魅
力
と
活
力
あ
恐
れ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進

搦謬纖
鬘
榊
翔
5

『道
の
駅
』
に
よ
る
地
域
活
性
化

北
海
道
開
発
局
建
設
部
道
路
計
画
課

道
の
駅
と
ば

｢道
の
駅
｣と
は
、
駐
車
場
な
ど
の
休
憩
施
設
と
、
市
町

村
の
第
三
セ
ク
タ
ー
が
設
置
す
る
物
産
館
な
ど
の
各
種
地

域
振
興
施
設
を
一
体
的
に
整
備
す
る
こ
と
で
道
路
利
用
者

が
休
憩
で
き
る
施
設
の
利
便
性
向
上
、
質
的
向
上
が
図
ら

れ
る
と
と
も
に
、
地
域
の
情
報
発
信
の
場
と
し
て
地
域
振

興
に
寄
与
す
る
多
機
能
型
の
施
設
で
あ
り
、
市
町
村
や
第

三
セ
ク
タ
ー
か
ら
の
登
録
申
請
を
沿
線
の
道
路
管
理
者
を

経
由
し
て
建
設
省
が
受
付
･
登
録
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

北
海
道
の
道
の
駅

｢道
の
駅
｣
に
は
、
駐
車
場
、
二
四
時
間
使
用
で
き
る
清

潔
な
水
洗
ト
レ
イ
、
公
衆
電
話
、
道
路
情
報
や
地
域
の
情

報
が
得
ら
れ
る
案
内
施
設
が
あ
り
、
広
大
な
北
海
道
に
お

い
て
は
長
距
離
交
通
、
観
光
交
通
な
ど
道
路
を
利
用
す
る

方
々
が
快
適
に
休
憩
で
き
、
交
通
安
全
の
面
か
ら
も
非
常

に
有
効
な
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
自
治
体
等

｢道
の
駅
｣
施
設
者
に
と
っ
て
は
、

通
過
す
る
交
通
に
対
し
て
休
息
を
含
め
て
停
車
し
て
も
ら

う
事
で
、
地
域
の
情
報
の
提
供
や
名
物
･
特
産
品
な
ど
の

販
売
を
す
る
事
で
地
域
振
興
の
面
か
ら
も
有
効
で
あ
る
。

道
路
管
理
者
で
あ
る
北
海
道
開
発
局
及
び
北
海
道
で
は
、

｢道
の
駅
｣
の
登
録
に
あ
た
り
道
路
標
識
を
設
置
し
て
利
用

者
に
案
内
す
る
な
ど
広
報
に
つ
と
め
て
お
り
、｢道
の
駅
｣

に
よ
っ
て
よ
り
快
適
な
道
路
利
用
が
実
現
す
る
よ
う
期
待

さ
れ
て
い
る
。

北
海
道
で
は
、
平
成
八
年
四
月
一
六
日
現
在
、
総
箇
所

の

｢道
の
駅
｣
が
登
録
さ
れ
て
お
り
、
温
泉
、
流
氷
、
競

走
馬
な
ど
い
ず
れ
も
北
海
道
な
ら
で
は
の
特
徴
を
も
っ
た
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三

ス
南
し
び
江
望
富
忠
足
摩
お
中

い
ま
厚
サ
み
あ
よ
て
オ

駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅
駅

の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の

道
艫
艫
隨
艫
踵
艫
随
隨
道
道
道
道
道
道
道
道
道
道
道
道
道

1
匡
区
巨
匠
匝
区
匝
亙
回
国
回
国
回
国
国
回
国
国
回
国
國

厚岸グルメパーク
サンフラ!ワー北竜

〃
し

ユ
ニ
ー
ク
な
駅
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
道
南
の
函
館
付
近
に
位
置
す
る

｢江
差
｣

と
道
北
の
稚
内
と
旭
川
の
中
間
く
ら
い
に
位
置
す
る

｢び

ふ
か
｣
を
紹
介
し
た
い
。

江
差
町

道
の
駅
｢江
差
｣

ア
イ
ヌ
語
の

｢タ
サ
ワ
ナ
イ
｣
(浜
を
徒
歩
し
て
渡
る

川
)
が
語
源
と
さ
れ
る
江
差
町
田
沢
地
区
。
平
成
五
年
、

建
設
省
か
ら

｢道
の
駅
｣
の
指
定
を
受
け
て
い
る
が
、
そ

れ
よ
り
前
の
昭
和
六
二
年
七
月
、
現
在
の

｢道
の
駅
｣
駐

車
場
に
な
っ
て
い
る
場
所
に
、
｢笑
い
と
福
祉
の
里
づ
く
り

研
究
会
｣
と
い
う
団
体
が
江
差
の
伝
説
上
の
人
物

｢繁
次

郎
｣
の
像
を
建
立
し
た
。
繁
次
郎
は
江
戸
時
代
に
江
差
に

実
在
し
た
と
さ
れ
る
人
物
で
、
一
杯
呑
屋
を
や
っ
て
い
た

と
も
、
鰊
場
で
下
船
頭
と
し
て
雇
わ
れ
て
い
た
と
も
、
一

時
は
寺
男
を
し
て
い
た
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
ど
れ
も

実
証
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
最
初
か
ら
繁
次
郎
は

実
在
せ
ず
、
庶
民
が
自
分
た
ち
の
代
弁
者
と
し
て
創
り
上

げ
た
想
像
上
の
人
物
だ
っ
た
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
こ
の

異
色
の
ヒ
ー
ロ
ー
の
座
像
が
建
立
さ
れ
て
以
来
、
こ
こ
に

観
光
バ
ス
や
往
来
の
車
が
駐
車
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た

繁
次
郎
話
の
取
材
な
ど
も
増
え
て
観
光
の
名
所
と
な
っ
て

く
る
中
で
、
平
成
五
年
に

｢道
の
駅
｣
と
し
て
指
定
さ
れ

る
の
に
至

っ
た
。

こ
の
地
域
一
帯
は
温
泉
の
発
掘
に
よ
る
温
泉
施
設
の
建

ノ6 道行セ 96,5
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設
も
行
わ
れ
、
ま
た
観
光
案
内
所
や
ト
イ
レ
も
ニ
シ
ン
番

屋
風
に
建
設
さ
れ
る
な
ど
の
工
夫
も
為
さ
れ
て
い
る
。

美
深
町

道
の
駅
｢び
愚
か
｣

平
成
四
年
七
月
、
広
域
観
光
に
よ
る
町
お
こ
し
を
図
ろ

う
と
す
る

｢北
の
星
座
共
和
国
構
想
｣
で
美
深
町
が
双
子

座
の
町
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
や
か
っ
て
、

｢双
子
座
館
｣
と
名
付
け
ら
れ
た
物
産
展
示
館
が
誕
生
し

た
。
同
館
の
設
計
は
イ
タ
リ
ア
人
設
計
士
が
担
当
し
、
中

世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
城
壁
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
、
少
し

風
変
わ
り
な
建
物
が
ド
ラ
イ
バ
ー
の
目
を
引
い
て
い
る
。

双
子
座
館
一
帯
の
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
は
、
一
三
、
五

5

0
0
鰐
で
国
道
四
〇
号
線
側
を
国
が
、
隣
接
地
を
自
治
体

9セ

が
同
時
に
造
成
を
進
め
、
二
0
0
台
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が

断

設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
集
客
能
力
は
ア
ッ
プ
し
、
予
想

を
越
え
る
立
ち
寄
り
を
見
せ
て
お
り
、
ま
さ
に
ド
ラ
イ
バ

ー
ズ
オ
ア
シ
ス
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
平
成
五
年
春
に
建
設
省
の
道

の
駅

｢び
ふ
か
｣
に
登
録
さ
れ
、
平
成
七
年
度
の
入
り
込

み
数
は
五
〇
万
人
を
越
え
る
な
ど
、
豊
か
な
自
然
と
立
地

条
件
を
活
か
し
た
交
流
拠
点
作
り
を
通
じ
て
町
の
活
性
化

に
貢
献
し
て
い
る
o

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
と
は
、
全
道
れ
箇
所
の
道
の
駅
に
設

置
さ
れ
た
ス
タ
ン
プ
を
、
用
意
し
て
あ
る
ス
タ
ン
プ
帳
に

押
し
て
集
め
る
と
い
う
も
の
。
五
箇
所
以
上
集
め
て
応
募

す
る
と
抽
選
で
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
あ
た
る
。
実
施
期
間
を
夏

か
ら
秋
ま
で
と
設
定
し
て
実
施
し
て
い
る
こ
の
ス
タ
ン
プ

ラ
リ
ー
は
非
常
に
好
評
で
、
参
加
者
は
年
々
増
加
の
一
途

を
た
ど
っ
て
い
る
。
な
お
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
は
道
の
駅

登
録
が
開
始
さ
れ
た
平
成
五
年
度
か
ら
開
催
し
て
お
り
、

平
成
七
年
度
で
三
回
目
に
な
る
。

平
成
七
年
度
は
七
月
一
五
日
-
-
○
月
一
五
日
の
三
ヵ

月
間
、
全
道
器
箇
所
の

｢道
の
駅
｣
で
実
施
し
、
最
終
応



募
総
数
は
一
○
、
五
八
三
名
に
達
し
た

(う
ち
、
全
駅
制

(道
内
在
住
三
、
五
六
三
名
、
道
外
在
住
者

中
心
に
大
勢
の
フ
ァ
ン
が
見
守
る
中
行
わ
れ
た
。
魚
を
連

覇
六
八
一
名
)。
ち
な
み
に
当
選
者
の
商
品
は
下
記
の
通

一
、
0
八
一
名
)

ぶ
運
転
手
の
恋
や
友
情
物
語
で
、
し
ら
ぬ
か
恋
間
は
う
っ

り
。

J功

ロ
一双

二
人

o

テ

ロ場
ね
胼
“
と
ば

つ
と

し
ら

}
･ふ
日=》

･
A
賞

カ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム

一
名

･
B
賞

5
イ
ン
チ
液
晶
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ

ニ
名

･
C
賞

ミ
ニ
｢道
の
駅
｣
セ
ッ
ト

一
二
名

･
D
賞

ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド

五
、
○
○
0
円
分

六
〇
名

･
E
賞

ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド

三
、
○
○
0
円
分

二
〇
〇
名

･
全
駅
完
全
制
覇
賞

全
道
｢道
の
駅
｣
セ
ッ
ト

ニ
名

※
｢道
の
駅
｣
セ
ッ
ト
"
各
｢道
の
駅
｣
の
特
産
物
セ

ツ
ート

有
効
回
収
率

五
･
八
%

･
平
成
七
年
度

(第
三
回
)

道
の
駅
数

器
箇
所

実
施
期
間

平
成
七
年
七
月
一
五
日
田
-
-
○
月
一

五
日
㈲

九
三
日
間

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
帳

一
二
○
、
0
0
0
冊

有
効
応
募
者
総
数

一
○
、
五
八
三
名

(内
全
駅
完
全
制
覇
六
八
一
名
)

有
効
回
収
率

八
･
八
%

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
初
参
加
者

八
、
一
一
一
名

各
｢道
の
駅
｣
の
声

こ
の
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
に
つ
い
て
、
全
道
各
駅
の
声
を

集
め
て
み
た
。

｢夏
の
観
光
バ
ス
の
立
寄
り
増
加
。参
加
者
が
か
な
り
増

ぶ
運
転
手
の
恋
や
友
情
物
語
で
、
し
ら
ぬ
か
恋
間
は
う
っ

て
つ
け
の
場
所
と
な

っ
た
｣
(し
ら
ぬ
か
恋
間
)

年
々
盛
況
に
な
る
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
。

今
年
度
は
開
催
期
間
を
延
長
し
、
六
月
一
五
日
田
-
一

〇
月
一
五
日
関
の
四
ヵ
月
間
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

参
加
し
た
方
々
に
と
っ
て
も
こ
の
広
い
北
海
道
を
ス
タ

ン
プ
ラ
リ
ー
で
ま
わ
る
と
い
う
の
は
夏
の
思
い
出
と
し
て

強
く
印
象
に
残
る
こ
と
と
思
う
。

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
実
績

平
成
五
年
度

(第
一
回
)

集
め
て
み
た
。

道
の
駅
数

賢
箇
所

｢夏
の
観
光
バ
ス
の
立
寄
り
増

実
施
期
間

平
成
五
年
八
月
七
日
田
ー
八
月
三
一
日

ぇ
た
よ
う
に
感
じ
る
｣
(び
ふ
か
)

鱒
二
五
日
間

｢活
気
及
び
知
名
度
と
も
に
昨
年
を
上
回
っ
て
い
る
｣

応
募
者
総
数

約
三
〇
〇
名

(望
羊

･
平
成
六
年
度

(第
二
回
)

｢
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
の
参
加
者
が
増
加
し
好
評
｣

道
の
駅
数

齢
箇
所

(南
ふ

実
施
期
間

平
成
六
年
七
月
一
六
日
出
ー
一
〇
月
一

｢年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
。
昨
年
の
二
割
ア
ッ
プ
｣

六
日
㈲

九
三
日
間

(望
羊
中
山
)

(南
ふ
ら
の
)

(足
寄
湖
)

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
帳

八
○
、
○
○
0
冊

｢人
気
タ
レ
ン
ト
の
工
藤
静
香
さ
ん
ら
が
出
演
す
る
束

有
効
応
募
者
総
数

四
、
六
四
四
名

映
映
画

『爆
走
ム
ー
ン
エ
ン
ジ
ェ
ル
』
の
撮
影
が
当
駅
を

!β 道行セ 96.5



｢道の駅｣ 一覧表

路 線 名 市町村名 ｢駅の道｣ 名 駐車台数 概 要

国道12号 三笠市 三笠 120
体験農場を併設。 名産三笠メロンやアンモナイト化石の装飾品
などを蛎て売:。

国道38号 芦別市 スタープラザ、芦別 84
星の降る里 ･芦別の観光をビデオ映像で紹介。 星をイメージし
た 1億円トイレも好評。

国道38号 南富良野町 南ふらの 120
人造湖のかなやま湖はカヌーのメッカ。 自然を楽しむアウトド
ア派の休憩拠点。

国道38号 白糠町 しらぬか恋間 66
太平洋を望むレストラン。 テレビでも紹介された ｢あずましい
(おちつく)｣ トイレ。

国道40号 美深町 びふか 218
ヨーロッパの古城を思わせる｢道の駅J。 広い駐車場や隣接の温
泉、 キャンプ場で旅の疲れをいやせる水と緑のユートピア。

国道227号 江蟇宦町 江差 26
追分流れる歴史とロマンの町 “江差" 砂痒莫と美しい夕日、 漁り
火が自慢の ｢道の駅｣。

国道230号 喜茂別町 望羊中山 100
秀峰羊蹄山の眺望がすばらしい峠の駅。 格別 !名物 ｢揚げ芋｣
と全国唯一 ｢道の駅弁｣。

国道232号 遠別町 富士見 174
新鮮さを活かした ｢たこシューマイ｣ が絶品。 利尻富士と日本
海の落日は絶景。

国道236号 忠類村 忠類 110
太古へ誘うナウマン象記念館が中心。 忠類オリジナル手作りア
イスもおいしい。

国道241号 足寄町 足寄湖 78
新鮮な牛乳を原材料とする手作りチーズの製造過程の見学。 チ
ーズなどの特産品を販売。

国道241号 弟子屈町 摩周温泉 23
｢摩周湖｣、 ｢阿寒湖｣ など阿寒国立公園の交通の要所、 穴場の

観光情報はおまかせ。

国道275号 音威子府村 おといねっぷ 37
木をふんだんに使った駅舎が自慢。 日本一のソバ産地から発信
｢音威子府そば｣ が好評。

道道中湧別
停車場線

上湧別町 中湧別 230
国内でも数少ない漫画文化の情報がわかる ｢漫画美術館｣ を併

道道岩内港
線

岩内町 いわない 120
市街地にある ｢道の駅｣。 周辺の飲食店やピカソ美術館など見
所 ･食べ処の情報発信。

国道333号 丸瀬布町 まるせっぷ 63
木の温もり、 やさしさを肌で感じることができるウッドクラフ
トが、 訪れる人々を魅了します。

道道月賦海厚
岸線

厚岸町 厚岸グルメパーク 115
特産の牡蛎が有名。 駅内に市場やミニ水族館を併設。 近くには
デートスポット愛冠 (あいかっぷ) 岬。

国道275号 北竜円丁 サンフラワー北竜 126
町の花 ｢ひまわり｣ でつくったお菓子やひまわり油、 温泉が自
慢の駅です。

国道235号 三石町 みついし 271
きらめく太平洋とさわやかな潮風。 日高の山並みとサラブレッ
ドの牧場。 隣接した海浜公園で自然を体験。

国道227号 厚沢部町 あっさぶ 80
メークイン発祥の地、 緑豊かなヒノキアスナロの山、 鮎踊る清
流厚沢部川に囲まれた田園に位置する道の駅です。

国道229号 島牧村 よってけ !島牧 47
樹齢推定200年のブナ大木をホールに展示。水槽に活かしたアワ
ビ、 ウニ、 ヒラメなどの料理を味わえる。

国道229号 大成町 てっくいランド大成 33
日本海の夕映えの映えるすばらしい環境に位置し、 ログハウス
風トイレ、 温泉シャワー (夏期) を設備した駅。

道道紋別港
線

紋別市 オホーツク紋(別 130
オホーツク海を望む港町紋別。 当地のカニとホタテ貝は絶品 !
1年中流氷を体験できる施設が自慢。

国道39号 留辺蘂町 おんねゆ温泉 120
雄大な自然がはぐくむすばらしい環境。 ｢木の“街｣をイメージし
た、 からくり時計を整備した駅。 隣には淡水魚を展示する ｢山
の水族館｣

国道229号 乙部町 ルート229元和合 49
日本海に突き出た小高い丘からの夕日が大変きれい。 海のジャ
ンボプール ･元和合海浜公園に隣接。

国道 5号 森町 Y O U ･遊 ･もり 60
展望ラウンジから望む駒ヶ岳、 羊蹄山、 噴火湾の眺めは圧巻。
炊事場が整備されたキャンプ場 ｢みどりとロックの広場｣ へは
車で20分。

国道12号 奈井江町 ハウスヤルビ奈井江 63
道産のカラマツを豊富に使用した集成材による木造の温もりを
感じさせる北区歌風建物として注目されています。

国道232号 小呼細丁 おびら鰊番屋 81
この駅で三平汁を食すれば、 ヤン衆の心意気に。 北海道の名付
け親、 松浦武四郎翁の像がお待ちしております。

国道238号 枝幸町 マリーンアイランド岡島 60
夢海道オホーツク !マリーンアイランド岡島に立ち寄って、 オ
ホーツク海を航行する夢に浸ってみませんか。

国道239号 興部町 お･こっぺ 95
人と自然に優しいまち｢おこっぺ｣、 そこでの人と人、 人と地球
との出会い、 語らいの場。

国道240号 阿寒町 阿寒丹頂の里 45
タンチョウ人工拾餌発祥の地。 隣接の阿寒国際ツルセンターで
は、 優雅なタンチョウを間近に見ることができる。

国道241号 音跿岬丁 おとふけ 43
おとふけ ･十勝の麓産物、 農産加工品が豊富に揃っており、 十
勝観光の土産品屋には最適な施設です。

国道275号 中頓別町 ビンネシリ 20
敏音知岳山麓に誕生した道の駅。 大自然の恵みを満喫でき、 ウ
ッディシャワーで身も心もリフレッシュしく=きませんか。

国道276号 大滝村 フォーレスト276大滝 120
世界最大級のログビレッジ、 支笏洞爺国立公園の要所、 木の香
りただようルート276のオアシス。清潔で豪華なトイレが好評。

道イテセ 96.5 ノタ



鬘
鷲

特

集
/
魅
力
と
活
力
あ
患
れ
る
地
螂
づ
く
り
の
推
進

,鷁
獺鱗
費
鬘

開
か
れ
厄
$
A

e
P
A

道
路
局
高
速
国
道
課

路
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

以
外
か
ら
は
車
の
出
入
り
は
も
ち
ろ
ん
人
の
出
入
り
も
で

き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
従

っ
て
、
従
来
は
せ
っ
か
く
休

憩
施
設
の
近
く
に
公
園
や
景
勝
地
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

施
設
な
ど
の
魅
力
あ
る
観
光
資
源
が
あ
っ
て
も
、
高
速
道

路
の
途
中
で
立
ち
寄
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
旦
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
を
で
て
か
ら
利
用
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
、
地
元
か
ら
は
休
憩
施
設
か
ら
人
の
出
入
り
を
可

能
に
し
て
欲
し
い
と
の
要
望
が
多
く
出
さ
れ
て
い
た
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
、
建
設
省
に
お
い
て
、
高
速
道
路
の
移

動
途
中
、
あ
る
い
は
、
高
速
道
路
そ
の
も
の
を
レ
ジ
ャ
ー

G

や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
の
活
用
を
図
る
こ
と

セ行

を
目
的
と
し
て
、
高
速
道
路
の
休
憩
施
設
と
隣
接
す
る
都

道

市
公
園
等
と
を
一
体
的
に
整
備
す
る
こ
と
を
検
討
し
、
昭

0　
　

和
六
二
年
に
高
速
道
路
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア

(S
A
)
･

一
は
じ
め
に

日
本
に
高
速
道
路
が
誕
生
し
て
三
二
年
経
過
し
、
現
在

の
高
速
道
路
供
用
延
長
は
、
約
五
、
九
〇
〇
如
に
達
し
て

い
る
。
高
速
道
路
は
、
こ
の
間
の
経
済
成
長
、
高
速
道
路

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
発
展
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展

を
背
景
に
、
貨
物
輸
送
、
旅
客
輸
送
に
お
け
る
交
通
機
関

と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
て
お
り
、
今
や
高
速

道
路
は
ビ
ジ
ネ
ス
や
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
、
日
常
生
活
に
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
高
速
道
路
は
、
沿
線
地
域
の
交
通
条
件
を
飛
躍

的
に
高
め
、
地
域
の
生
活
を
よ
り
潤
い
あ
る
も
の
に
す
る

こ
と
を
可
能
と
し
、
こ
れ
ま
で
も
、
工
業
や
農
業
、
観
光

な
ど
の
産
業
を
発
展
さ
せ
、
地
域
お
こ
し
、
ま
ち
づ
く
り

に
寄
与
し
て
い
る
。

現
在
、
日
本
列
島
を
縦
貫
す
る
高
速
道
路
の
建
設
に
続

き
、
列
島
を
横
断
す
る
高
速
道
路
の
設
備
が
進
み
つ
つ
あ

り
、
我
が
国
に
も
よ
う
や
く
高
速
道
路
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
が
姿
を
現
そ
う
と
し
て
い
る
。
東
京
へ
の
一
極
集
中

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
高
速
道
路
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
、
特
定
地
域
へ
の
機
能
集
中
や
人
ロ
の
過
度
の
集
中
を

是
正
し
、
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
っ
て
い
く
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
週
休
二
日
制
の
定
着
に
よ
る
余
暇
時
間
の
増
加

は
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
な

り
、
こ
れ
に
伴
い
、
高
速
道
路
は
よ
り
快
適
で
質
の
高
い
、

多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
空
間
と
な
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
、
休
憩
施
設
も
よ
り
高
度
な
サ
ー
ビ
ス
を
求
め
ら
れ

て
い
る
。

一
方
、
今
ま
で
の
高
速
道
路
は
単
に
人
や
物
を
運
ぶ
通



パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア

(P
A
)
と
都
市
公
園
を
結
ぶ

｢
ハ

イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
｣
を
創
設
し
た
。

最
近
で
は
、
日
本
道
路
公
団
に
お
い
て
も
、
高
速
道
路

を
さ
ら
に
利
活
用
し
て
、
地
域
の
魅
力
を
高
め
、
活
性
化

を
図
っ
て
い
く
目
的
で
、
地
域
の
有
識
者
や
関
連
団
体
と

行
政
が
そ
れ
ぞ
れ
の
知
恵
を
出
し
合
い
、
意
見
を
交
わ
し

合
う
試
み
を
持
っ
て
み
た
り
、
公
団
と
利
用
者
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
新
た
な
展
開
と
し
て
、
S
A

･
P
A
等

ミ
リ貸"
で,"a}
"態

“試

炎ミ、
き

R
錦
鸚
を藁
蟹
奔“

&
癩
獺

に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
趣
向
を
こ
ら
し
た
多
彩
な
サ
ー
ビ
ス

や
地
域
の
特
色
を
活
か
し
た
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
、
利
用
者

の
声
を
聴
く
ア
ン
ケ
ー
ト
、
高
速
道
路
事
業
の
紹
介
等
を

行

っ
て
い
る

(写
真
1
)。

建
設
省
に
お
い
て
も
、
人
ロ
減
少
に
代
表
さ
れ
る
地
方

圏
の
活
力
低
下
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
地
域
の
活
性

化
を
図
る
た
め
に
は
、
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
確
立
を
急

ぐ
と
と
も
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
持
つ
交
流
･
連
携
機
能

を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
地
域
の
主
体
的
な
取
り

組
み
に
よ
る
地
域
間
交
流
の
活
発
化
が
必
要
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア

･
パ
ー
キ
ン

グ
エ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
地
域
拠
点
の
核
と
し
て
活
用
す

る
こ
と
へ
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま

っ
て
お
り
、
各
地
で
様
々
な

検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
高
速
道
路
等
の
利
用
者
が
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
･

パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
に
求
め
る
サ
ー
ビ
ス
機
能
も
観
光

･

レ
ジ
ャ
ー
情
報
の
提
供
、
地
元
特
産
品
の
紹
介
等
に
対
す

る
ニ
ー
ズ
が
高
ま
る
な
ど
多
様
化
･
高
度
化
し
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
地
域
及
び
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
同
時
に
対
応

す
る
た
め
、
｢S
A
･
P
A
を
活
用
し
た
地
域
拠
点
整
備
事

業
｣
が
平
成
七
年
度
に
創
設
さ
れ
た
。

二

ハ
イ
ウ
エ
イ
オ
ア
シ
ス

高
速
道
路
の
休
憩
施
設
は
、
本
来
高
速
道
路
の
利
用
者

が
休
憩
す
る
た
め
の
施
設
で
あ
り
、
そ
の
駐
車
マ
ス
等
の

設
計
は
比
較
的
短
時
間
の
駐
車
に
対
し
て
設
計
し
て
あ
り
、

都
市
公
園
等
の
利
用
者
に
対
す
る
長
時
間
駐
車
の
需
要
を

満
足
す
る
た
め
に
、
高
速
道
路
に
付
随
し
た
駐
車
場
の
他

に
、
公
園
利
用
者
の
た
め
の
駐
車
場
を
確
保
す
る
必
要
が

あ
る
。

従
っ
て
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
で
は
、
都
市
公
園
等

の
中
に
高
速
道
路
の
休
憩
施
設
の
駐
車
場
と
連
結
し
た
第

二
駐
車
場

(公
園
側
駐
車
場
)
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、

高
速
道
路
の
利
用
者
に
都
市
公
園
等
へ
の
出
入
り
を
可
能

に
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
公
園
側
駐
車
場
か

ら
一
般
道
路
等
外
部
へ
の
車
の
出
入
り
は
制
限
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

こ
れ
ら
は
、
以
下
の
よ
う
な
設
置
条
件
及
び
設
置
形
態

と
な
っ
て
い
る

(図
1
)
。

①

原
則
と
し
て
、
高
速
道
路
の
休
憩
施
設
と
都
市
公

園
等
が
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア

シ
ス
と
し
て
整
備
で
き
る
も
の
と
す
る
。

②

休
憩
施
設
内
の
駐
車
場

(道
路
側
駐
車
場
)
と
都

市
公
園
内
側
に
設
け
る
駐
車
場

(公
園
側
駐
車
場
)

と
を
連
結
部
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
一
体
と
し
、

相
互
の
出
入
り
を
可
能
に
す
る
。

③

構
造
上
、
公
園
側
駐
車
場
へ
の
車
の
出
入
り
は
、

連
結
部
に
限
る
も
の
と
す
る
。

④

ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
が
、

高
速
道
路
本
線
の
交
通
安
全
及
び
休
憩
施
設
の
本
来

の
機
能
に
悪
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
。

⑤

道
路
側
駐
車
場
、
公
園
側
駐
車
場
及
び
連
結
部
の
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都市公園等

公園側PA

(やむを得ない場合)(原則)

図 1 ハイウェイオアシス イメージ図

表 1 供用中 ･事業中のハイウェイオアシス

道 路 名 休憩施設名 公 園 名 位 置 主 な 施 設 備 考

道 央 道 砂川 S A 北海道子どもの国 北海道砂川市 ふしぎの森 ･オアシス館 ･キャンプ場等 平成 3年 4月オープン

上信越道 佐久平P A 平 尾 山 公 園 長野県佐久市
フィールドアスレチック ･センターハウス

･多目的広場等
平成 6年10月オープン

上信越道 小布施P A 小布施総合公園 長野県小布施町 ハイウェイミュージアム ･レストラン等 平成7年l2月オープン

北 陸 道 徳光 P A 松 任 海 浜 公 園 石川県松任市 海水浴場 ･展望休憩所 ･四季の花園等
(下り)平成 2年 3月オープン

(上り)平成 8年 3月オープン

長 崎 道 金立 S A 金 立 総 合 公 園 佐賀県佐賀市 久保泉丸山古墳･徐福長寿館･草スキー場等 平成8年4月オープン

山 陽 道 権現池P A 権 現 総 合 公 園 兵庫県加古川市 オアシス館･アクアパビリオン･親水施設等 事業中

松 山 道 石鎚山S A 小 松 中央 公 園 愛媛県小松町 石鎚自然館 ･高山植物園 ･四国霊場等 事業中

高
速
道
路
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア

･
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア

に
は
、
新
た
な
地
域
交
流
･
地
域
連
携
と
し
て
の
機
能
が

強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
前
述
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ

ス
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
は
そ
の
対

象
施
設
が
都
市
公
園
等
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
隣
接
す
る
都
市
公
園
等
以
外
の
施
設
と
の
一
体
的
整

ス 備 ら 象 ス 強 に 1
エ に 、 施 が そ く は 高
ス
エ
リ
ア

･
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
の
地
元
へ
の
開
放
、
そ

の
休
憩
施
設
と
し
て
の
機
能
向
上
の
た
め
、
あ
る
い
は
、

高
速
道
路
等
の
整
備
効
果
の
一
層
の
拡
大
を
図
る
た
め
、

高
速
道
路
等
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
(S
A
)、
パ
ー
キ
ン
グ

対 隣 設 挙 の 求 、 速 事 事す 接 が げ 手 め 新 道 業
る す 都 ら 段 ら た 路 概 業
要 る 市 れ の れ な の 要
望 都 公 る ー て 地 サ

こ
の
よ
う
な
整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
高
速
道
路
の

休
憩
施
設
か
ら
隣
接
す
る
公
園
等
に
直
接
車
で
乗
り
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
公
園
利
用
の
増
進
、
地

域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
高
速
道
路
の
イ
メ

ー
ジ
ア
ッ
プ
と
利
用
促
進
も
併
せ
て
図
る
こ
と
が
で
き
る

と
期
待
さ
れ
る
。

現
在
、
全
国
で
七
箇
所
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
が
供

用
中
又
は
事
業
中
で
あ
る

(表
1
)。

三

S
A
･
P
A
を
活
用
し
左
地
域
拠
点
整
備

は
強
い

る 構
造
は
、
道
路
構
造
令
等
の
基
準
に
よ
る
も
の
と
す

ア の
の の 要
た 地 望
め 元 に
、 へ 応
あ の え

サ f し
l 的 な
　　 　　

22 道行セ 96,5



･地域固有の景観の活用
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【地域経済の活性化】

‐

ジ

　

　

　

エ
リ
ア

(P
A
)
及
び
そ
の
周
辺
地
区
を
、
地
域
の
特
色

　
　

を
活
か
し
つ
つ
人
の
出
入
り
を
確
保
し
て
、
一
体
的
･
計

2

画
的
に
整
備
し
、
新
た
な
地
域
拠
点
の
形
成
を
図
る

(図

ぁ

2
)
0

%

①

地
域
主
体
の
計
画
づ
-
り

踰

市
町
村
は
、
都
道
府
県
･
道
路
管
理
者
等
を
構
成

と
す
る
協
議
会
を
設
置
し
、
地
域
振
興
に
関
す
る
基

本
方
針
を
立
て
る
と
と
も
に
、
S
A
･
P
A
を
中
心

と
し
た
周
辺
地
区
の
土
地
利
用
並
び
に
施
設
内
容
及

び
施
設
配
置
、
第
二
駐
車
場
の
位
置
及
び
規
模
、
事

業
実
施
者
及
び
事
業
行
程
等
に
つ
い
て
、
協
議
会
に

お
け
る
協
議
に
基
づ
き
、
地
域
拠
点
整
備
事
業
整
備

計
画

(整
備
計
画
)
を
策
定
し
公
表
す
る
。

②

人
の
出
入
り
を
確
保
し
た
一
体
的
整
備

計
画
の
策
定
さ
れ
た
S
A

･
P
A
に
つ
い
て
は
、

市
町
村
等
が
隣
接
し
て
整
備
す
る
各
種
地
域
振
興
施

設

(文
化
施
設
、
観
光
･
レ
ジ
ャ
ー
施
設
、
商
業
施

設
等
)
と
の
八
の
出
入
り
を
確
保
し
た
一
体
的
な
整

備
を
行
う
。

な
お
、
隣
接
す
る
地
方
振
興
施
設
の
整
備
主
体
は
、

施
設
利
用
者
の
た
め
の
第
二
駐
車
場
を
設
置
す
る
必

要
が
あ
る
。

③

地
域
の
特
色
を
活
か
し
た
サ
ー
ビ
ス
提
供

計
画
の
策
定
さ
れ
た
S
A

･
P
A
に
つ
い
て
は
、

高
速
道
路
等
の
利
用
者
へ
の
一
層
の
サ
ー
ビ
ス
向
上

を
図
る
と
と
も
に
地
域
の
情
報
を
よ
り
効
果
的
に
発



表 2 計画中の S A ･ P A を活用した地域拠点整備事業

道 路 名 休憩施設名 周辺プロジェクト 位 置 主 な 施 設

道 央 道 高 岡 P A 噴火湾展望公園 ネ蔭海道豊浦町 展望塔 ･ パークゴルフ場等

秋 田 道 錦秋湖 S A カントリーパーク 岩手県湯田町 温泉施設 ･ テーマ館 ･ スポーツ施設等

山 形 道 寒 河 江 S A 寒3祇江チェリークアパーク 秋田県寒河江市 フラワー･フルーツガーデン･オアシス館等

上 信 越 道 新 井 P A あらい道の駅 新潟県新井市 道の駅 ･ 温浴 ･ 宿泊施設等

東 名 高 速 富 士川 S A 道の駅等の周辺整備 静岡県富士川町 物産館 ･ 道の駅 ･ レストラン等

関 越 道 藤 岡 P A 繃纐鰔AP岡藤 肺贓馬群 寒-フスし室温示展の等ンキ-フ洋

東 海 北 陸 道 川 島 P A 姻粧鮴 町島==県阜岐 胄タンセ概獺燻淡

東 海 北 陸 道 城 端 S A 饑麟地桜 町瑞城町山富 痔-フ圦設繊鰊
第二東海自動車道 浜松浜北 S A クしツ一ルフ市松浜 市松浜醸静 痔}フスし園樹果ム一がヵピロ

第二東海自動車道 刈 谷 P A 蟻滌影 衞刈県知愛 携緘纖
回趙沙ォ

北 陸 道 南 条 S A 鰤線臟A("条南 町条南県井福 騰杠ラガドンラ-ターオウ

東 名 阪 道 亀 山 P A クキンヤシンサ亀 市山騙重三 糟硼蛔獲徳 島 道 三 好 S A 蘂瀕ゆ濃美 町好三恩徳 等設樵親館物膊.113撥

信
す
る
た
め
、
関
係
機
関
と
調
整
の
う
え
地
域
の
特

色
を
活
か
し
た
施
設

(周
辺
地
域
に
関
す
る
観
光
情

報
等
の
提
供
、
地
域
特
産
品
の
紹
介
を
行
う
コ
ー
ナ

ー
)
の
整
備
を
推
進
す
る
。

な
お
、
現
在
、
全
国
で
一
〇
箇
所
以
上
の
休
憩
施
設
に

お
い
て
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
代
表

的
な
箇
所
に
つ
い
て
表
2
に
示
す
。

2

支
援
措
置

市
町
村
が
整
備
計
画
を
策
定
す
る
場
合
に
調
査
費
を
補

助
す
る
と
と
も
に
、
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
第
二
駐
車

場
、
休
憩
施
設
、
隣
接
す
る
地
域
振
興
施
設
に
つ
い
て
は

道
路
開
発
資
金
、
日
本
開
発
銀
行
等
の
低
利
融
資
を
行
う
。

3

事
業
効
果

本
事
業
の
推
進
に
よ
り
、
以
下
の
よ
う
な
効
果
が
得
ら

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

①

S
A
･
P
A
を
核
と
し
た
地
域
振
興

S
A
･
P
A
と
地
域
振
興
施
設
を
人
の
出
入
り
を

確
保
し
て
一
体
的
･
計
画
的
に
整
備
す
る
こ
と
に
よ

り
、
地
域
住
民
の
み
な
ら
ず
高
速
道
路
等
の
利
用
者

も
当
該
地
域
振
興
施
設
を
容
易
に
利
用
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。
こ
う
し
た
一
体
的
整
備
に
よ
り
、
当

該
地
域
振
興
施
設
は
、
よ
り
広
域
的
な
施
設
と
し
て

の
機
能
が
備
わ
る
こ
と
と
な
り
、
連
携
と
交
流
の
中

核
的
施
設
と
し
て
地
域
拠
点
の
核
を
形
成
す
る
。

ま
た
、
同
時
に
、
高
速
道
路
の
利
用
者
は
、
通
常

の
S
A
･
P
A
で
は
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
然
、

歴
史
、
文
化
、
産
業
等
地
域
の
特
色
あ
る
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
、
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
-0

②

S
A
･
P
A
で
の
情
報
発
信

S
A
･
P
A
に
お
い
て
、
観
光
情
報
等
の
提
供
、

地
域
物
産
品
の
紹
介
を
行
う
コ
ー
ナ
ー
等
さ
ま
ざ
ま

な
方
法
で
地
域
の
P
R
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
S

A
･
P
A
の
地
域
の
情
報
発
信
基
地
と
し
て
利
用
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

ま
た
、
同
時
に
、
高
速
道
路
等
の
利
用
者
は
、
地

域
の
特
色
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
、
サ
ー
ビ
ス
を
享

受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

お
わ
り
に

現
在
、
S
A
･
P
A
を
活
用
し
た
地
域
拠
点
整
備
事
業

は
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
も
含
め
て
一
部
の
休
憩
施
設

に
お
い
て
事
業
･
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
今
後
、
他
の
地
域
に
お
い
て
も
地
域
の
創
意
工
夫
と

主
体
的
な
取
り
組
み
に
よ
り
、
休
憩
施
設
を
核
と
し
て
よ

り
一
層
の
地
域
振
興
、
活
性
化
が
図
れ
、
高
速
道
路
の
利

%

用
者
へ
の
広
範
囲
な
サ
ー
ビ
ス
が
図
れ
る
こ
と
を
期
待
し

セ行道　



道行セ 96.5

鷲
鷲
鰡

特

集
/
魅
力
と
活
力
あ
恐
れ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進

芻繊鱗
鬘
騨
鬘
万

人
イ
ウ
害
イ
秀
ア
シ
ス
の
整
備
事
例

表 1 供用中 ･事業中のハイウェイオアシス

道 路 名 休憩施設名 公 園 名 位 置 主 な 施 設 備 考

道 央 道 ずながわ砂川 S A 北海道子どもの国 道
市

海
川

北
砂

ふしぎの森
、

オアシ
ス館

、
キャンプ場等 供用中

北 陸 道 とくみつ徳光 P A 松任海浜公園 県
市

川
任

石
松

海水浴場
、

展望休憩
所
、

四季の花園等 供用中

上信越道 きくだし塙佐久平P A 園公山尾平 鸚長佐
チ
ウ

レ
ハ
等

ス
一
場

ア
タ
広

ド
ン
的

滓
第

イ
ク

、

フ
ツ
ス

中
I鰯

上信越道 おぷせ小布施P A 園公合総施、.′′ 町
県
施

野
布

長
小

ジ
等

一
ン

ユ
ラ

、、、1トー

イ
ース

エ
レ

ウ
ノ
、

イ
.ム

ハ
ア

中
I

用供

長 崎 道 きんり"う金立 S A 縄総鉱
県
市

智
鉛
員

佐
佐

福
等

徐
場損終縦鱈

鮴
霧

中
I

用供

山 陽 道
とんげんいけ権現池P A 開

国
公合総観 市

県
打

庫
古

兵
加

パ
等

ア
凱醜郊九"財･オビ 鮴事

松 山 道 いしづちさん石鎚山S A

瀕飴
県
町

媛
松

愛
小

植山
等

高
揚隆然四白日

、

鎚
園

石
物 耕事

J
H
日
本
道
路
公
団
計
画
部
計
画
第
二
課

一

は
じ
め
に

高
速
道
路
は
今
や
、
物
資
の
輸
送
を
は
じ
め
ビ
ジ
ネ
ス

や
レ
ジ
ャ
ー
に
と
、
国
民
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
存
在

と
な
っ
て
い
る
。
整
備
当
初
に
お
い
て
は
、
高
速
道
路
は

人
や
物
を
運
ぶ
輸
送
路
と
し
て
の
考
え
方
が
中
心
で
、
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
以
外
か
ら
は
、
車
は
も
ち
ろ
ん
人
に
つ

い
て
も
出
入
り
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
高
速
道

路
の
沿
道
に
自
然
公
園
、
歴
史
公
園
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
施
設
等
の
魅
力
あ
る
観
光
施
設
が
あ
っ
て
も
高
速
道
路

の
途
中
で
立
ち
寄
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
旦
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
を
介
し
て
か
ら
の
利
用
で
あ
っ
た
。

一
方
、
週
休
二
日
制
の
定
着
に
よ
る
余
暇
時
間
の
増
加
、

国
民
ニ
ー
ズ
の
多
種
･
多
様
化
に
伴
な
う
レ
ジ
ャ
ー
の
需

要
に
対
し
て
、
高
速
道
路
に
お
い
て
も
そ
れ
に
応
え
る
必

要
が
生
じ
て
き
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
高
速
道
路
の
移
動
途
中
、
あ
る

い
は
高
速
道
路
そ
の
も
の
を
レ
ジ
ャ
ー
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
の
場
と
し
て
の
活
用
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

高
速
道
路
の
休
憩
施
設
と
隣
接
す
る
都
市
公
園
等
と
を
一

体
的
に
整
備
し
、
高
速
道
路
か
ら
直
接
公
園
施
設
の
利
用

を
可
能
と
す
る

｢
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
｣
が
昭
和
六
二

年
度
に
創
設
さ
れ
、
整
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
の
整
備
は
、
都
市
公
園
等
の
中

に
高
速
道
路
の
休
憩
施
設
と
連
結
し
た
駐
車
場

(第
二
駐

車
場
)
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
直
接
高
速
道
路
か
ら
車
で

の
乗
り
入
れ
を
可
能
と
し
、
高
速
道
路
の
お
客
様
は
こ
こ

を
介
し
て
公
園
内
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
公
園
利
用
の
増
進
が
図
ら
れ
、

地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
高
速
道
路
の
お



(イ)高速自動軍凹道(国土開発幹線自動騨道等) (口)一艘国道自動箙膊用道鏥
瀝 綻 名 起点 貿点 用 贓 名 迄点 竇点

北漏迅紅翼□勤開通囮圏柏機内寵 伊勢顕名古屈市伊勢雨
北同詔橘掻□勧蘭国胴疋鰤黒松内町贓窪市 近腔□朝霞遍各古團神戸館名古圈柘神戸市
翼北臘自助騙遍実轌簇煕京郎竇ぬ硝 接贅鍾挨開設鰡

釜石較田輯盤石南秋田用 中国報国 0莇蘭逕吹田雨下岡雨
寮北橘断□帥胡遡園田輸仙台市項田部 山 醒 □ 劭 翌 週吹田市下問樅

いわき所踊躍いわき柏折湖南 船輌局皿嶮難瀦市鹿皿雨
B苓凋お岸露北□勤覇翅新羽市円ね裔 中圏緘□曲顕避岡山米子嵐岡山帝娯淺雨

酩 綵 名 起点 閥点
日記自動鋼ぬ芝小牧川副到踊
　　　　　　　　　　　　　　　
旭川･I叉別自動覆導旭川市紋別用
群は･広叱G勤覇也帯広市広尾町
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
八戸･久杞□勧單ぬ八戸用久慰市
西郡圓中央面毬は勤蛆皿膳巍市本拠纖嗣
中郡照買自動国道名宏本市福井市
　　　　　　　　　　　　
伊豆沼翼自助型追沼部市下田府
三逗嘲世自助聞ぬ触田市三ク白岡　　　　　　　　　　　　　　　
夙環即日助顯四京m市和歌山市
園神□勤邱逼神戸市三木用
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
露辺･椙山口勧肛趙区適用溢山用

うち

佐久平P A

整備計画区間
基本計画区間
予定路線区間

一般国道自動車専用道路
用 区

平 8 4月イ巳現在
図 1 高規格幹線道路網図

を
、

の
心
の

中
迄
糟

℃
N



客
様
に
対
し
て
も
レ
ベ
ル
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
、
高
速
道
路
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
と
利
用
促

進
等
の
効
果
も
期
待
で
き
る
も
の
と
な
っ
た
。

現
在
、
全
国
で
五
箇
所
が
オ
ー
プ
ン
し
て
お
り
、
二
箇

所
で
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
各
地
の
ハ
イ
ウ

ェ
イ
オ
ア
シ
ス
の
紹
介
を
す
る

(図
1
、
表
1
)。

三

整
備
事
例

ー

徳
光
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス

徳
光
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
は
北
陸
自
動
車
道
の
金
沢
西

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
美
川
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
間
に

位
置
し
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
石
川
県
営
の
松
任
海
浜
公
園

を
連
絡
す
る
こ
と
で
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
の
全
国
第
一

号
と
し
て
平
成
二
年
三
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
高
速
道
路
を
利
用
す
る
お
客
様
は
、
徳
光

パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
第
二
駐
車
場
か
ら
直
接
公
園
に
入
り

海
水
浴
、
四
季
の
花
園
で
の
散
策
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
等
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
平
成
八
年
三
月
に
は
山
側
で
あ
る
上
り
線
側
の

市
営
公
園
部
分
に
つ
い
て
も
松
任
市
に
よ
っ
て
第
二
駐
車

場
の
整
備
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
上
下
線
い
ず
れ
か
ら

も
公
園
施
設
の
利
用
が
可
能
と
な
っ
た
(図
2
、写
真
1
･

2
)
0

サイクリングターミナル

至美川1- C ＼ ,““＼ "ミミミミ　　　　　　 　 　　　　　プール
北陸自動車道

第2駐 場 室金沢西′ C、

テーマパーク

◎ 多目的広場

　　
　 　　　　

本

編

　

　

図 2 徳光ハイウ イオアシス

写真 1 第二駐車場 (下り)

写真 2 第二駐車場 (上り)

道行セ 96,5 2 7



公
園
は
昭
和
五
三
年
に
す
で
に
開
園
し
て
い
た
も
の
で

園
内
に
は
、
宿
泊
研
修
施
設
で
あ
る
少
年
自
然
の
家
、
キ

ャ
ン
プ
場
及
び
ア
ス
レ
ッ
チ
ッ
ク
コ
ー
ス
な
ど
様
々
な
広

場
が
完
成
し
て
お
り
、
年
間
三
二
万
人
も
の
利
用
が
あ
っ

た
が
、
さ
ら
に
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
の
整
備
に
あ
わ
せ

て
レ
ス
ト
ラ
ン
や
物
産
店
が
入
居
す
る
オ
ア
シ
ス
館
が
新

し
く
設
置
さ
れ
、
公
園
内
に
も
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
や
ピ
サ
の
斜

塔
等
を
模
し
た
遊
具
施
設
を
配
置
し
た

｢ふ
し
ぎ
の
森
｣

こ
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
に
隣
接
す
る
北
海
道
営
の

｢北

海
道
子
ど
も
の
国
｣
は
、面
積
が
約
二
三
三
m
の
広
大
な
都

市
公
園
で
あ
り
、
砂
川
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
は
こ
の
公

園
と
休
憩
施
設
と
を
一
体
的
に
整
備
し
て
平
成
三
年
四
月

に
オ
ー
プ
ン
し
た
も
の
で
あ
る
。

2

砂
川
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス

砂
川
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
は
札
幌
市
と
旭
川
市
の
ほ
ぼ
中

間
に
あ
た
る
道
央
自
動
車
道
の
奈
井
江
砂
川
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
と
滝
川
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
間
に
位
置
し
、
本

線
及
び
当
休
憩
施
設
は
昭
和
六
三
年
一
〇
月
に
供
用
し
た
。

ト

な
ど
の
整
備
が
進
め
れ

た
。

平
成
七
年
に
は
、
一
〇
〇
万
人
を
越
え
る
お
客
様
が
こ

の
オ
ア
シ
ス
を
利
用
し
て
い
る
(図
3
、
写
真
3
･
4
)
。

　

　

　

　

れ

ビ

シ

　

　

　“砂川ハイウェイオアシス" 子供の国

オアシス館
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3

佐
久
平
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス

佐
久
平
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
は
上
信
越
自
動
車
道
の
碓

氷
軽
井
沢
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
佐
久
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
の
間
に
位
置
し
、
本
線
及
び
当
休
憩
施
設
は
平
成
五
年

三
月
に
供
用
し
て
い
る
。
佐
久
平

ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス

は
、
こ
の
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
に
隣
接
す
る
佐
久
市
営
の

平
尾
山
公
園
と
連
絡
す
る
こ
と
に
よ
り
平
成
六
年
一
〇
月

に
オ
ー
プ
ン
し
た
も
の
で
あ
る
。

現
在
、
公
園
内
に
は
レ
ス
ト
ラ
ン
を
有
し
た
セ
ン
タ
ー

ハ
ウ
ス
や
多
目
的
広
場
(雪
の
広
場
)、
フ
ィ
i
ル
ド
ア
ス

レ
チ
ッ
ク
、
ス
ー
パ
ー
ス
ラ
イ
ダ
ー
及
び
展
望
台
な
ど
が

あ
り
、
今
後
、
地
元
特
産
の
果
物
を
取
り
扱
う
テ
ー
マ
館
、

研
修
施
設
等
が
整
備
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
佐
久

　　

市
の
第
三
セ
ク
タ
ー
に
よ
る
人
工
雪
ス
キ
ー
場
が
公
園
に

2

隣
接
し
て
整
備
さ
れ
て
お
り
、
第
二
駐
車
場
か
ら
ス
キ
ー

5

場
の
利
用
が
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
都
心
か
ら
近

9セ

い
こ
と
も
あ
っ
て
正
月
、
連
休
な
ど
に
は
多
く
の
お
客
様

断

で
賑
わ

っ
て
い
る

(図
4
、
写
真
5
･
6
)

(じ

　

　

ゾ

井

　

　

　

　至

的
場
ン

目

一

ン

多
広
ソ

平尾山公園

テーマ施設ゾーン センターハウス

写真 5 センターハウス

4 佐久平ハイウェイオアシス



4

小
布
施
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス

る
。

小
布
施
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
は
上
信
越
自
動
車
道
の
須

ま
た
、
公
園
と
町
の
中
心
部
を
結
ぶ
シ

坂
長
野
東
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
信
州
中
野
イ
ン
タ
ー
チ

ャ
ト
ル
バ
ス
の
運
行
も
行
わ
れ
て
お
り
、

エ
ン
ジ
の
間
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
小
布

町
内
の
観
光
施
設
の
巡
回
が
可
能
と
な
っ

場

施
町
営
の
小
布
施
総
合
公
園
と
連
絡
し
て
平
成
七
年
一
二

て
い
る

(図
5
、
写
真
7

･
8
)。

フ

月
に
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
公
園
施
設
と
し
て
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
及
び
地
元

の
伝
統
工
芸
で
あ
る
切
り
絵
を
展
示
し
て
い
る
ハ
イ
ウ
ェ

イ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
開
設
し
て
い
る
が
、
今
後
、
多
目
的

広
場
、
展
望
塔
な
ど
の
諸
施
設
の
充
実
が
予
定
さ
れ
て
い

曲千

写真 8 ハイウェイミュージアムム

ン

、ト
PA ＼

＼
、、、、＼

　

　　

　
　

　

の

的

第

ミ

小

･

　
　

　
　

役

M

栗

小

セ

甥

癇

′

行

広

5

道

図 5 小布施ハイウェイオアシス

わんぱく広場

　　

　

　

　
　

　

證

′

ィ

広

鬘
さ
邊

朧

ヂ

く

写真 7 公園側レストラン



5

金
立
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス

金
立
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
は
長
崎
自
動
車
道
の
東
脊

振
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
佐
賀
大
和
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

の
間
に
位
置
し
、
本
線
及
び
当
休
憩
施
設
は
昭
和
六
〇
年

三
月
に
供
用
し
て
い
る
o

S A 上り線 六 エ の

ノ そ うク多一徹葵き
き o ン 東

“ノノノノククノ//
ク
ク
シ三 年 ジ 脊

S A 下り線
ハ に テ 総

　
　　

　
　

収
久

知
ススウ　　タン

　
　
第

金立総合公園

　　
徐

醐　

こ
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
に
隣
接
す
る
佐
賀
市
営
の
金
立

総
合
公
園
は

｢歴
史
･
文
化
･
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
｣
を

テ
ー
マ
に
施
設
の
整
備
が
行
わ
れ
て
お
り
、
本
線
建
設
時

に
移
設
さ
れ
た
久
保
泉
丸
山
古
墳
、
草
ス
キ
ー
場
や
ロ
グ

ハ
ウ
ス
等
の
既
存
施
設
に
加
え
、
当
地
に
伝
わ
る
徐
福
の

讓　
　

多目的広場

伝
説
を
テ
ー
マ
と
し
た
徐
福
長
寿
館
な
ど
が
整
備
さ
れ
て

い
る
。
今
後
レ
ス
ト
ラ
ン
、
地
域
物
産
館
等
の
施
設
充
実

が
計
画
さ
れ
て
い
る
。

平
成
八
年
四
月
に
公
園
内
に
金
立
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
と

連
絡
す
る
第
二
駐
車
場
が
整
備
さ
れ
、
高
速
道
路
か
ら
車

で
直
接
公
園
に
乗
り
入
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た

(図

6
、
写
真
9
･
川
)

道イテセ 96,5 3メ
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6

権
現
池
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス

ア
シ
ス
を
整
備
す
る
も
の
で
、
現
在
事
業
中
で
あ
る
。

7

石
鎚
山
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス

権
現
池
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
は
山
陽
自
動
車
道
の
三
木

当
公
園
は
人
造
湖
畔
に
位
置
し
、
広
が
り
の
あ
る
水
面

石
鎚
山
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
は
松
山
自
動
車
道
の
い
ょ
西

小
野
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
加
古
川
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

と
豊
か
な
緑
と
い
っ
た
自
然
素
材
を
基
調
と
し
た
空
間
作

条
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
い
ょ
小
松
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

ジ
の
間
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
加
古
川
市

り
を
目
指
し
て
お
り
、
水
を
テ
ー
マ
と
し
た
施
設
を
中
心

の
間
に
位
置
し
て
お
り
、
本
線
及
び
当
休
憩
施
設
は
平
成

営
の
権
現
総
合
公
園
と
連
絡
す
る
こ
と
で
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ

に
計
画
さ
れ
て
い
る

(図
7
)
。

六
年
三

月
に
供
用
し
て
い
る
。
隣
接
す
る
小
松
町
営
の

小
松
中
央
公
園
は
西
日
本
最
高
峰
の
石
鎚
山
を
テ
ー
マ
と

し
た
公
園
で
石
鎚
の
自
然
を
紹
介
･
観
察
す
る
施
設
を
中

心
に
計
画
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
高
速
道
路
の
休
憩
施
設

と
連
結
す
る
第
二
駐
車
場
が
整
備
さ
れ
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ

ア
シ
ス
が
オ
ー
プ
ン
す
る
こ
と
に
な
る

(図
8
)
。

わ
　
　　

ウイ
.ハ池現権

%

鎚

楡

C

道

図 8 石鎚山ハイウェイオアシス

　

　
　

　

　　
　

鋤
刻

山

い

松

至

図



用
し
た
地
域
拠
点
整
備
事
業
｣
の
整
備
箇
所
が
今
後
増
え

三

S
A
.
P
A
を
活
用
し
左
地
域
拠
点
整
備

て
い
く
と
と
も
に
、
ょ
り
一
層
地
域
色
豊
か
な
も
の
と
な

事
業

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
で
は
、
高
速
道
路
の
休
憩
施
設

と
外
部
と
の
人
の
出
入
り
は
都
市
公
園
等
に
限
り
認
め
ら

れ
て
い
た
が
、
連
絡
で
き
る
施
設
を
都
市
公
園
等
を
限
定

せ
ず
、
休
憩
施
設
周
辺
地
区
に
お
い
て
、
市
町
村
が
主
体

と
な
っ
て
行
う
地
域
振
興
施
設
の
事
業
に
対
し
て
も
可
能

と
す
る

｢S
A
･
P
A
を
活
用
し
た
地
域
拠
点
整
備
事

業
｣
が
平
成
七
年
度
に
創
設
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
ハ
イ

ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
は
S
A
･
P
A
を
活
用
し
た
拠
点
整
備

事
業
の
ひ
と
つ
の
形
態
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と

と
な

っ
た
。

多
く
の
人
が
集
い
憩
う
と
い
う
機
能
を
持
つ
休
憩
施
設

は
、
地
域
の
活
性
化
に
活
用
で
き
る
潜
在
的
な
ポ
テ
ン
シ

ャ
ル
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
休
憩
施
設
と
周
辺
地
域
を
一

体
的
･
計
画
的
に
整
備
す
る
こ
と
で
新
た
な
地
域
拠
点
の

形
成
を
図
る
と
と
も
に
、
高
速
道
路
を
利
用
*
る
お
客
様

に
対
し
て
も
よ
り
高
い
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
ふ
る
も
の
と

期
待
さ
れ
る
。

四

お
わ
り
に

今
回
紹
介
し
た
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
は
、

｢々

そ
の

地
形
･
気
象
･
文
化
等
特
徴
あ
る
地
域
性
を
活
･
し
て
整

備
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
方
々
に
利
用
さ
れ
て
い

る
。
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て
行
う

｢S
A
･
P
A
を
活

道行セ 96,5 33



m

踏
切
道
改
良
促
進
法
の
改
正

道
路
局
路
政
課

一
踏
切
道
の
現
状

の

踏
切
道
数
の
推
移

鉄
道
と
道
路
法
上
の
道
路
の
交
差
す
る
踏
切
道
の
数
は
、

一
〇
年
前
の
昭
和
五
九
年
度
に
は
約
三
万
七
、
0
0
0
箇

所
存
在
し
て
い
た
が
、
立
体
交
差
化
の
推
進
等
に
よ
り
約

四
、
○
○
○
箇
所
減
少
し
、
平
成
六
年
度
に
は
約
三
万
三
、

0
0
0
箇
所
と
な

っ
て
い
る
。

②

事
故
の
推
移

踏
切
道
数
の
減
少
等
に
よ
り
、
踏
切
事
故
は
減
少
傾
向

に
あ
り
、
平
成
六
年
度
の
踏
切
事
故
死
傷
者
数
は
三
七
〇

人
で
、
一
〇
年
前
の
昭
和
五
九
年
度
の
五
三
九
件
に
比
べ

三
一
%
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
、
運
転
事
故
に
対
す
る

踏
切
事
故
の
割
合
は
高
く
死
傷
者
数
で
約
四
割
を
占
め
て

い
る

(図
1
)
。

三

踏
切
事
故
防
止
総
合
対
策

陸
上
、
海
上
及
び
航
空
交
通
の
安
全
全
般
に
関
し
て
は
、

対
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
交
通

安
全
対
策
基
本
法
が
昭
和
四
五
年
に
制
定
さ
れ
、
こ
れ
に

基
づ
き
、
昭
和
四
六
年
度
以
降
五
次
に
わ
た
る
交
通
安
全

基
本
計
画
が
作
成
さ
れ
、
安
全
対
策
に
つ
い
て
構
ず
べ
き

施
策
の
大
綱
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

踏
切
事
故
防
止
総
合
対
策
は
、
こ
の
交
通
安
全
基
本
計

画
に
お
け
る
陸
上
交
通
の
安
全
の
う
ち
、
踏
切
道
に
お
け

る
交
通
安
全
に
つ
い
て
の
施
策
を
具
体
的
に
定
め
た
も
の

で
あ
り
、
昭
和
四
六
年
二
月
か
ら
五
度
に
わ
た
り
交
通
対

策
本
部

(総
務
庁
長
官
を
本
部
長
と
し
て
関
係
省
庁
の
事

務
次
官
等
で
構
成
)
で
決
定
し
そ
の
推
進
を
図
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
o

第
六
次
の
踏
切
事
故
防
止
総
合
対
策
は
、
平
成
八
年
度

ー
一
二
年
度
の
五
年
間
に
お
け
る
①
踏
切
道
の
立
体
交
差

化
の
促
進
、
②
踏
切
道
の
構
造
改
良
の
促
進
、
③
踏
切
保

安
設
備
等
の
整
備
の
促
進
、
④
交
通
規
制
の
実
施
、
⑤
踏

切
道
の
統
廃
合
の
促
進
等
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
平

成
八
年
二
月
一
四
日
に
交
通
対
策
本
部
決
定
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

過
去
一
次
か
ら
五
次
ま
で
の
計
画
で
は
、
連
続
立
体
交

差
、
単
独
立
体
交
差
、
新
設
立
体
差
、
構
造
改
良
に
つ
い

て
当
該
五
箇
年
計
画
に
お
け
る
事
業
実
施
量
の
み
を
記
述

し
て
い
た
が
、
第
六
次
計
画
で
は
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
当
該

無

期
間
中
の
完
成
量
に
つ
い
て
も
目
標
値
を
示
し
た
と
こ
ろ

セ行

で
あ
る

(表
1
)。

道　



S56 s57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 年 度

踏切道数 :道路統計年報 事故件数 :運輸省調べ

図 1 運転事故死傷者数、踏切事故死傷者数及び踏切道数の推移

三

踏
切
道
改
良
促
進
法
の
改
正

踏
切
道
改
良
促
進
法
は
、
踏
切
事
故
防
止
総
合
対
策
に

よ
る
各
施
策
の
う
ち
、
道
路
法
上
の
道
路
に
つ
い
て
の
立

体
交
差
化
、
構
造
改
良
、
保
安
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
、

そ
の
整
備
促
進
を
図
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ

て よ
①

運
輸
大
臣
及
び
建
設
大
臣
は
、
踏
切
道
に
お
け
る

交
通
量
、
踏
切
事
故
の
発
生
状
況
そ
の
他
の
状
況
を

考
慮
し
て
運
輸
省
令
、
建
設
省
令
で
定
め
る
基
準
に

従
い
、
五
年
間
に
お
い
て
立
体
交
差
化
及
び
構
造
の

改
良
に
よ
り
改
良
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る

① い の 交 る 踏 =
従 考 交 る 整 差 各 切 一

、 し 量 輪
い 慮 通 達 o 備 化 施 道 蛾k

促 、 策 改 損
進 構 の 良 翌
を 造 ぅ 促 通

五 て 、 大
年 達 踏 臣
間 輪 切 及 図 改 ち 達
に ノト ゞ る 、 ミ

表 1 踏切事故防止総合対策の数値目標(建設省関係分)の推移

単位
第 1次

46 ~ 50

第 2次

51 ~ 55

第3次
56 ~ 60

第 4次

61~ H 2

第 5次

H 3~ H 7

第 6次

H8~H 12

連続立体交差 km 約100 約300 約300 約300 約300
約100

約300

単独立体交差 箇所 約600 約500 約400 約300 約200
約160

約250

新設立体交差 箇所 約400 約600 約500 約400 約400
約210

約400

構 造 改 良 箇所 約1,300 約1,100 約1,000
約1,000

約1,00O

上段 :完成量 (6 次計画から新たに記述)

下段 :事業実施量
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踏
切
道
に
つ
い
て
、
そ
の
改
良
の
方
法
を
定
め
て
指

定
し
、
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
に
通
知
す
る

と
と
も
に
告
示
す
る
。
(第
三
条
)

②

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
指
定
が
あ
っ

た
と
き
は
、
協
議
に
よ
り
当
該
踏
切
道
に
つ
い
て
立

体
交
差
化
計
画
書
及
び
構
造
改
良
計
画
書
を
作
成
し

て
、
運
輸
大
臣
及
び
建
設
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
(第
四
条
)

③

鉄
道
事
業
者
又
は
道
路
管
理
者
は
、
立
体
交
差
計

画
若
し
く
は
構
造
改
良
計
画
に
従
い
当
該
踏
切
道
の

改
良
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(第
五
条
)

④

立
体
交
差
化
又
は
構
造
改
良
の
実
施
計
画
に
要
す

る
費
用
は
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
協
議
し

て
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
(第
六
条
)

⑤

な
お
、
踏
切
保
安
設
備
に
つ
い
て
は
、
運
輸
大
臣

が
指
定
し
、
鉄
道
事
業
者
の
負
担
で
実
施
す
る
が
、

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
整
備
に
関
す
る
費
用
の

一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(第
三
-
七
条
)

こ
の
う
ち
、
今
回
の
改
正
で
は
、
立
体
交
差
化
、
構
造

改
良
及
び
保
安
設
備
の
整
備
に
よ
り
改
良
す
る
こ
と
が
必

要
と
認
め
ら
れ
る
踏
切
道
を
指
定
す
る
期
間
を
平
成
八
年

度
以
降
の
五
箇
年
間
延
長
す
る
も
の
で
あ
り
、
踏
切
道
改

良
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
平
成
八
年
三

月
二
九
日
に
成
立
し
、
三
月
三
一
日
付
け
で
官
報
告
示
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

(図
2
)
。

踏切道改良促進法 (昭和36年法律第195号)

図

36 道行セ 96.5

指定期間

平成 3年度~ 平成 7年度
↓

平成 8年度~ 平成12年度

l改良曄の指定;
通知、告知

(鉄道事業者、道路管理者)
4 条

改良計画の作成

(保安設備の整備に関する)

国及び地方公共団体による補助



四

省
令
改
正

印

踏
切
道
の
立
体
交
差
化
及
び
構
造
改
良
に
関
す
る
省

令

(運
輸
省
令
、
建
設
省
令
)

本
省
令
は
、
立
体
交
差
化
の
指
定
基
準
、
構
造
改
良
の

指
定
基
準
な
ど
を
定
め
て
い
る
。

①

立
体
交
差
化
の
指
定
基
準
二

日
当
た
り
の
踏
切

遮
断
交
通
量
が
、
一
万
台
時
以
上
に
な
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
な
ど
。

②

構
造
改
良
の
指
定
基
準
"
-
日
当
た
り
の
踏
切
遮

断
交
通
量
が
、
二
千
台
時
以
上
に
な
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
で
、
踏
切
道
と
こ
れ
に
接
続
す
る
道
路
と
の

幅
員
差
が
一
m
以
上
の
も
の
な
ど
。

今
回
の
改
正
は
、
立
体
交
差
化
の
指
定
基
準
及
び
構
造

改
良
の
指
定
基
準
の
う
ち
、
｢平
成
七
年
度
末
に
お
け
る
一

日
当
た
り
の
踏
切
遮
断
交
通
量
｣
を

｢平
成
一
二
年
度
末

に
お
け
る
一
日
当
た
り
の
踏
切
遮
断
交
通
量
｣
に
改
め
、

平
成
八
年
三
月
三
一
日
付
け
で
宮
報
告
示
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

②
踏
切
道
の
保
安
設
備
に
関
す
る
省
令

(運
輸
省
令
)

本
省
令
は
、
保
安
設
備
で
あ
る
踏
切
警
報
機
又
は
踏
切

遮
断
機
を
設
置
す
べ
き
踏
切
道
の
指
定
基
準
を
、
道
路
の

交
通
量
と
鉄
道
の
交
通
量
に
応
じ
一
定
の
数
値
を
超
え
る

も
の
な
ど
と
し
て
定
め
て
い
る
。

今
回
の
改
正
で
は
、
保
安
設
備
に
踏
切
警
報
時
間
制
御

装
置
を
追
加
し
た
。
踏
切
警
報
時
間
制
御
装
置
と
は
、
列

車
又
は
車
両
の
種
類
又
は
速
度
を
識
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
動
的
に
踏
切
警
報
機
又
は
踏
切
遮
断
機
の
動
作
の
開
始

時
期
を
制
御
す
る
も
の
で
あ
り
、
警
報
時
間
が
長
い
こ
と

に
よ
る
イ
ラ
イ
ラ
感
を
抑
止
し
事
故
防
止
に
役
立
つ
ほ
か
、

交
通
の
円
滑
化
に
も
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
指
定
基
準
を
列
車
又
は
車
両
毎
の
警
報
時
間
差
が
三
〇

秒
以
上
の
も
の
な
ど
と
し
、
平
成
八
年
三
月
三
一
日
付
け

で
宮
報
告
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五

踏
切
道
の
拡
幅
に
係
る
指
針

踏
切
道
の
構
造
改
良
に
つ
い
て
は
、
踏
切
事
故
総
合
防

止
対
策
に
お
い
て
そ
の
事
業
実
施
の
目
標
を
掲
げ
る
と
と

も
に
、
踏
切
道
改
良
促
進
法
に
お
い
て
そ
の
事
業
促
進
を

図
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
踏
切
道
の
拡

幅
に
係
る
道
路
管
理
者
と
鉄
道
事
業
者
の
協
議
に
お
い
て

は
、
鉄
道
事
業
者
か
ら
踏
切
道
の
統
廃
合
を
踏
切
道
拡
幅

の
条
件
と
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
協
議
が
円
滑
に
進
ん

で
い
な
い
と
い
う
実
態
が
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
運
輸
省
と
建
設
省
で
踏
切
道
の
拡
幅
の
つ

い
て
の
鉄
道
事
業
者
と
道
路
管
理
者
の
協
議
の
指
針
を

｢踏
切
道
の
拡
幅
に
係
る
指
針
｣
と
し
て
ま
と
め
た
。

本
指
針
で
は
、
近
接
踏
切
道
の
統
廃
合
を
し
な
く
と
も

踏
切
道
の
拡
幅
が
行
え
る
ケ
ー
ス
と
し
て

①
踏
切
道
に
歩
道
が
な
い
か
又
は
歩
道
が
狭
小
な
場
合

の
歩
道
整
備
。

②
標
準
幅
員
で
二
車
線

(片
側
一
車
線
)
ま
で
の
道
路

拡
幅
。

③
立
体
交
差
化
の
工
事
施
工
協
定
が
結
ば
れ
て
い
る
場

合
の
一
時
的
な
道
路
拡
幅
。

の
三
ケ
ー
ス
を
示
す
と
と
も
に
、
道
路
管
理
者
が
踏
切
道

の
拡
幅
す
る
場
合
の
配
慮
事
項
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
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交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
の
一部
を
改
正
す
る
法
律

特 集/ l

h

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
施
行
令
及
び
道
路
法
施
行

令
の
一部
を
改
正
す
る
政
令

･帆
　
　　　■

1-■■■1

　
　

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

一
は
じ
め
に

第
一
三
六
回
国
会
の
審
議
を
経
て
平
成
八
年
三
月
二
九

日
に
成
立
し
た

｢交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る

緊
急
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
｣
(平
成
八
年
法
律

第
二
五
号
)
及
び

｢交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す

る
緊
急
措
置
法
施
行
令
及
び
道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
｣
(平
成
八
年
政
令
第
八
八
号
)は
、
と
も
に

三
月
三
一
日
に
公
布
さ
れ
、
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
o

今
回
の
法
令
改
正
の
趣
旨
は
、
平
成
八
年
度
以
降
五
箇

年
間
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業

に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
総
合
的
な
計
画
の
下
に
交
通

安
全
施
設
等
整
備
事
業
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ

て
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と

等
に
よ
り
一
層
の
整
備
拡
充
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
%以

下
、
そ
の
概
要
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

一
一
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊

急
措
置
法
の
制
定
の
背
景
と
改
正
経
緯

戦
前
に
お
い
て
は
、
大
量
輸
送
機
関
と
し
て
の
鉄
道
と

海
運
の
増
強
に
重
吉
…が
置
か
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
道
路
の

整
備
が
立
ち
遅
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
戦
争
に
よ
り
道

路
が
極
度
に
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
道
路
の

整
備
水
準
は
極
め
て
低
か
っ
た
が
、
昭
和
二
九
年
に
道
路

整
備
に
関
す
る
特
定
財
源
制
度
が
創
設
さ
れ
、
第
1
次
道

路
整
備
五
箇
年
計
画
が
発
足
し
、
以
来
道
路
整
備
が
本
格

的
に
推
進
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
後
、
有
料
道
路
制
度
の
導
入
や
特
定
財
源
の
拡
充

に
よ
り
、
道
路
整
備
が
一
層
促
進
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
自
動
車
保
有
台
数
の
急
激
な
増
加
に
よ
る
モ
ー
タ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
急
速
な
進
展
に
伴
い
、
交
通
混
雑
が
激
化

し
、
交
通
事
故
が
増
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
交
通
事
故
の
著
し
い
増
加
の
原
因
は
、
交
通

モ
ラ
ル
の
低
さ
、
交
通
安
全
教
育
の
不
徹
底
等
の
ソ
フ
ト

面
で
の
不
備
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
交
通
安
全
施
設
の
整

備
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
ハ
ー
ド
面
の
問
題
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。

交
通
安
全
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
公
安

委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
が
既
存
の
制
度
の
範
囲
内
で
そ

%

れ
ぞ
れ
整
備
を
進
め
て
い
た
が
、
基
本
的
に
は
地
方
公
共

セ

団
体
の
責
務
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
道
路
の
整
備
事
業
と

道

し
て
は
道
路
の
改
良
の
延
長
を
伸
ば
す
こ
と
に
重
点
を
置

8うJ

い
て
い
た
従
前
の
制
度
の
下
で
は
限
度
が
あ
っ
た
。
す
な



わ
ち
、

①

建
設
大
臣
の
直
轄
区
間
を
除
く
一
般
国
道
や
都
道
府

県
･
市
町
村
道
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
が
交
通
安

全
施
設
等
を
整
備
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
制
度
的
に

も
予
算
的
に
も
、
国
の
助
成
措
置
が
十
分
講
ぜ
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
、
地
方
公
共
団
体
も
単
独
で
財
源
措

置
を
講
ず
る
こ
と
は
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
、
特

に
当
時
の
地
方
財
政
の
窮
状
が
そ
の
実
施
を
ま
す
ま
す

困
難
に
し
て
い
た
こ
と
。

②

従
前
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
と
道
路
管
理
者
の
間

に
お
い
て
、
必
ず
し
も
緊
密
な
連
絡
調
整
が
行
え
る
体

制
に
な

っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

等
に
よ
り
、
交
通
安
全
施
設
等
の
整
備
が
十
分
に
は
行
わ

れ
ず
、
自
動
車
交
通
時
代
に
即
応
し
た
道
路
交
通
環
境
の

整
備
が
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
い
る
状
況
に
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
国
は
人
命
の
尊

重
が
な
に
も
の
に
も
優
先
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
昭
和
四

〇
年
一
月
十
三
日

｢交
通
事
故
防
止
の
徹
底
を
図
る
た
め

の
緊
急
対
策
に
つ
い
て
｣
を
決
定
し
、
そ
の
第
一
に

｢交

通
安
全
施
設
の
整
備
、
拡
充
｣
を
掲
げ
、
こ
れ
を
緊
急
か

つ
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
う
し
た
施
策
を
強
力
に
推
進
す
る
た
め
、
交
通
安
全

施
設
等
の
整
備
に
つ
い
て
の
国
の
責
務
を
明
確
化
し
、
そ

の
整
備
に
積
極
的
に
参
加
す
る
た
め
、
国
が
交
通
安
全
施

設
等
の
整
備
を
実
施
す
べ
き
道
路
を
指
定
し
、
そ
の
整
備

の
た
め
の
総
合
的
な
計
画
を
定
め
、
指
定
道
路
に
係
る
事

業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
助
成
を
行
う
こ
と
等
交
通
安

全
施
設
等
の
整
備
に
つ
い
て
所
要
の
立
法
措
置
を
と
る
必

要
が
あ
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て

｢交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊

急
措
置
法
｣
(以
下

｢安
全
法
｣
と
い
う
。)
は
国
会
審
議

を
経
て
昭
和
四
一
年
三
月
三
一
日
に
成
立
し
、
関
連
の
法

令
と
と
も
に
四
月
一
日
公
布
施
行
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
交
通
事
故
が
多
発
す
る
道
路
が
な
お
多
数
残

さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
、
制
度
の
一
層
の
拡
充
が
図

ら
れ
、
昭
和
四
四
年
、
四
六
年
、
五
一
年
、
五
六
年
、
六

一
年
、
平
成
三
年
の
六
度
に
わ
た
り
法
に
よ
る
措
置
を
講

ず
る
期
間
を
延
長
す
る
等
の
法
改
正
が
行
わ
れ
て
き
た
。

(資
料
1
参
照
)

三

交
通
事
故
を
め
ぐ
る
状
況
と
改
…正
の
必
要

性
都
道
府
県
公
安
員
会
及
び
道
路
管
理
者
は
、
こ
れ
ま
で

2
次
に
わ
た
る
三
箇
年
計
画
及
び
5
次
に
わ
た
る
五
箇
年

計
画
を
策
定
し
、
そ
の
計
画
の
も
と
、
交
通
安
全
施
設
等

の
整
備
に
つ
い
て
強
力
に
推
進
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
六
三
年
以
来
、
交
通
事
故
に
よ

る
死
亡
者
数
が
八
年
連
続
し
て
一
万
人
を
突
破
し
、
な
か

で
も
高
齢
者
事
故
が
急
増
す
る
な
ど
交
通
安
全
を
と
り
ま

く
現
下
の
状
況
は
極
め
て
厳
し
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
交
通
の
危
険
が
存
す
る
道
路
等

に
つ
い
て
交
通
環
境
の
改
善
を
図
っ
て
い
く
べ
き
こ
と
が
、

現
在
も
な
お
、
引
き
続
き
緊
急
の
課
題
と
し
て
要
請
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
平
成
八
年
度
以
降
に
お
い
て
も
、
第
5
次

五
箇
年
計
画
に
引
き
続
き
、
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業

に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
と
と
も
に
交
通
安
全
施
設
等

整
備
事
業
の
内
容
の
拡
充
を
行
い
、
総
合
的
な
計
画
の
も

と
に
事
業
を
強
力
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

四

改
正
内
容

1

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て

本
法
は
、
緊
急
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ

る
道
路
に
つ
い
て
、
五
箇
年
間
に
限
っ
て
措
置
を
講
ず
る

こ
と
と
定
め
て
お
り
、
今
回
の
改
正
内
容
と
し
て
は
、
平

成
八
年
度
以
降
五
箇
年
間
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
交
通
安

全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
で
あ
る
。
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2

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法

施
行
令
及
び
道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

に
つ
い
て

の

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
内
容
の
拡
充
･･････工

種
の
追
加

(交
安
法
施
行
令
第
一
条
関
係
)

交
安
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
は
、
｢交
通
安
全
施
設
等

整
備
事
業
｣
の
う
ち
道
路
管
理
者
が
行
う
事
業
を
規
定
し
、

｢道
路
の
改
築
｣
(交
安
一
種
事
業
)
及
び
｢道
路
の
附
属



物
｣
(交
安
二
種
事
業
)
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
政
令
に
委

任
し
て
い
る
。

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
内
容

(工
種
)
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
交
通
事
故
の
特
性
、
道
路
を
と
り
ま
く

社
会
情
勢
の
変
化
等
に
応
じ
て
追
加
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
今
次
の
改
正
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
い

わ
ゆ
る

｢歩
車
共
存
道
路
｣
を
新
規
工
種
と
し
て
追
加
す

る
も
の
で
あ
る
o

･
い
わ
ゆ
る

｢歩
車
共
存
道
路
｣
の
追
加

(第
二
項
第

四
号
)
(資
料
2
参
照
)

交
安
法
施
行
令
第
一
条
第
二
項
は
、
交
安
一
種
事
業

と
し
て
の

｢道
路
の
改
築
｣
の
内
容
を
定
め
る
も
の
で

あ
り
、
｢緊
急
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る

小
区
間
に
つ
い
て
応
急
措
置
と
し
て
行
う
歩
道
若
し
く

は
自
転
車
道
の
措
置
｣
を
例
示
と
し
て
こ
れ
に
類
似
す

る
性
格
を
有
す
る
道
路
の
改
築
を
規
定
し
た
も
の
で
あ

る
･0最

近
の
交
通
事
故
の
顕
著
な
傾
向
と
し
て
、
高
齢
歩

行
者
事
故
の
急
増
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
住

居
系
･
商
業
系
の
地
区
内
で
、
通
過
交
通
が
進
入
し
、

歩
行
者
等
と
の
事
故
が
発
生
す
る
危
険
が
現
に
大
き
い

道
路
の
区
間
を
対
象
に
、
自
動
車
の
速
度
を
低
下
さ
せ

る
た
め
の
ハ
ン
プ
、
狭
さ
く
部
等
を
設
置
し
た
歩
車
共

存
道
路
の
整
備
す
な
わ
ち

｢歩
道
、
自
転
車
道
又
は
自

転
車
歩
行
者
道
を
有
し
な
い
道
路
に
お
い
て
自
動
車
を

減
速
さ
せ
て
歩
行
者
又
は
自
転
車
の
安
全
な
通
行
を
確

保
す
る
た
め
に
行
う
路
面
の
凸
部
の
設
置
又
は
自
動
車

の
通
行
の
用
に
供
す
る
部
分
の
幅
員
の
縮
小
｣
を
安
全

一
種
事
業
に
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

②

道
の
区
域
内
の
道
路
に
係
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備

事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助
の
特
例
(道
路
法
施
行
令
第

三
四
条
の
二
の
三
関
係
)

道
路
法
第
八
八
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
道
の
区
域
内
の

道
路
に
つ
い
て
実
施
す
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の

費
用
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
施
行
令
に
お
い
て
そ
の
特
例

は
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
道
の
区
域
内
の
一
般

国
道
並
び
に
道
道
及
び
道
の
区
域
内
の
市
町
村
道
で
建
設

大
臣
が
開
発
の
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
て
指
定
し
た
も

の

(い
わ
ゆ
る
開
発
道
路
)
に
つ
い
て
は
、
一
般
国
道
に

係
る
交
安
二
種
事
業
を
除
き
、
恒
久
的
な
高
率
の
負
担
率

が
定
め
ら
れ
て
い
る
が

(道
路
法
施
行
令
第
三
一
条
、
第

三
二
条
)、そ
れ
以
外
の
道
道
及
び
道
の
区
域
内
の
市
町
村

道
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
五
年
毎
の
交
安
法
に
よ
る
措

置
を
講
ず
る
期
間
の
延
長
に
併
せ
て
交
安
法
に
定
め
る
措

置
と
同
様
の
助
成
措
置
を
本
政
令
に
お
い
て
定
め
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
o

今
回
、
交
安
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
同
法
に
よ
る
措
置

が
五
箇
年
間
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
平
成
八
年
度
以

降
五
箇
年
間
に
お
い
て
内
地
と
同
様
の
補
助
制
度
を
設
け

る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

多0 道イテセ 96,5
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資料 2

1 ｢自動車を減速させるために行う路面の凸部の設置｣ とは、 具
体的にはハンプの設置等を意味する。

ハンプとは下図のようむこ車道路面に凸型断面の舗装を施した

道路構造である。

｢ハンプ｣
の舗装を部分的に盛り上げて (切

篝盡掬 癈 廟 雜穣藝翻
り下げる場合もある)運転者髄

嚢翼蓬銭離霊轢簑袋讓騨鱗隣、袰 過時の“' "や･事前の視認に
よる速度低下を促します。また舗

雙 r範、 議 癩箋奪幽 !

装の材質ゃ色で変化させ、ハンプ

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　

2 ｢自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小｣ とは、 具体

的には狭さくやクランク等を意味する。
下図のようをこ自動車の通行部分の幅員の幅員を狭くすること

により、過度な速度の自動車に減速を促す道路構造とする道路
の改築である。

｢クランク｣
｢狭さく｣

　　　　　　　　　　　　
e歩車道を分離し、車道をジグ
ザグの形状とすることで蛇行運　　　　　　　　　　
制を行います。

3 歩車共存道路

42 道行セ 96,5



交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法

(昭
和
四
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
)
(抄
)

(市
町
村
の
交
通
安
全
獲
帥蟹
能
&r
喜
美
に
関
す
る
計
画
の
案
)

第
三
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
市
町
村
道
の
道
路
管
理
者
で
あ
る
市
町
村
は
、
協
議
に
よ
り
、
国
家
公
安
委

員
会
及
び
建
設
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
緊
急
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
市

町
村
道
(建
設
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
市
町
村
道
を
除
く
。)
に
つ
い
て
、
平
成
八
年
度
以
降
の
五
箇
年
間
に

お
い
て
実
施
す
べ
き
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
の
案
を
作
成
し
、
平
成
八
年
六
月
三
十
日
ま
で

に
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(総
合
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
)

第
四
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者

(市
町
村
道
の
道
路
管
理
者
で
あ
る
市
町
村
を
除
く
。)
は
、
協

議
に
よ
り
、
前
条
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
、
緊
急
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
一

般
国
道
、
都
道
府
県
道
及
び
建
設
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
市
町
村
道
に
つ
い
て
、
平
成
八
年
度
以
降
の
五
箇

年
間
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
の
案
を
作
成
し
、
当
該
計
画
の
案
と
同

条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
市
町
村
の
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
の
葉
と
を
調
整
し
て
当
該

都
道
府
県
の
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
総
合
的
な
計
画

(以
下

｢総
合
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業

五
箇
年
計
画
｣
と
い
う
。)
を
作
成
し
、
平
成
八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
計
画
を
国
家
公
安
委
員
会
及
び

建
設
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
を
実
施
す
べ
き
道
路
の
指
定
)

第
六
条

国
家
公
安
委
員
会
及
び
建
設
大
臣
は
、
道
路
に
お
け
る
交
通
事
故
の
発
生
状
況
、
交
通
量
そ
の
他
の
事
情

を
考
慮
し
て
総
理
府
令
･
建
設
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
緊
急
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
道
路
を
、
平
成
八
年
度
以
降
の
五
箇
年
間
に
お
い
て
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
で
こ
れ
に
要
す
る

費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
国
が
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
も
の

(以
下

｢特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
｣
と

い
う
。)
を
実
施
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

2
･
3

(略
)

(特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
)

第
七
条

国
家
公
安
委
員
会
及
び
建
設
大
臣
は
、
協
議
に
よ
り
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
総
合
交
通
安

全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
に
係
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
道
路
に
つ
い
て
、
平
成
八
年
度
以
降
の
五
箇
年
間
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備

事
業
に
関
す
る
計
画

(以
下
｢特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
｣
と
い
う
。)
の
案
を
作
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

2
l
5

(略
)

改

正

案

(市
町
村
の
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
の
案
)

第
三
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
市
町
村
道
の
道
路
管
理
者
で
あ
る
市
町
村
は
、
協
議
に
よ
り
、
国
家
公
安
委

員
会
及
び
建
設
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
緊
急
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
市

町
村
道
(建
設
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
市
町
村
道
を
除
く
。)
に
つ
い
て
、
平
成
三
年
度
以
降
の
五
箇
年
間
に

お
い
て
実
施
す
べ
き
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
の
案
を
作
成
し
、
平
成
三
年
六
月
三
十
日
ま
で

に
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(総
合
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
)

第
四
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者

(市
町
村
道
の
道
路
管
理
者
で
あ
る
市
町
村
を
除
く
。)
は
、
協

議
に
よ
り
、
前
条
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
、
緊
急
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
一

般
国
道
、
都
道
府
県
道
及
び
建
設
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
市
町
村
道
に
つ
い
て
、
平
成
三
年
度
以
降
の
五
箇

年
間
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
の
案
を
作
成
し
、
当
該
計
画
の
案
と
前

条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
市
町
村
の
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
の
案
と
を
調
整
し
て
当
該

都
道
府
県
の
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
総
合
的
な
計
画

(以
下

｢総
合
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業

五
箇
年
計
画
｣
と
い
う
。)
を
作
成
し
、
平
成
三
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
計
画
を
国
家
公
安
委
員
会
及
び

建
設
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(特
定
交
通
安
全
施
設
猫誓
:
信
讓
…美
を
実
施
す
べ
き
道
路
の
指
定
)

第
六
条

国
家
公
安
委
員
会
及
び
建
設
大
臣
は
、
道
路
に
お
け
る
交
通
事
故
の
発
生
状
況
、
交
通
量
そ
の
他
の
事
情

を
考
慮
し
て
総
理
府
令
･
建
設
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
緊
急
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
道
路
を
、
平
成
三
年
度
以
降
の
五
箇
年
間
に
お
い
て
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
で
こ
れ
に
要
す
る

費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
国
が
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
も
の

(以
下

｢特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
｣
と

い
う
。)
を
実
施
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

2
･
3

(略
)

(特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
)

第
七
条

国
家
公
安
委
員
会
及
び
建
設
大
臣
は
、
協
議
に
よ
り
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
総
合
交
通
安

全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
に
係
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
道
路
に
つ
い
て
、
平
成
三
年
度
以
降
の
五
箇
年
間
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備

事
業
に
関
す
る
計
画

(以
下
｢特
定
交
通
安
全
噂
モ
ヱ.
馨
怖
寄
笹犬
ユ
箇
年
計
画
｣
と
い
う
。)
の
案
を
作
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

2
i
5

(略
)

現

行

道イテセ 96.5

(傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

“



(交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
並
び
に
道
路
の
改
築
及
び
道
路
の
附
属
物
)

第
一
条

(略
)

2

法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
道
路
の
改
築
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
;
三

(略
)

四

歩
道
、
自
転
車
道
又
は
自
転
車
歩
行
者
道
を
有
し
な
い
道
路
に
お
い
て
自
動
車
を
減
速
さ
せ
て
歩
行
者
又
は

自
転
車
の
安
全
な
通
行
を
確
保
す
る
た
め
に
行
う
路
面
の
凸
部
の
設
置
又
は
自
動
車
の
通
行
の
用
に
供
す
る
部

分
の
幅
員
の
縮
小

3

(略
)

改

正

案

(交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
並
び
に
道
路
の
改
築
及
び
道
路
の
附
属
物
)

第
一
条

(略
)

2

法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
道
路
の
改
築
で
政
令
に
定
め
る
も
の
は
、次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
-
三

(略
)

3

(略
)

現

行

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
施
行
令
及
び
道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
施
行
令

(昭
和
四
十
一
年
政
令
第
百
三
号
)
(抄
)

(傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

(傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

(道
の
区
域
内
の
道
路
に
関
す
る
費
用
の
補
助
)

第
三
十
四
条
の
二
の
三

(略
)

2

国
は
、
平
成
八
年
度
以
降
五
箇
年
間
に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
が
道
道
又
は
道
の
区
域
内
の
市
町
村
道
に
つ
い

て
実
施
す
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
う
ち
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
第
二
条
第

三
項
第
二
号
ィ
に
掲
げ
る
事
業
及
び
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
施
行
令

(昭
和
四
十
一

年
政
令
第
百
三
号
)
第
二
条
の
三
に
規
定
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
六
条
及
び
第
八
十

五
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
二
分
の
一
(道
路
管
理
者
が
同
令
第
四

条
に
規
定
す
る
通
学
路
に
該
当
す
る
市
町
村
道
に
つ
い
て
実
施
す
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急

措
置
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
の
五
･
五
)
を
そ
の

費
用
を
負
担
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
補
助
す
る
。

改

正

案

(道
の
区
域
内
の
道
路
に
関
す
る
費
用
の
補
助
)

第
三
十
四
条
の
こ
の
三

(略
)

2

国
は
、
平
成
三
年
度
以
降
五
箇
年
間
に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
が
道
道
又
は
道
の
区
域
内
の
市
町
村
道
に
つ
い

て
実
施
す
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
う
ち
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
第
二
条
第

三
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
及
び
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
施
行
令

(昭
和
四
十
一

年
政
令
第
百
三
号
)
第
二
条
の
三
に
規
定
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
六
条
及
び
第
八
十

五
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
二
分
の
一
(道
路
管
理
者
が
同
令
第
四

条
に
規
定
す
る
通
学
路
に
該
当
す
る
市
町
村
道
に
つ
い
て
実
施
す
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急

措
置
法
第
二
条
第
三
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
の
五
･
五
)
を
そ
の

費
用
を
負
担
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
補
助
す
る
。

現

行

○
道
路
法
施
行
令

(昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
)
(抄
)
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平
成
六
年
度
の
道
路
関
係
の
判
例
紹
介

(そ
の
二
)

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

三
月
号
に
続
き
、
平
成
六
年
度
に
言
い
渡
さ
れ
た
判
決

原
告
は
、
道
路
構
造

(曲
線
半
径
等
)
に
瑕
疵
が

の
う
ち
、
残
り
半
分
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

あ
る
と
し
て
国
を
提
訴
し
た
。

③

道
路
構
造
に
関
す
る
も
の

刈

白

道
路
構
造
に
起
因
し
て
事
故
が
発
生
し
た
と
し
て
訴
訟

を
提
起
さ
れ
た
案
件
に
関
す
る
判
決
は
二
件
あ
り
、
い
ず

れ
も
道
路
管
理
者
は
無
責
と
さ
れ
て
い
る
。

D

静
岡
国
道
一
号
自
動
二
輪
車
転
倒
事
件

静
岡
地
裁
沼
津
支
部
平
成
六
年
九
月
二
二
日
判
決
、

平
成
三
年
黛
第
一
四
五
号

金
堂
貝
〉

(控
訴
審
…
東
京
高
等
裁
判
所
平
成
七
年
九
月
二
七

日
判
決
、平
成
六
年
㈱
第
四
五
四
六
号
)
(原
告
上
告
)

へ事
件
の
概
要
〉

自
動
二
輪
車
で
、
国
道
一
号
三
ツ
谷
バ
イ
パ
ス
を

走
行
中
、
ハ
ン
ド
ル
操
作
を
誤
り
、
転
倒
し
対
向
車

線
の
乗
用
車
に
衝
突
し
、
死
亡
し
た
。

あ
る
と
し
て
国
を
提
訴
し
た
。

へ判
決
要
旨
〉

(第
一
審
)

･
本
件
道
路
は
、
道
路
構
造
令
に
適
合
し
、
制
限
速

度
以
内
な
い
し
、

一
0
%
オ
ー
バ
ー
程
度
で
走
行

す
れ
ば
走
行
に
特
段
の
支
障
は
な
く
、
さ
ら
に
70

如
/
h
ー
即
如
/
h
で
走
行
し
た
と
し
て
も
危
険

が
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
直
ち
に
危
険
で
あ
っ

た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

･
本
件
事
故
は
制
限
速
度
を
大
幅
に
超
え
た
速
度
で

進
行
し
、
運
転
操
作
の
誤
り
が
原
因
と
な
っ
て
発

生
し
た
も
の
で
あ
る
。

･
本
件
道
路
は
、
運
転
者
が
常
識
的
な
方
法
で
利
用

し
た
場
合
に
は
そ
の
安
全
性
を
欠
く
も
の
で
は
な

い
。

･
現
場
に
設
置
さ
れ
て
い
る
標
識
に
注
意
し
て
走
行

す
れ
ば
、
安
全
に
走
行
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ

た
か
ら
、
道
路
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

(控
訴
審
)

(原
審
と
同
旨
)

の

青
森
県
道
下
田
町
道
交
差
点
二
輪
車
衝
突
事
件

東
京
高
裁
平
成
六
年
七
月
二
七
日
判
決
、
平
成
五

年
黛
第
四
六
九
五
号
、
第
五
三
〇
一
号

へ無
責
〉

(原
審

…
静
岡
県
地
方
裁
判
所
沼
津
支
部
平
成
三
年

例
第
一
六
七
号
)

(判
決
確
定
)

へ事
件
の
概
要
〉



錢
m

毎
期

れ

別図 交通事故現場見取図

県
道
と
町
道
が
Y
字
型
に
合
流
す
る
交
差
点

(別

図
参
照
)
に
お
い
て
、
町
道
か
ら
県
道
に
進
入
し
よ

う
と
し
た
自
動
二
輪
車
が
県
道
を
直
進
し
て
き
た
普

通
貨
物
自
動
車
と
衝
突
し
、
自
動
二
輪
車
の
運
転
者

が
死
亡
し
た
。

原
告
は
、
本
件
道
路
が
県
道
と
合
流
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
町
道
が
直
進
し
て
い
る
も
の
と
誤
認
し

や
す
い
道
路
構
造
で
あ
る
こ
と
、
一
時
停
止
の
標
識

が
見
に
く
か
っ
た
こ
と
、
等
を
理
由
に
道
路
の
設
置

又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
と
し
て
提
訴
し
た
。

へ判
決
要
旨
〉

(第
一
審
)
(道
路
管
理
者
有
責
)

･
本
件
事
故
は
、
被
害
者
が
本
件
交
差
点
を
直
線
道

路
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
先
入
観
を

も
っ
て
進
行
し
、
一
時
停
止
の
必
要
な
道
路
状
況

と
は
全
く
予
想
せ
ず
、
標
識
を
見
落
と
し
て
、
五

-
六
○
畑
で
進
行
し
、
衝
突
し
た
も
の
と
認
め
ら

れ
る
。

･
本
件
交
差
点
及
び
そ
の
付
近
の
県
道
及
び
町
道
の

特
徴
的
な
形
は
本
件
事
故
の
際
の
よ
う
な
誤
認
を

運
転
者
に
与
え
か
ね
な
い
。

･
本
件
標
識
の
設
置
の
み
で
は
通
常
有
す
べ
き
安
全

性
を
欠
い
て
い
る
o

･
被
害
者
の
過
失
に
よ
る
過
失
相
殺
割
合
は
六
割
と

す
る
。

(控
訴
審
)
(道
路
管
理
者
鉦
聖
貝
)

･
町
道
を
進
行
し
て
く
る
運
転
者
か
ら
す
れ
ば
、
県

道
を
対
向
し
て
く
る
車
両
が
、
直
進
す
る
の
か
右

折
す
る
の
か
、
一
見
し
て
判
別
し
難
し
い
の
は
事

実
で
あ
る
。

･
し
か
し
な
が
ら
、
一
時
停
止
の
標
識
を
判
別
す
る

こ
と
は
そ
う
困
難
で
は
な
い
。

･
停
止
線
と

｢止
ま
れ
｣
の
ペ
ン
イ
ト
が
、
ス
パ
イ

ク
タ
イ
ヤ
等
の
磨
耗
に
よ
り
削
ら
れ
て
し
ま
う
こ

と
は
、
道
路
管
理
者
に
お
い
て
認
識
で
き
、
こ
れ

に
代
わ
る
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も

の
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
な
い
か
ら
と

い
っ
て
、
本
件
に
お
け
る
県
道
と
町
道
が
本
来
備

え
る
べ
き
安
全
性
な
ど
の
性
質
を
備
え
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

の

工
事
不
全
に
関
す
る
も
の

工
事
の
不
全
が
原
因
で
浸
水
を
引
き
起
こ
し
た
と
し
て

提
訴
さ
れ
た
案
件
が
一
件
が
あ
り
、
道
路
管
理
者
が
勝
訴

し
て
い
る
。

沖
縄
県
道
工
事
家
屋
浸
水
事
件

那
覇
地
方
裁
判
所
平
成
六
年
一
〇
年
二
一
日
判
決
、

平
成
二
年
例
第
四
八
七
号

金
坐
貝
〉

(判
決
確
定
)

へ事
件
の
概
要
〉

平
成
元
年
一
月
八
日
及
び
同
年
八
年
二
五
日
の
降

雨
の
際
、
原
告
所
有
の
建
物
の
敷
地
内
に
流
入
し
た

＼
一時停止標識



雨
水
が
滞
留
し
、
約
三
0
m
の
推
移
で
建
物
の
床
下

一
面
が
浸
水
し
た
。

原
告
は
、
本
件
浸
水
の
原
因
は
昭
和
六
三
年
に
行

わ
れ
た
道
路
の
改
良
工
事
の
排
水
設
備
に
瑕
疵
が
あ

っ
た
た
め
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
提
訴
し
た
。

へ判
決
要
旨
〉

･
浸
水
の
原
因
に
つ
い
て
、
原
告
は
排
水
施
設
で
あ

る
一
五
〇
伽
管
が
小
さ
す
ぎ
、
直
角
の
連
結
方
法

で
は
流
れ
に
く
く
、
勾
配
が
逆
勾
配
に
な
っ
て
い

る
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
主
張
は
理
由
が
な
い
。

･
一
月
八
日
の
浸
水
は
他
の
何
ら
か
の
原
因
に
よ
っ

て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

･
八
月
二
五
日
の
浸
水
は
そ
の
事
実
を
認
め
る
の
は

困
難
で
あ
る
o

･
そ
の
余
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
原

告
の
請
求
は
理
由
が
な
い
。

③

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
関
す
る
も
の

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
関
連
し
た
裁
判
例
は
五
件
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
無
責
と
さ
れ
、
道
路
管
理
者
が
勝
訴
し
て
い
る
。

の

岡
山
国
道
三
一
三
号
拡
幅
部
自
動
車
転
落
事
件

広
島
高
裁
岡
山
支
部
平
成
六
年
八
月
二
日
判
決
、

平
成
五
年
、
困
第
二
八
六
号

へ無
責
〉

(原
審
"
岡
山
地
方
裁
判
所
平
成
三
年
の
第
二
三
六

号
)

(判
決
確
定
)

へ事
故
の
概
要
〉

平
成
二
年
八
月
一
六
日
午
後
一
一
時
二
〇
分
頃
、

岡
山
県
川
上
郡
川
上
町
大
字
三
沢
地
先
の
一
般
国
道

三
一
三
号
に
お
い
て
乗
用
車
が
進
行
中
、
並
行
す
る

河
川
に
転
落
し
二
名
が
死
亡
し
た
。
原
告
は
本
件
事

故
現
場
に
防
護
柵
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、

及
び
適
切
な
照
明
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
が
事
故
原
因
と
し
て
本
訴
を
提
起
し
た
。

へ判
決
要
旨
〉

(第
一
審
)

･
確
定
事
実
に
よ
る
と
、
運
転
者
が
前
方
を
注
視
し

て
通
常
の
運
転
方
法
さ
え
と
れ
ば
、
本
件
事
故
現

場
で
右
側
路
肩
か
ら
転
落
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い
か
ら
、
道
路
施
設
と
し
て
通
常
有
す
べ
き
安
全

性
を
有
し
て
お
り
、
設
置
管
理
上
瑕
疵
は
な
い
も

の
と
考
え
る
o

･
原
告
ら
は
本
件
事
故
現
場
に
は
防
護
柵
設
置
基
準

に
よ
り
防
護
柵
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

と
主
張
す
る
が
、
以
下
の
通
り
採
用
し
難
い
。

①
道
路
構
造
令
は
、
新
設
改
築
の
場
合
に
お
け
る

構
造
の
一
般
的
技
術
基
準
を
定
め
る
も
の
で
あ

り
、
本
件
事
故
現
場
は
該
当
し
な
い
。

②
ま
た
各
基
準
は
、
道
路
の
高
度
の
安
全
性
を
追

及
す
る
行
政
上
の
立
場
か
ら
定
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
右
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
か

ら
と
い
っ
て
、
当
該
道
路
が
直
ち
に
安
全
性
を

欠
き
、
設
置
、
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
と
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

③
も
っ
と
も
右
各
基
準
は
、
道
路
の
安
全
性
に
関

す
る
一
定
の
指
標
と
な
り
得
る
こ
と
は
否
定
し

が
た
い
か
ら
、
右
各
基
準
と
の
関
係
で
本
件
事

故
現
場
付
近
の
道
路
状
況
を
検
討
す
る
に
、
全

体
と
し
て
の
安
全
性
を
欠
く
も
の
と
ま
で
は
認

め
難
く
、
結
局
防
護
柵
設
置
基
準
と
の
関
係
に

お
い
て
も
、
本
件
道
路
の
設
置
管
理
に
瑕
疵
が

あ

っ
た
と
は
い
え
な
い
。

④
道
路
照
明
施
設
設
置
基
準
と
の
関
係
に
お
い
て

も
、
本
件
道
路
が
安
全
性
を
欠
き
、
そ
の
設
置

管
理
に
つ
い
て
瑕
疵
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
いい
。

･
本
件
事
故
は
、
事
故
車
両
の
運
転
者
の
何
ら
か
の

過
失
に
よ
る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
言
う
べ
き
で

あ
る
。

(控
訴
審
)

･
第
一
審
判
決
と
同
旨

浦行セ 96 5 4 7

の

岩
手
県
道
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
衝
突
事
件

盛
岡
地
裁
一
関
支
部
平
成
六
年
六
月
八
日
判
決
、

平
成
三
年
例
第
二
五
号

金
坐
貝
〉

(判
決
確
定
)

へ事
故
の
概
要
〉

平
成
三
年
一
月
二
日
午
前
三
時
四
〇
分
頃
、
岩
手



県
東
磐
井
郡
藤
沢
町
黄
海
地
先
の
主
要
地
方
道
花
泉

藤
沢
線
に
お
い
て
、
普
通
貨
物
自
動
車
を
運
転
中
、

右
折
部
を
曲
が
り
き
れ
ず
に
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
衝
突

し
た
上
、
用
水
路
に
右
車
両
ご
と
転
落
し
、
右
車
両

の
前
面
か
ら
投
げ
出
さ
れ
て
水
路
に
落
下
し
、
運
転

者
が
死
亡
し
た
。

原
告
は
、
本
件
事
故
現
場
に
お
け
る
標
識
等
の
設

置
は
事
故
を
未
然
に
防
止
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
り
、

設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
も
の
と
し
て
本
訴
を

提
起
し
た
。

へ判
決
要
旨
〉

･
本
件
事
故
の
原
因
は
、
も
し
、
本
件
車
両
が
制
限

速
度
以
内
で
走
行
し
、
運
転
者
が
本
件
右
折
部
に

気
付
い
た
時
点
に
お
い
て
制
動
装
置
を
と
っ
た
と

す
れ
ば
、
本
件
車
両
は
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
端
に
衝
突

せ
ず
に
停
止
し
た
得
た
か
、
少
な
く
と
も
安
全
に

右
折
進
行
し
得
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
ス

ピ
ー
ド
の
出
し
す
ぎ
に
よ
り
適
切
な
手
段
が
と
り

得
な
か
っ
た
こ
と
、
も
し
く
は
同
人
に
何
ら
か
の

原
因
が
存
在
し
た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
。

･
運
転
者
は
、
本
件
事
故
現
場
を
数
十
回
走
行
し
た

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
標
識
灯
の
不
足
に
よ

り
本
件
右
折
部
分
に
気
付
く
の
が
遅
れ
た
こ
と
を

も
っ
て
本
件
事
故
の
原
因
と
す
る
こ
と
に
は
一
層

無
理
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

の

三
重
県
飯
高
町
道
幼
児
側
溝
転
落
事
件

津
地
方
裁
判
所
平
成
六
年
一
二
月
二
七
日
判
決
、

平
成
四
年
例
第
二
一
八
号

へ無
責
〉

(判
決
確
定
)

へ事
故
の
概
要
〉

平
成
四
年
三
月
八
日
午
前
一
〇
時
ご
ろ
、
三
歳
二

ヶ
月
の
幼
児
が
補
助
輪
つ
き
の
子
供
用
自
転
車
で
町

道
の
坂
道
を
通
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
測
溝
に
転
落

し
負
傷
し
た
。

原
告
ら
は
本
件
事
故
現
場
に
防
護
柵
が
設
置
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
本
訴
を
提
起
し
た
。

へ判
決
要
旨
〉

･
本
件
道
路
の
通
常
の
利
用
形
態
に
お
い
て
死
傷
事

故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
本
件
事
故
現
場
付
近
に

防
護
柵
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
道
路

管
理
の
瑕
疵
で
あ
る
と
い
っ
て
妨
げ
な
い
。
そ
こ

で
、
本
件
事
故
の
態
様
が
通
常
の
利
用
形
態
の
範

囲
内
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
す

る
と
、
各
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
本
件
坂
道
に
お

い
て
、
日
常
子
供
ら
が
遊
ん
で
い
た
状
況
が
あ
っ

た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
殊
に
原
告
の
よ
う
な
三
歳

の
幼
児
が
付
添
人
な
く
し
て
自
転
車
遊
び
を
す
る

と
い
う
行
為
は
、
通
常
予
想
し
難
い
も
の
で
あ
り
、

本
件
事
故
は
原
告
ら
に
と
っ
て
不
幸
な
事
故
で
は

あ
る
が
、監
護
に
注
意
を
払
っ
て
お
れ
ば
、事
故
は

容
易
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
認
め
ら
れ
る
。

の

愛
媛
国
道
一
一
号
歩
行
者
転
落
事
件

平
成
六
年
三

月
二
九
日
福
岡
地
裁
判
決
、
平
成

五
年
例
第
一
三
九
号

(無
責
〉

(原
告
控
訴
)

へ事
故
の
概
要
〉

平
成
三
年
五
月
三
日
午
後
八
時
四
〇
分
頃
、
愛
媛

県
温
泉
郡
川
内
町
内
の
一
般
国
道
一
一
号
に
お
い
て

被
害
者
が
歩
行
中
、
井
内
川
橋
南
側
の
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
の
更
に
南
側
部
分
が
歩
道
で
あ
る
と
見
誤
っ
て
直

進
し
、
井
内
川
に
転
落
し
、
負
傷
し
た
。

原
告
は
、
本
件
現
場
に
防
護
柵
が
設
置
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
本
訴
を
提
起
し
た
。

へ判
決
要
旨
〉

･
本
件
事
故
現
場
か
ら
の
落
下
事
故
は
こ
れ
ま
で
発

生
し
て
い
な
い
。

･
成
人
男
子
の
通
行
時
に
お
け
る
占
有
幅
は
七
0

…
七
五
伽
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、
本
件
事
故

現
場
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
と
標
識
の
間
の
隙
間
は
三

七

皿
し
か
な
い
。

･
約
二
0
m
手
前
か
ら
は
通
行
車
両
の
ラ
イ
ト
に
よ

り
、
本
件
事
故
現
場
の
認
識
は
可
能
で
あ
っ
た
。

･
原
告
は
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
南
側
が
通
行
可
能
で
あ

無

る
と
速
断
し
て
、
狭
い
隙
間
を
通
っ
て
直
進
し
、

セ行

井
内
川
に
転
落
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
事
故
は
、
道

専
ら
原
告
の
不
注
意
に
よ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ

8　
　

ば
な
ら
な
い
。



･
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
故
の
発
生
は
設
置
管

理
主
体
た
る
国
に
と
っ
て
予
測
可
能
性
が
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
瑕
疵
は
な
か
っ
た
も
の

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

の

岐
阜
国
道
一
五
六
号
自
動
車
転
落
事
件

名
古
屋
高
裁
平
成
六
年
一
一
月
二
九
日
判
決
、
平

成
五
年
困
第
三
八
〇
号

へ無
責
〉

(原
審
…
名
古
屋
地
裁
昭
和
六
三
年
三
三
〇
二
号
)

(判
決
確
定
)

へ事
故
の
概
要
〉

昭
和
六
三
年
六
月
二
五
日
午
後
一
〇
時
一
〇
分
頃
、

岐
阜
県
大
野
郡
白
川
村
内
の
一
般
国
道
一
五
六
号
上

で
乗
用
車
が
走
行
中
、
約
一
八
-
二
0
m
下
の
御
母

衣
湖
岸
に
自
動
車
ご
と
転
落
し
死
亡
し
た
。

原
告
は
、
本
件
事
故
現
場
に
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
設

置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
及
び
標
識
も
設
置
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
理
由
に
本
訴
を
提
起
し
た
。

へ判
決
要
旨
〉

(第
一
審
)

･
通
常
の
運
転
者
に
要
求
さ
れ
る
注
意
を
払
っ
て
い

れ
ば
、
｢
つ
づ
ら
折
り
あ
り
｣
の
標
識
･
デ
リ
ネ
ー

タ
ー

･
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
･
外
側
線
に
よ
っ
て
本

件
道
路
が
左
カ
ー
ブ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
を
認

識
し
、
減
速
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

･
被
害
者
の
運
転
は
、
高
速
運
転
、
居
眠
り
運
転
等

の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
｢通
常
の
用
法
に
則
し

た
利
用
｣
で
あ
っ
た
も
の
と
推
認
す
る
事
は
で
き

な
い
。

･
さ
ら
に
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
設
置
と
本
件
事
故
と
の
間

に
直
ち
に
因
果
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

(控
訴
審
)

･
道
路
標
識
が
存
在
し
な
い
た
め
運
転
者
が
急
カ
ー

ブ
の
存
在
に
気
付
か
ず
又
は
気
付
い
て
も
屈
曲
程

度
が
予
想
に
反
し
た
場
合
に
は
、
カ
ー
ブ
の
外
側

に
膨
ら
ん
で
対
向
車
線
に
入
る
お
そ
れ
が
あ
る
が
、

転
把
を
し
た
形
跡
が
見
あ
た
ら
ず
、
ギ
ア
も
ニ
ュ

ー
ト
ラ
ル
の
状
態
に
あ
り
、
本
件
は
通
常
で
は
予

想
で
き
な
い
異
常
な
走
行
又
は
異
常
な
原
因
に
よ

っ
て
発
生
し
た
も
の
と
い
う
外
は
な
く
、
道
路
標

識
の
不
存
在
に
よ
っ
て
本
件
事
故
が
生
じ
た
こ
と

に
つ
い
て
は
そ
の
証
明
が
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
}い
。

･
本
件
事
故
現
場
は
｢防
護
柵
設
置
要
綱
｣
の
｢路

側
が
な
く
危
険
な
区
間
｣
に
該
当
す
る
こ
と
は
被

控
訴
人
国
も
認
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
右
区
間

に
該
当
す
る
箇
所
で
あ
っ
て
も
、
例
外
な
く
防
護

柵
を
設
置
す
る
こ
と
が
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
具
体
的
な
必
要
性
に

応
じ
て
設
置
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
･0

･
本
件
乗
用
車
の
転
落
の
態
様
が
不
明
で
あ
る
以
上
、

道
路
の
設
置
管
理
の
瑕
疵
と
本
件
事
故
の
因
果
関

係
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑧

側
溝
の
蓋
に
関
す
る
も
の

側
溝
の
蓋
不
全
に
関
す
る
事
件
は
一
件
あ
り
、
道
路
管

理
者
は
勝
訴
し
て
い
る
o

直
方
市
道
歩
行
者
側
溝
転
落
事
件

福
岡
地
裁
直
方
支
部
平
成
六
年
一
一
月
一
日
判
決
、

平
成
五
年
例
第
一
七
号

金
坐
貝
〉

(判
決
確
定
)

へ事
故
の
概
要
〉

平
成
二
年
一
〇
月
二
七
日
午
後
七
時
三
〇
分
頃
、

直
方
市
植
木
町
内
の
市
道
上
に
お
い
て
原
告
が
歩
行

中
、
側
溝

(幅
約
八
○
伽
、
深
さ
一
･
五
m
)
に
転

落
し
負
傷
し
た
。

原
告
は
、
本
件
事
故
現
場
は
照
明
が
暗
く
、
防
護

柵
や
防
護
蓋
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
本

件
事
故
が
発
生
し
た
と
し
て
本
訴
を
提
起
し
た
。

へ判
決
要
旨
〉

･
防
護
柵
設
置
基
準
に
よ
れ
ば
、
路
側
の
高
さ
が
二

m
未
満
の
場
合
は
、
防
護
柵
設
置
を
義
務
づ
け
ら

れ
る
路
側
危
険
区
間
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
る
た
め
、
本
件
側
溝
は
、
法
令
上
防
護
柵
設

置
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
形
態
の
側
溝
に
は
該
当
し

な
いい
。
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･
本
件
事
故
以
前
に
、
側
溝
で
の
転
落
事
故
が
発
生

し
た
と
の
報
告
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
近

隣
住
民
か
ら
防
護
柵
等
の
設
置
要
望
も
な
さ
れ
た

こ
と
は
な
い
。

･
以
上
に
よ
れ
ば
、
一
般
人
が
通
常
の
注
意
を
払
っ

て
お
れ
ば
、
全
く
予
期
し
な
い
突
発
的
事
態
が
生

じ
な
い
限
り
、
本
件
側
溝
に
転
落
す
る
可
能
性
は

ま
ず
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
設
置
又
は
管
理
の

瑕
疵
は
認
め
ら
れ
な
い
。

⑩

道
路
の
環
境
に
関
す
る
も
の

道
路
の
環
境
に
関
す
る
事
件
と
し
て
は
、
騒
音
と
照
明

に
よ
り
酪
農
に
影
響
が
出
る
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
事
件
が

一
件
あ
り
、
道
路
管
理
者
は
勝
訴
し
て
い
る
。

愛
媛
県
道
建
築
差
止
請
求
事
件

松
山
地
裁
西
条
支
部
平
成
七
年
二
月
二
八
日
判
決
、

平
成
四
年
回
第
三
三
号

へ無
責
〉

(判
決
確
定
)

へ事
件
の
概
要
〉

原
告
は
酪
農
を
経
営
し
て
い
る
土
地
の
近
接
す
る

地
に
県
道
が
新
設
･
供
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
供
用
が
継
続
さ
れ
た
場
合
、
通
行
車
両
の
騒
音
、

粉
じ
ん
、
排
ガ
ス
、
ラ
イ
ト
の
照
明
等
の
た
め
、
牛

舎
内
の
牛
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
酪
農
営
業
を

不
可
能
な
ら
し
め
、
原
告
に
回
復
し
難
い
損
害
を
与

え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
供
用
の
差
止
と
損
害

賠
償
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。

･
光
に
よ
る
影
響
が
ど
の
よ
う
に
生
産
に
及
ぶ
か
を

〈判
決
要
旨
〉

住
{
す
る
こ
と
は

、
口
能
“
あ
る
。

･
供
用
差
止
の
方
法
と
し
て
は
、
県
公
安
委
員
会
の

規
制
に
よ
り
行
う
方
法
と
、
被
告
の
道
路
管
理
権

限
に
よ
り
行
う
方
法
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら

は
必
ず
し
も
不
可
分
一
体
的
に
行
使
さ
れ
る
も
の

と
ま
で
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
原
告
の
本

件
道
路
の
供
用
の
差
止
請
求
が
不
可
避
的
に
県
公

安
委
員
会
の
行
政
規
制
権
の
行
使
の
取
消
変
更
な

い
し
そ
の
発
動
を
求
め
る
請
求
を
包
含
す
る
も
の

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

･
ま
た
、
愛
媛
県
知
事
に
対
す
る
行
政
処
分
を
求
め

る
義
務
づ
け
訴
訟
で
あ
る
と
も
い
え
ず
、
私
法
上

の
給
付
請
求
権
の
主
張
で
あ
っ
て
狭
義
の
民
事
訴

訟
手
続
に
よ
り
審
判
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

･
差
止
請
求
の
可
否
は
侵
害
行
為
の
程
度
が
社
会
生

活
上
の
受
忍
限
度
を
超
え
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ

る
と
解
す
る
が
、
そ
の
受
忍
限
度
の
判
断
は
、
侵

害
行
為
の
態
様
と
侵
害
の
程
度
、
被
侵
害
利
益
の

性
質
と
内
容
、
侵
害
行
為
の
も
つ
公
共
性
な
い
し

公
益
上
の
必
要
性
の
内
容
と
程
度
等
を
比
較
検
討

し
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
決
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。

･
騒
音
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
家
畜
に
関
す
る
騒
音

問
題
は
科
学
を
基
盤
に
し
た
論
議
が
困
難
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。

推
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

･
排
ガ
ス
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
場
合
こ
れ

か
ら
の
研
究
、
解
析
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
る
。

･
以
上
に
よ
れ
ば
、
乳
牛
の
生
産
機
能
に
悪
影
響
が

発
生
す
る
可
能
性
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

そ
の
定
量
的
な
関
係
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ど
の
程
度
の
変
化
が
発
生
す
る
か
を
具
体
的
に
確

定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。

･
以
上
の
点
と
本
件
道
路
の
公
共
性
等
と
総
合
的
に

考
慮
す
る
と
、
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
原
告
の

不
利
益
は
受
忍
限
度
を
超
え
る
も
の
と
は
認
め
ら

れ
な
い
。
(差
止
請
求
は
理
由
が
な
い
)

･
本
件
道
路
の
建
設
に
よ
る
気
流
の
変
化
量
は
、
そ

れ
が
直
ち
に
産
乳
量
減
少
の
要
因
と
な
る
環
境
作

用
の
変
動
を
生
ず
る
程
度
の
も
の
と
認
め
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
o

･
本
件
道
路
の
コ
ン
ク
リ
!
ト
部
分
を
直
射
す
る
太

陽
熱
の
反
射
に
よ
り
光
熱
化
し
た
熱
風
が
、
本
件

牛
舎
内
に
流
入
し
て
、
本
件
牛
舎
内
の
牛
の
生
理

状
態
に
重
大
な
悪
影
響
を
発
生
さ
せ
る
と
の
原
告

主
張
事
実
を
認
め
る
に
は
至
ら
ず
、
被
告
の
本
件

道
路
建
設
が
違
法
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
(損
害
賠
償
請
求
も
認
め
ら
れ
な
い
)
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㈲

そ
の
他

そ
の
他
の
案
件
と
し
て
三
件
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も

除
雪
車
や
清
掃
車
に
関
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

①

有
責
例

D

道
央
自
動
車
道
多
重
衝
突
事
件

札
幌
地
裁
平
成
六
年
一
〇
年
三
一
日
判
決

平
成

三
年
の
第
五
一
九
六
号

へ有
責
〉

(被
告
控
訴
)

へ事
故
の
概
要
〉

平
成
元
年
二
月
四
日
午
後
三
時
頃
、
高
速
自
動
車

国
道
北
海
道
縦
貫
自
動
車
道
上
に
お
い
て
大
型
貨
物

自
動
車

(甲
)
が
走
行
中
、
前
方
の
走
行
車
線
上
で

除
排
雪
作
業
を
し
て
い
た
ロ
ー
タ
リ
ー
車
が
突
然
追

い
越
し
車
線
の
前
方
に
進
入
し
て
き
た
た
め
、
急
制

動
を
か
け
停
止
し
た
と
こ
ろ
、
後
続
の
普
通
貨
物
自

動
車

(乙
)
が
衝
突
し
た
た
め
、
甲
車
は
炎
上
し
た
。

(走
行
車
線
と
追
い
越
し
車
線
の
境
界
線
上
に
は
作

業
用
の
ラ
バ
ー
コ
ー
ン
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
)

へ判
決
要
旨
〉

･
本
件
事
故
の
原
因
は
、
甲
車
が
、
除
排
雪
作
業
の

た
め
に
走
行
車
線
の
通
行
が
規
制
さ
れ
て
一
車
線

の
み
と
な
っ
た
追
い
越
し
車
線
を
走
行
し
て
い
た

と
こ
ろ
、
ロ
ー
タ
リ
ー
除
雪
車
が
、
走
行
車
線
と

追
い
越
し
車
線
の
車
両
区
分
線
上
に
設
置
さ
れ
て

い
た
ラ
バ
ー
コ
ー
ン
を
越
え
て
除
排
雪
作
業
区
域

内
で
あ
る
走
行
車
線
内
か
ら
甲
車
の
直
前
に
進
入

可
能
で
あ
る
。

し
て
き
た
こ
と
に
あ
る
い
う
べ
き
で
あ
る
。

･
本
件
状
況
の

･
ロ
ー
タ
リ
ー
除
雪
車
の
運
転
手
に
は
、
追
い
越
し

車
線
に
進
入
す
る
に
当
た
り
、
追
い
越
し
車
線
を

走
行
す
る
車
両
の
進
路
を
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
注
意
義
務
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
を
怠
っ
た
過
失
が
あ
る
。

②

無
責
例

の

岐
阜
国
道
三
五
八
号
般
若
谷
ト
ン
ネ
ル
内
追
突
事

件
名
古
屋
高
裁
平
成
七
年
一
月
一
九
日
判
決
、
平
成

四
年
㈱
第
五
三
三
号

へ無
責
〉

(原
審
…名
古
屋
地
裁
平
成
元
年
例
第
一
六
三
号
)

(判
決
確
定
)

へ事
故
の
概
要
〉

昭
和
六
一
年
三
月
三
日
午
後
一
時
三
〇
分
項
、
一

般
国
道
二
五
八
号
の
般
若
谷
ト
ン
ネ
ル
内
に
お
い
て

四
t
ト
ラ
ッ
ク
が
走
行
中
、
路
面
清
掃
中
の
清
掃
車

に
追
突
し
、
運
転
者
が
負
傷
し
た
。

へ判
決
要
旨
〉

(第
一
審
)

･
原
告
は
低
速
で
走
行
し
作
業
を
行
う
清
掃
車
が
ト

ン
ネ
ル
内
で
作
業
を
行
う
と
き
は
、
ト
ン
ネ
ル
の

入
り
ロ
に
表
示
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る

が
、
清
掃
車
自
身
の
表
示
等
に
よ
り
十
分
認
識
は

･
本
件
状
況
の
も
と
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
は

5

本
件
ト
ン
ネ
ル
の
入
り
ロ
に
警
告
表
示
を
し
た
り
、
5

人
に
よ
る
誘
導
を
し
た
り
し
て
、
後
続
車
に
ト
ン

9セ

ネ
ル
内
で
低
速
車
が
作
業
中
で
あ
る
こ
と
を
明
示

々

し
て
、
車
線
の
交
通
を
規
制
す
べ
き
義
務
は
な
い

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

(控
訴
審
)

･
控
訴
人
の
重
大
な
過
失
に
よ
る
運
行
は
、
通
常
で

は
予
想
で
き
な
い
異
常
な
事
態
で
あ
り
、
本
件
請

求
に
は
理
由
が
な
い
。
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の

中
国
縦
貫
道
清
掃
車
砂
ぼ
こ
り
追
突
事
件

最
高
裁
平
成
六
年
四
月
八
日
判
決
、
平
成
五
年
団

第
五
三
五
号

へ無
責
〉

(原
審
控
訴
審
"
広
島
高
裁
岡
山
支
部
平
成
三
年

困
第
一
七
一
号

岡
山
地
裁
"
昭
和
六
一
年
例
第
三
二
六
号
)

(判
決
確
定
)

へ事
故
の
概
要
〉

昭
和
五
九
年
三
月
二
九
日
午
前
九
時
三
四
分
頃
、

中
国
自
動
車
道
下
り
線
に
お
い
て
追
い
越
し
車
線
を

時
速
約
一
〇
〇
如
で
走
行
中
、
追
い
越
し
車
線
上
で

作
業
中
で
清
掃
車
が
巻
き
起
こ
し
た
砂
塵
に
よ
り
前

方
が
見
え
な
く
な
り
、
ハ
ン
ド
ル
操
作
を
誤
り
前
方

車
に
衝
突
し
た
。



別表
番号 類型 事 件 名 道路種別 道 路 、 事 故 の 状 況 被害状況 結果 過失相殺 裁 判 所 年月日

1 1 兵庫国道372号歩行者段差転倒事件 補助国道 グレーチング周辺の突起したコンクリート角で転倒 1名負傷 無責 神戸地裁 6,l上30

2 1 大分県道穴ぼこJ捌け転倒事件 県道 原付がマンホールIUI部で転倒負傷した 1名負傷 有責 6割 福岡高裁 7.3.8

3 1 北海道道穴ぼこ自転車転倒事件 道道 自転車で走行中、直径約1ocm深さ7~ 8cmの穴で転倒 1名負傷 無費 札幌地裁 6.8.31

4 1 札幌市道歩道陥没転落事件 市道 歩行中アスファルトが陥没し下の空洞に転落した 1名負傷 無寶 札幌地裁 6,9,8

5 2 山梨国道姫3号トンネル内スリップ事件 補助国道 自動二輪癩がトンネル内でスリップ転倒して後続の乗用車が衝突 2名負傷 無責 横浜地裁 7.1,20

6 3 束名高速道路路上落下物衝突事件 有料道路 道路上にバンパーが落下しており、それにより車両破損 車両損害 無費 東京簡裁 6.12.26

7 3 大津市道トラック電柱衝突事件 市道 拡幅工事により電柱が中央よりに位置することとなり衝突 1名負傷 有賞 5割 大阪高裁 6,12.l3

8 4 横浜市道民地崖崩壊家屋倒壊事件 市道 台風で道路からの排水が民地屋を崩落させた 2名負傷 無責 東京高裁 7,1,25

9 5 大分国道212号原付録石衝突転倒事件 補助国道 原付が路側帯内を通行中19cmの緑石に衝突転倒し死亡した 1名死亡 無責 大分地裁臼田支部 6,12,2l

10 5 広島県道迂回路(芸北町道)路肩崩壊事件 町道 県道の迂回路としての町道の路肩が崩落した 車両損傷 無責 広島高裁 7.2.20

11 5 東予市道ショベルローダー転落事件 市道 拡幅工事中路肩からショベルローダーが河川に転落した 1名死亡 無資 松山地裁 7,3.15

12 5 新潟国道8号原付自転車転倒事件 直轄国道 原付が先行車両を追い越すため路肩に侵入し泥土により転倒 1名死亡 有責 7割 新潟地裁高田支部 6,9,22

13 5 滋賀国道161号自動二輪車転倒事件 直鞆国道 原付が先行車両を追い越すため路肩に侵入し転倒 1名死亡 有貴 8割 大津地裁 7･1･10

14 6 静岡国道】号自動二輪車転倒事件 直轄国道 S字カーブを曲がりきれず、対向車線に侵入して衝突 1名死亡 無寳 東京高裁 7.9.27

15 6 青森県道下田町道交差点二輪車衝突事件 県道 Y字交差点において一時停止せず侵入し、トラックと衝突 1名死亡 無貿 東京高裁 6,7,27

16 7 沖縄県道工事家屋浸水事件 県道 工事に当たっての仮排水及び側溝の設備が不全なため浸水した 家屋損害 無寳 那覇地裁 6,10,11

17 8 岡山国道313号拡幅部自動車転落事件 補助国道 未舗装から舗装部へ入った所でカーブを曲がりきれず川に転落 2名死亡 無責 広島高裁岡山支部 6.8,2

18 8 岩手県道ガードレール衝突事件 県道 トラックがカーブを曲がりきれずガードレールを破って転落 1名死亡 無責 盛圏地裁一関支部 6.6.8

19 8 三重県飯高町道幼児側溝転落事件 町道 幼児が自転車で防護柵のない箇所から転落した l名負傷 無藪 滓地裁 6,12.27

20 8 愛媛国道11号歩行者転落事件 直轄国道 歩行者がガードレールの外側を歩道と見誤り落下 l名負傷 無寳 福岡地裁 6,n ,29

21 8 岐阜国道156号自動事転落事件 補助国道 自動車が走行中カーブの部分で逸脱しダム湖に転落 1名死亡 無責 名古屋高裁 6.n ,29

22 9 直方市道歩行者側溝転落事件 市道 対向車両の照明に幻惑され無蓋側溝に転落した l名負傷 無費 福岡地裁直方支部 6.IL l

23 10 愛媛県道建築差止請求事件 県道 県道供用により騒音、照明等のため酪農に支障がでると提訴 環境 無寶 松山地裁西条支部 7,2.28

24 11 道央自動車道多重衝突事件 有料道路 遺留車線を走行中の除雪車に気づき減速し、後方から追突された 車両損傷 有貴 なし 札幌地裁 6,10,31

25 11 岐阜国道258号般若谷トンネル内追突事件 直轄国道 トンネル入り口で追い越しのため第二車線に出て清掃車に追突 1名負傷 無責 名古屋高裁 7.119

26 n 中国縦貫道清掃車砂ぼこり追突事件 有料道路 路面清掃車の砂ぼこりにより、ブレーキをかけた先行車に追突 車両損害 無費 最高裁 6.4 8

類型 1 :穴ぼこ･段差に関するもの。 2 :スリップに関するもの。 3 ;障害物･落下物に関するもの。 4 :排水施設に関するもの。 5 :路肩部分で起こった事故に関するもの。 6 :道路鱒造
に関するもの。 7 :工事不全に関するもの。 8 :ガードレールに関するもの。 9 :側溝の薹に関するもの。10:道路の環境に関するもの。11:その他。

第

へ判
決
要
旨
〉

･
本
件
事
故
現
場
付
近
の
道
路
状
況
、
公
団
の
道
路

清
掃
の
頻
度
、
事
故
日
ま
で
の
気
象
状
況
、
事
故

前
日
の
公
団
職
員
に
よ
る
路
面
状
況
の
確
認
及
び

事
故
当
時
の
路
面
清
掃
車
の
標
識
装
置
の
作
動
状

況
か
ら
す
る
と
、
本
件
事
故
当
時
、
清
掃
車
は
あ

る
程
度
の
砂
塵
を
発
生
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
認
め

ら
れ
る
も
の
の
、
後
続
車
が
通
常
ど
お
り
前
方
注

視
し
て
い
て
も
清
掃
車
を
発
見
で
き
な
い
ほ
ど
多

量
の
砂
塵
を
発
生
さ
せ
て
い
た
も
の
と
は
認
め
ら

れ
ず
、
原
告
の
請
求
に
は
理
由
が
な
い
。

(控
訴
審
)

･
第
一
審
と
同
旨
。

(上
告
審
)

･
原
審
の
認
定
判
断
に
は
所
論
の
違
法
は
な
い
。

一 審 ミ燃 し れ 王 か
》

‘ 毒

へ 薄 な ?
　　 　 　

o は

　 　　 　
却 ら

52 道イテセ 96.5



一
は
じ
め
に

o
o
%
、
指
定
区
間
外
一
○
路
線
、
延
長
六
七
七
、

七
〇
四
m
、
改
良
率
七
三
･
四
九
%
、
主
要
地
方
道

高
知
県
は
、
四
国
の
南
部
に
位
置
し
、
北
は
四
国

四
八
路
線
、
延
長
一
、
0
五
七
、
四
九
二
m
、
改
良

山
脈
で
、
徳
島
･
愛
媛
の
両
県
に
接
し
、
南
は
太
平

率
五
三
･
七
九
%
、
一
般
県
道
一
三
一
路
線
、
延
長

洋
に
面
し
て
東
西
に
細
長
い
扇
状
の
形
を
し
て
い
ま

二
、
0
五
六
、
八
三
一
m
、
改
良
率
は
四
二
･
九
一

す
。

%
で
あ
り
、
県
管
理
の
道
路
一
八
九
路
線
、
延
長
二
、

黒
潮
の
洗
う
海
岸
線
と
冷
た
い
北
風
を
遮
る
四
国

七
三
三
、
0
五
五
m
の
改
良
率
は
五
○
･
四
六
%
と

山
脈
の
お
か
げ
で
、
気
候
は
温
暖
で

(年
平
均
気
温

な
っ
て
お
り
、
全
国
平
均
七
七
･
四
%
に
比
べ
著
し

一
七
度
、
年
間
日
照
時
間
一
、
九
六
三
時
間
)
室
戸

く
低
位
の
状
況
に
あ
り
ま
す
。

岬
や
足
摺
岬
で
は
亜
熱
帯
植
物
も
自
生
し
、
ま
た
南

道
路
普
及
率
は
別
表
の
と
お
り
で
す
が
、
県
土
面

か
ら
の
湿
度
の
高
い
空
気
が
山
々
に
遮
ら
れ
て
多
量

　

　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　

　
　
　
　

面
積
は
四
国
全
域
の
約
三
七
･
八
%
で
、
山
地
が

藁

‘
“
“

“

多
く
、
標
高
一
、
o
o
o
m
以
上
の
山
岳
が
一
0
○

)在

長

“
褻

ま
た
林
“
面
積
“
“
“
“
口
“
で

･

罐

増

滋

饑

の
総
面
積

(七
、
一
○
四
姉
)
の
約
八
四
%
を
占
め

･
孃

　　　　　
　

　
　

　　

　

四
本
の
国
道
と
、
そ
れ
を
補
完
す
る
四
八
本
の
主
要

年

地
方
道
･

三

本
の
-
般
県
道
に
よ
り
形
成
さ
れ

婢
鎌
痰
議
嶺
喩

て
い
“ま
ず
ノが
･

““
の
蟻整
備
卿跡状
渭
壞は
き
本
‐県
の
M地
-埋
的
~
‐

…鰐
積
躯
104
143

875

674

737

醸

地
形
的
悪
条
件
に
よ
り
立
ち
遅
れ
が
顕
著
で
す
。

道

面
毯

z

偽

L

5

z

.

7

ロ

道
路
改
良
の
現
況
は
、
一
般
国
道
の
う
ち
指
定
区

表

別

県

県

県

県

国

臥

り

知

島

用

媛

注

間
四
路
線
、
延
長
三
八
七
、
四
七
九
m
、
改
良
率
一

月

県

高

徳

香

愛

全

(
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県 別
積
如

面
毯

口
湫

人
侶

国 ･ 県道延長

( C )km

孃当たり延長

( C / A )

千人当たり延長

( C / B )

高知県 翻 825 3
,
085

.
1 434 3

.
74

徳島県 蟠 831

為
587 椥

香川県 統 L 023

蘂 鰡 廳
愛媛県 燃 1

,
515

鑓
691 郷

全 国

硴
123

,
611

彌
869 郎

横 田 雄 二

高知診県道
安岡東洋線落石死亡事故



積
当
た
り
の
道
路
延
長
は
全
国
平
均
よ
り
か
な
り
低

く
、
人
ロ
当
た
り
の
延
長
は
全
国
平
均
よ
り
か
な
り

高
く
な
っ
て
お
り
、
本
県
道
路
の
整
備
効
率
の
悪
さ

を
示
し
て
い
ま
す
。

ま
た
本
県
の
道
路
は
山
地
部
を
通
過
す
る
も
の
が

多
く
、
そ
の
割
合
は
七
二
･
六
%
と
全
国
一
高
く
、

落
石
等
の
危
険
箇
所
数
も
非
常
に
多
く
、
防
災
対
策

を
図
る
必
要
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
解
消
す
る

た
め
に
は
、
現
道
に
お
け
る
道
路
改
良
の
促
進
と
同

時
に
防
災
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
抜
本
的
な
対
策
と

な
る
も
の
の
、
新
た
な
道
路
整
備
の
需
要
も
多
く
、

財
源
確
保
が
難
し
く
、
結
果
的
に
整
備
の
進
捗
が
遅

れ
て
い
る
状
況
で
す
。

こ
う
し
た
中
で
、
平
成
二
年
度
の
防
災
点
検
で
ラ

ン
ク
は

(対
策
を
実
施
す
る
が
当
面
観
察
を
実
施
す

る
箇
所
)
と
判
定
し
た
場
所
で
、
落
石
に
よ
る
死
亡

事
故
が
発
生
し
、
緊
急
に
防
災
点
検
の
見
直
し
を
迫

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

=

県
道
安
田
東
洋
線
落
石
死
亡
事
故
の

概
要

◎

路
線
の
概
要

(図
ー
路
線
の
位
置
図
参
考
)

県
道
安
田
東
洋
線
は
、
高
知
県
の
東
部
に
位
置
し
、

安
田
町
を
起
点
に
馬
路
村
を
経
由
し
、
北
川
村
に
至

る
実
延
長
四
二
、
五
二
0
m

(改
良
率
八
二
･
0
七

%
、
内
規
格
改
良
済
四
･
九
七
%
)
の
主
要
地
方
道

で
す
。
道
路
は
、
蛇
行
す
る
安
田
川
･
奈
半
利
川
に

沿
っ
て
急
峻
な
山
地
を
縫
う
よ
う
に
走
っ
て
お
り
、

沿
線
の
山
は
き
り
立
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
も
落
石

に
よ
る
事
故
の
発
生
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
路
線
で
す
。

②

事
故
の
概
要
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馬

0
･

,.
合

着

事
故
は
、
平
成
八
年
三
月
二
日
午
前
七
時
五
〇
分

頃
、
北
川
村
島
字
水
谷
地
先
の
県
道
安
田
東
洋
線
の

道
路
上

(幅
員
五
･
三
m
)
で
、
走
行
中
の
車
両
に
、

約
一
0
t
の
岩
石
が
衝
突
し
、
そ
の
衝
撃
で
運
転
さ

れ
て
い
た
被
害
者
が
重
体
と
な
り
、
病
院
に
運
ば
れ

"
＼※

二

.,
れ

を
Y
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/

梱
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･
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た
が
、
そ
の
後
死
亡
し
た
も
の
で
す
。

･
七
時
○
○
分
か
ら
調
査
委
員
会
に
よ
る
現
地

れ
た
。

落
石
は
、
県
道
よ
り
高
さ
八
二
m

(水
平
距
離
九

調
査
の
実
施
。

4
月
5

日

八
m
)
上
方
の
斜
面
中
腹
部
に
あ
る
、
露
頭
し
た
基

岩
の
崩
落
跡
か
ら
発
生
し
た
も
の
と
確
定
さ
れ
た
砂

岩
塊
で
す
。

③

事
故
発
生
後
の
経
過
の
概
要

3
月
2
日
仕

･
七
時
五
〇
分
頃
落
石
事
故
発
生
、
八
時
三
〇

分
項
警
察
及
び
北
川
村
か
ら
の
事
故
の
通
報

が
あ
り
、
現
場
を
所
管
す
る
安
芸
土
木
事
務

所
が
現
地
確
認
及
び
通
行
規
制
等
の
措
置
を

1と
ス
%

･
一
一
時
0
0
分
安
芸
土
木
事
務
所
に
現
地
対

策
本
部
を
設
置
、
一
二
時
0
0
分
土
木
部
に

県
道
安
田
東
洋
線
事
故
対
策
本
部
を
設
置
。

･
一
四
時
三
〇
分
学
識
経
験
者

(砂
防
学
専

攻
)
と
県
が
現
地
調
査
に
出
発
。

･
各
土
木
事
務
所
に
平
成
二
年
度
実
施
の
防
災

点
検
箇
所
の
再
点
検
と
、
危
険
箇
所
の
一
斉

調
査
を
指
示
。

･
落
石
事
故
調
査
委
員
会
を
設
置

(砂
防
学
･

地
質
学
専
攻
の
大
学
教
授
等
の
学
識
経
験
者

四
名
と
県
職
員
で
構
成
)。

･
安
芸
土
木
事
務
所
は
、
二
四
時
間
体
制
で
現

場
の
監
視
を
実
施
。

3
月
3
日
旧

調
査
の
実
施
。

･
各
土
木
事
務
所
に
よ
る
一
斉
点
検
の
実
施
。

･
安
芸
土
木
事
務
所
で
現
場
の
応
急
措
置
の
着

手
。

3
月
4
日
鯛

･
事
故
現
場
で
仮
防
護
柵
の
設
置
に
着
手
。

3
月
5
日
閃

･
事
故
調
査
検
討
会
の
設
置

(調
査
委
員
会
の

学
識
経
験
者
に
加
え
県
の
関
係
課
室
長
及
び

安
芸
土
木
事
務
所
長
の
計
九
名
で
構
成
)

3
月
6
日
㈱

･
0
時
0
0
分
事
故
対
策
本
部
を
現
地
対
策
本

部
に
統
合
。

3
月
7
日
困

･
九
時
四
〇
分
現
場
で
の
仮
防
護
柵
の
設
置
及

び
転
石
の
除
去
が
完
了
。

3
月
8
日
箇

･
現
地
対
策
本
部
解
散
。

3
月
13
日
困

･
｢県
道
安
田
東
洋
線
落
石
死
亡
事
故
調
査
検

討
会
｣
開
催
し
、
落
石
位
置
の
特
定
･
落
石

原
因
の
究
明
を
行
っ
た
。

4
月
10
日
困

･
第
二
回
｢県
道
安
田
東
洋
線
落
石
死
亡
事
故

調
査
検
討
会
｣
開
催
し
、
報
告
書
が
作
成
さ

4
月
15
日
側

,
道
路
落
石
緊
急
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

発
足

庁
内
の
関
係
部
局
で
構
成
し
、
緊
急
安
全
点

検
で
調
査
し
た
箇
所
に
つ
い
て
、
協
議
･
調

整
を
図
り
な
が
ら
事
業
手
法
･
対
策
工
法
･

事
業
計
画
の
検
討
を
行
う
た
め
の
組
織
で
す
。

㈱

県
道
安
田
東
洋
線
落
石
死
亡
事
故
調
査
検
討
会

の
報
告
書
の
概
要

報
告
書
は
、｢落
石
事
故
調
査
検
討
会
の
概
要
･
落

石
事
故
の
概
要
と
経
過
･
北
川
村
島
地
区
の
地
勢
概

要
･
落
石
に
関
す
る
調
査
･
落
石
の
運
動
機
構
･
落

石
と
事
故
の
因
果
関
係
｣
の
六
項
目
に
わ
た
り
詳
細

に
検
討
を
加
え
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
紙
面
の
関

係
も
あ
り
省
略
し
、
現
地
の
地
勢
状
況

(図
2
)
･

落
石
発
生
当
時
の
気
象
条
件

(図
3
)
･
落
石
の
運

動
経
路

(図
4
)
･
落
石
の
運
動
軌
跡

(図
5
)
･

事
故
原
因
と
な
っ
た
落
石
の
ス
ケ
ッ
チ

(図
6
)
に

よ
っ
て
、
今
回
の
落
石
事
故
の
概
略
を
イ
メ
ー
ジ
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

三

今
後
の
対
策
と
課
題

本
県
で
は
、
過
去
に
も
昭
和
五
六
年
、
六
〇
年
、

六
三
年
、
(二
件
)
に
落
石
死
亡
事
故
が
発
生
し
て
お

り
、
そ
の
都
度
、
計
画
的
に
防
災
対
策
を
実
施
し
て
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①

①

落

型北川村二又 県道安田東洋線

き
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
と
に
六
三
年
の
二
件
の
事

故
は
六
一
年
の
防
災
点
検
で
の
危
険
箇
所
以
外
の
場

所
で
発
生
し
、
六
三
年
に
は
再
点
検
を
実
施
し
、
平

成
元
年
度
か
ら
三
ヶ
年
計
画
を
策
定
し
落
石
防
止
緊

急
対
策
事
業
を
新
規
事
業
と
し
て
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、

平
成
五
年
度
以
降
も
事
業
の
継
続
を
図
っ
て
き
て
い

た
と
こ
ろ
で
す
。

今
回
の
事
故
現
場
は
、
平
成
二
年
の
防
災
点
検
で

緊
急
対
策
事
業
の
対
象
と
な
る
危
険
箇
所
以
外
の
場

所
で
発
生
し
た
た
め
経
年
的
な
変
化
等
が
予
想
さ
れ

た
た
め
、
事
故
発
生
後
直
ち
に
緊
急
防
災
点
検
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

平
成
八
年
三
月
三
･
四
日
に
緊
急
防
災
点
検
を
実

施
し
、
そ
の
結
果
、
検
討
を
必
要
と
す
る
箇
所
が
三

一
五
箇
所
報
告
さ
れ
、
庁
内
に
道
路
落
石
緊
急
対
策

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
結
成
し
、
対
策
を
検
討
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

今
後
の
対
策
に
つ
い
て
は
、
こ
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

チ
ー
ム
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
実
施
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
が
、
道
路
管
理
面
か
ら
次
の
点
が
、
大

き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

=

防
災
対
策
の
程
度

防
災
対
策
の
施
行
に
当
た
り
、
ど
の
程
度
ま
で
の

対
策
を
講
じ
る
責
任
が
あ
る
か
と
い
う
点
で
、
大
き

な
悩
み
を
持
っ
て
い
ま
す
。
事
故
発
生
現
場
に
限
ら

ず
本
県
の
山
地
地
域
を
走
る
道
路
は
背
後
の
山
が
き

り
立
っ
て
お
り
、
ど
の
場
所
で
ど
の
程
度
の
落
石
防

7
′
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図 5 落石の運動軌跡
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図 6 事故を発生させた落石のスケッチ

止
措
置
を
と
れ
ば
道
路
へ
の
落
石
を
防
げ
る
か
と
い

う
課
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

落
石
等
に
つ
い
て
は
、
本
県
で
発
生
し
た
一
般
国

道
五
六
号
土
砂
崩
落
･
落
石
事
故
に
つ
い
て
の
昭
和

四
五
年
八
月
二
〇
日
の
最
高
裁
判
決
以
来
、
一
貫
し

て
道
路
管
理
者
に
と
り
厳
し
い
管
理
責
任
が
求
め
ら

れ
て
お
り
、
特
に
予
測
可
能
性
の
判
断
に
つ
い
て
は
、

従
来
か
ら
各
道
路
管
理
者
が
防
災
対
策
の
内
容
を
決

定
す
る
際
に
大
き
な
悩
み
と
な
っ
て
き
た
問
題
で
も

あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

落
石
へ
の
悩
み
は
、
お
よ
そ
予
測
で
き
な
い
場
所

か
ら
落
石
が
発
生
し
、
通
常
の
防
災
措
置
で
は
そ
れ
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を
防
止
し
得
な
い
事
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
予
測
可
能
性
の
問
題
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
、
こ
の
道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
で
も
紹
介

の
あ
っ
た
｢滋
賀
県
道
大
津
信
楽
線
土
砂
崩
落
事

件
｣
に
つ
い
て
の
地
裁
と
高
裁
の
判
断
の
違
い
は
、

行
政
に
求
め
ら
れ
る
知
見
の
程
度
を
左
右
す
る
も
の

で
あ
り
、
防
災
工
法
の
選
択
･
施
行
場
所
の
範
囲
等

に
つ
い
て
今
更
な
が
ら
に
悩
み
を
深
く
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

む
ろ
ん
通
行
者
の
安
全
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
は

道
路
管
理
者
と
し
て
は
常
に
念
頭
に
置
い
て
、
維
持

管
理
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
道
路
区
域
以
外

の
防
災
対
策
を
道
路
管
理
者
が
行
う
こ
と
に
は
権
限

の
問
題
.
財
政
上
の
問
題
等
、
自
ず
か
ら
限
界
が
あ

り
、
管
理
瑕
疵
責
任
の
所
在
を
考
え
る
場
合
の
判
断

を
難
し
く
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
財
政
上
の
理
由
が
免
責
事
由
と
は
な
ら
な

い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
実
的
に
も
理
論
的
に
も
理

解
で
き
る
こ
と
で
は
あ
る
も
の
の
、
道
路
整
備
へ
の

住
民
の
要
求
に
応
え
、
か
つ
既
存
道
路
の
維
持
修
繕

を
並
行
し
て
行
う
た
め
に
は
、
最
終
的
に
は
財
源
の

制
約
を
受
け
、
い
ず
れ
を
優
先
す
る
の
か
選
択
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
性
梶
た
る
思
い
を
抱
か
ざ
る

を
得
な
い
場
面
に
遭
遇
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り

ま
す
。

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
道

路
管
理
者
が
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
し
か
も
出

ロ
の
見
え
に
く
い
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

②

通
行
規
制
区
間
の
通
行
規
制
の
方
法

今
回
の
事
故
を
考
え
る
場
合
、
行
政
上
の
責
任
の

他
に
刑
事
上
の
責
任
の
所
在
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

本
県
の
場
合
、
隣
接
す
る
直
轄
国
道
と
県
管
理
道

路
を
比
較
す
る
と
き
、
防
災
面
で
格
段
の
相
違
が
あ

り
、
相
対
的
に
県
管
理
道
路
の
方
が
災
害
に
対
し
て

弱
い
状
態
に
あ
り
ま
す
。
一
方
、
通
行
規
制
の
現
況

を
見
れ
ば
、
ま
ず
直
轄
国
道
で
通
行
規
制
が
行
わ
れ
、

規
制
さ
れ
た
車
両
が
県
道
･
市
町
村
道
に
流
入
す
る

の
が
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

災
害
時
の
代
替
道
路
網
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
が
基
本
的
に
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

が
、
こ
の
問
題
の
背
後
に
は
、
地
域
住
民
の
生
活
道

の
確
保
と
い
う
要
請
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
も

の
で
あ
る
と
と
も
に
、
も
う
一
方
で
は
、
通
行
規
制

に
係
る
規
制
値
の
設
定
の
問
題
･
通
行
規
制
を
行
う

場
合
の
経
費
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
を
考
え
る
と
き
、
構
造
的
に
弱
い
道
路
へ

の
誘
導
を
行
う
か
の
如
き
現
在
の
通
行
規
制
の
あ
り

方
は
、
危
険
へ
の
誘
導
で
あ
り
本
来
許
さ
れ
る
べ
き

こ
と
で
は
な
く
、
本
県
で
も
か
ね
て
か
ら
こ
の
点
に

つ
い
て
、
通
行
規
制
に
伴
う
人
的
･
経
費
的
な
措
置

を
求
め
て
き
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
ま
で

は
日
の
目
を
見
て
い
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
懸
念
さ
れ
る
こ
と
は
、
仮
に
こ
の
よ
う
な

状
況
の
中
で
、
直
轄
国
道
が
通
行
規
制
を
し
、
県
道

に
流
入
し
て
き
た
車
両
等
が
県
道
上
で
事
故
に
遭
遇

し
た
場
合
に
、
道
路
管
理
者
の
責
任
は
、
単
に
道
路

管
理
瑕
疵
を
問
わ
れ
る
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
る
か
と

い
う
こ
と
で
す
。

規
制
値
の
設
定
の
基
準
･
方
法
や
そ
れ
に
基
づ
き

現
実
に
規
制
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
道
路
管
理
の

核
心
部
分
で
あ
り
、
道
路
管
理
上
、
こ
れ
ら
の
情
報

を
得
る
立
場
に
あ
り
、
こ
れ
を
実
施
す
る
権
限
が
道

路
管
理
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
生
活
道
の

確
保
･
財
源
不
足
等
を
理
由
に
事
故
責
任
を
免
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
ら
の
措
置
を
し

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
業
務
上
過
失
責
任
ま
で
問
わ

れ
る
事
態
が
生
じ
る
こ
と
が
充
分
予
測
さ
れ
ま
す
。

従
っ
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
早
急
な
対
策
を

講
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

四

お
わ
り
に

以
上
、
高
知
県
道
安
田
東
洋
線
落
石
死
亡
事
故
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
が
、
道
路
の
防
災
対
策
の
難

し
さ
を
今
更
な
が
ら
に
痛
感
す
る
と
と
も
に
、
尊
い

人
命
が
失
わ
れ
た
と
い
う
重
い
事
実
を
銘
記
し
、
再

発
防
止
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

(高
知
県
土
木
部
道
路
課
道
路
管
理
班
長
)
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一
は
じ
め
に

昨
年
七
月
の
国
道
四
三
号
最
高
裁
判
決
は
、
道
路

行
政
に
と
っ
て
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
。
ご
承
知
の

と
お
り
、
同
判
決
は
、
国
道
四
三
号
、
阪
神
高
速
道

路
神
戸
線
と
そ
の
沿
道
に
お
い
て
従
来
か
ら
講
じ
て

い
た
施
策
に
つ
い
て
、
｢十
分
に
実
効
を
収
め
て
い
る

と
ま
で
は
評
価
し
難
い
。｣と
し
た
上
で
、
当
該
道
路

か
ら
発
生
す
る
騒
音
が
受
忍
限
度
を
超
え
る
生
活
妨

害
を
与
え
た
と
し
て
、
蜘
60
1
65
勣
を
超
え
る
原
告

に
つ
い
て
損
害
賠
償
を
認
容
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(以
下
｢沿
道
法
｣と
い
う
。)
が
施
行
さ
れ
て
一
五
年

余
を
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し

て
、
市
街
地
内
の
幹
線
道
路
の
沿
道
の
多
く
に
お
い

て
、
道
路
交
通
騒
音
問
題
が
深
刻
で
あ
り
、
例
え
ば
、

一般
国
道
及
び
都
道
府
県
道
で
騒
音
規
制
区
域
又
は

用
途
地
域
を
通
過
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
環
境
基

準

(夜
間
)
を
オ
ー
バ
ー
す
る
も
の
が
約
三
0
%
一

四
、
七
〇
〇
如
、
要
請
限
度
を
超
過
す
る
も
の
も
約

八
%
三
、
五
〇
〇
蝿
あ
る
と
い
っ
た
状
況
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
建
設
省
で
は
、
い
ち
早
く
、
沿
道
法
の

改
正
を
行
う
方
針
を
固
め
、
そ
の
準
備
を
進
め
る
と

と
も
に
、
九
月
に
は
道
路
審
議
会
に

｢幹
線
道
路
と

沿
道
地
域
の
環
境
整
備
の
あ
り
方
｣
に
つ
い
て
諮
問

が
な
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
欧
州

(イ
ギ
リ
ス
、
フ

ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
三
国
)
の
道
路
交
通
騒
音
等
道
路

環
境
の
状
況
と
そ
の
対
策
に
つ
い
て
調
査
し
て
、
今

後
の
道
路
環
境
対
策
に
役
立
て
よ
う
と
い
う
こ
と
と

な
り
、
道
路
局
国
道
課
木
村
専
門
官
を
団
長
に
、
私

を
含
め
、
建
設
省
、
関
係
公
団
、
公
益
法
人
の
環
境

対
策
担
当
者
か
ら
な
る
欧
州
道
路
環
境
対
策
調
査
団

が
組
織
さ
れ
、
一
一
月
、
急
邁
、
秋
深
い
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
向
か
っ
た
。

以
下
は
、
そ
の
調
査
報
告
の
概
要
で
あ
る
。

一
一
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
道
路
環
境
の

現
状
と
対
策

調
査
団
が
最
初
に
降
り
立
っ
た
の
は
、
ロ
ン
ド
ン

ヒ
ー
ス
ロ
ー
空
港
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
道
路

庁

(建
設
省
道
路
局
に
相
当
)
と
そ
の
南
部
管
理
局

(道
路
専
門
の
関
東
地
方
建
設
局
と
い
っ
た
と
こ

ろ
)
を
訪
ね
た
。
ま
た
、
南
部
管
理
局
の
案
内
で
、

M
25

(
ロ
ン
ド
ン
環
状
道
路
)
の
環
境
対
策
の
現
場

調
査
等
を
行
っ
た
。

の

道
路
環
境
の
現
状

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
、
渋
滞
や

騒
音
問
題
等
が
激
化
し
て
い
る
。
E
C
レ
ベ
ル
で
の

環
境
法
強
化
の
動
き
に
伴
い
、
法
改
正
の
動
き
が
で

て
き
て
お
り
、
最
近
で
は
、
環
境
保
護
の
基
本
的
枠

組
み
を
定
め
た
環
境
保
護
法
(
一
九
九
〇
年
)、
環
境

男篤崎山

ヨーロツノミ℃"

道路環境対策

遭



保
護
規
則

(
一
九
九
一
年
)
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

②

騒
音
に
係
る
環
境
基
準
と
道
路
管
理
者
の
責
務

道
路
に
関
す
る
環
境
基
準
を
法
的
に
定
め
た
も
の

は
な
い
。
し
か
し
、
道
路
管
理
者
が
道
路
を
新
設
し
、

改
良
す
る
場
合
は
、
沿
道
の
環
境
保
全
の
た
め
、
環

境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
し
、
交
通
騒
音
の
予
測
と

対
策
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
で
、

騒
音
値
が
限
界
(動
(18
h
)
鯛
鋤
、
蜘
範
に
相
当
)以

上
に
な
る
場
合
、
公
的
補
助
に
よ
る
防
音
措
置
が
講

じ
ら
れ
る
。
道
路
建
設
に
当
た
っ
て
こ
の
基
準
を
遵

守
す
る
義
務
は
な
い

(こ
の
基
準
は
、
い
わ
ば
防
音

築堤 燭 に整備されて幡木製遮音壁o下段穢 ぬ、石材を感じ藁る 姦
コンクリート板を使用。 上段は、 アクリル板。

遮音壁は、 沿道の生活空間に溶け込んだ洗練されたデザインであり、
違和感を感じさせない。

工
事
助
成
義
務
の
基
準
)
が
、
E
C
法
に
基
づ
き
、

道
路
計
画
と
こ
れ
に
よ
る
騒
音
レ
ベ
ル
、
不
快
度
を

住
民
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
騒
音
対
策
は
、
沿
道
の
先
住
者
が
対

象
で
あ
り
、
後
住
者
は
対
象
に
な
ら
な
い
。

③

道
路
構
造
対
策

D

遮
音
壁

最
も
一
般
的
な
対
策
で
、
土
地
に
余
裕
が
あ
る
場

合
に
は
、
景
観
に
優
れ
て
い
る
築
堤
が
採
用
さ
れ
て

い
る
。
我
々
調
査
団
は
、
道
路
庁
南
部
管
理
局
の
案

内
で
、
実
際
の
遮
音
壁
を
視
察
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

ろだが、 車線は少なく狭さくが入

視認性については疑問が残るが、

な

の

範

少
は

い

は

て

な

セ

線
い
が

行

車
つ

柱

道

、
に

電

が

性
は

だ

認

に

ろ
視
街

こ

、

0

,と
;(、
る
し

ロンドン市内の道路風景

　　
　
　

　
　

＼

京

て
観

、三

束

っ
景

が
、
下
が
築
堤
で
木
製
の
遮
音
壁
、
上
部
は
透
光
性

の
あ
る
ア
ク
リ
ル
板
を
採
用
し
た
も
の
で
、
景
観
と

の
調
和
に
十
分
配
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
最
新
型

の
遮
音
壁
は
反
射
音
を
上
空
に
逃
が
す
た
め
、
上
に

数
度
傾
い
た
構
造
と
し
て
い
た
。

の

低
騒
音
舗
装

低
騒
音
舗
装
と
し
て

｢ポ
ー
ラ
ス
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
｣
(排
水
性
舗
装
)を
採
用
し
て
い
る
が
、
高
価
な

た
め
、
費
用
対
効
果
を
検
討
し
て
使
用
し
て
い
る
。

敷
設
当
初
は
5
ー
6
勣
の
低
減
効
果
が
あ
る
が
、
目

詰
ま
り
に
よ
っ
て
次
第
に
効
果
が
減
じ
て
く
る
。
ま

た
、
耐
久
性
に
も
問
題
が
あ
り
、
転
回
、
加
減
速
が

行
わ
れ
る
箇
所
等
で
は
使
用
し
て
い
な
い
。

ロンドン M 25 (環状線) の遮音壁



ま
た
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
の
騒
音
低
減
対
策
と

し
て
、
｢ウ
ィ
ス
パ
ー
(さ
さ
や
き
)
コ
ン
ク
リ
ー
ト
｣

を
試
行
中
で
あ
る
。
構
造
的
に
は
表
面
の
凸
凹
が
極

力
小
さ
く
な
る
も
の
。
通
常
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装

に
比
べ
て
1
-
蛎
ゐ
の
低
減
効
果
が
あ
り
、
交
通
量

が
多
く
、
舗
装
が
痛
み
や
す
い
箇
所
で
使
用
が
見
込

ま
れ
る
。

の

そ
の
他
の
対
策

半
地
下
道
路
は
、
特
殊
な
事
例
と
し
て
は
あ
る
が

一
般
的
で
な
い
。
景
観
保
全
の
た
め
地
下
化
す
る
例

は
あ
る
が
、
稀
で
あ
る
。

④

土
地
利
用
規
制

電車。 断面を小さくするため車体はアーチ型の形状をしてい

ドアの近くは居住性が非常に悪い。 ドアの開放は、 乗客が扉につ
　
　
　

電
ア

タ

鉄

ド

ボ

下

o
た

地

る

い

一
九
七
三
年
環
境
省
、
ウ
エ
ー
ル
ズ
省
通
達
で
、

屋
外
騒
音
が
加
(18
h
)
"
ゐ
(国
“
に
相
当
)を
超
え

る
土
地
は
、
可
能
な
限
り
住
宅
の
新
築
に
使
用
し
て

は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
大
都
市
地
域
で
、
遮
音
壁
設

置
に
よ
っ
て
も
転
"
ゐ
を
達
成
で
き
な
い
場
合
に
お

い
て
は
、
建
物
を
防
音
構
造
と
す
べ
き
で
、
室
内
騒

音
は
勤
め
趾
以
上
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

◎

交
通
規
制

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
道
路
管
理
者
が
交
通
規
制
を
行

っ
て
い
る

(取
り
締
ま
り
は
警
察
)
。

騒
音
の
関
係
で
は
、
｢
ロ
ー
リ
ー
バ
ン
｣と
い
う
夜

間
の
ト
ラ
ッ
ク
通
行
規
制
を
行
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が

あ
る
。

@

損
害
賠
償
請
求
制
度

一
九
七
三
年
の
土
地
補
償
法
(せ
き
Q
O
OB
澪
扇
中

[5
口
P
R
)で
、
道
路
等
の
公
共
事
業
に
よ
る
財
産
価

値
の
低
下
に
対
し
て
住
民
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
損
害
賠
償
請
求
は
、
道
路
の

新
設
又
は
改
良
に
よ
り
、
騒
音
、
振
動
、
排
気
ガ
ス
、

人
工
照
明
、
沿
道
へ
の
排
出
物
等
に
つ
い
て
、
そ
の

道
路
の
供
用
に
よ
る
財
産
価
値
の
低
下
に
つ
い
て
認

め
ら
れ
る

(国
道
四
三
号
判
決
の
よ
う
な
生
活
妨
害

に
対
す
る
損
害
賠
償
と
は
異
な
る
)。

こ
れ
は
、
道
路
等
の
公
共
事
業
が
な
か
っ
た
場
合

に
比
べ
た
価
値
低
下
額
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
、
そ
の

額
は
、
地
区
鑑
定
人
が
査
定
す
る
。
た
だ
、
担
当
省

庁
が
、
防
音
対
策
補
助
を
行
っ
て
い
る
場
合
、
遮
音

壁
等
の
対
策
工
事
を
し
た
場
合
、
公
共
工
事
に
よ
っ

て
資
産
価
値
が
高
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
分
が

考
慮
さ
れ
、
又
は
相
殺
さ
れ
る
。

査
定
に
不
満
の
場
合
に
は
土
地
裁
判
所

(せ
g
Q

一
口
甘
日
]"
□

に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
･0ま

た
、
公
共
事
業
に
よ
っ
て
深
刻
な
影
響
を
受
け

る
と
省
庁
が
認
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
住
宅
を
買
い

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
道
路
環
境
の

現
状
と
対
策

ロ
ン
ド
ン
か
ら
我
々
調
査
団
は
、
開
通
間
も
な
い

ユ
ー
ロ
ス
タ
ー
に
乗

っ
て
パ
リ
ヘ
と
向
か
っ
た
。
ロ

ン
ド
ン
を
出
る
と
す
ぐ
に
農
村
地
帯
に
入
り
、
ユ
ー

ロ
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
っ
て
パ
リ
ま
で
、
途
中
に
ほ
と

ん
ど
市
街
地
ら
し
い
市
街
地
が
な
い
の
に
は
驚
か
さ

れ
る
。
ユ
ー
ロ
ス
タ
ー
車
内
で
は
、
飛
行
機
の
よ
う

に
食
事
と
ワ
イ
ン
の
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
、
三
時
間
の

快
適
な
旅
を
満
喫
。

調
査
団
の
メ
ン
バ
ー
全
員
が
パ
リ
は
初
め
て
。
放

射
状
の
見
事
な
都
市
計
画
、
ゴ
シ
ッ
ク
で
バ
ロ
ッ
ク

で
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
教
会
と
宮
殿
、
オ
ス
マ
ン
様
式
の

ア
パ
ー
ト
群
、
ロ
ー
タ
リ
ー
形
式
の
交
差
点
で
発
生

す
る
大
渋
滞
、
様
々
な
人
種
の
往
来
、
お
の
ぼ
り
さ

62 道イテセ 96.5



ん
気
分
も
最
高
潮
で
あ
る
。

と
は
い
っ
て
も
ま
ず
は
仕
事
。
パ
リ
で
は
、
フ
ラ

ン
ス
設
備
･
交
通
･
観
光
省

(デ
フ
ァ
ン
ス
の
あ
の

新
凱
旋
門
内
に
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
大
蔵
省
と
並

ぶ
権
威
あ
る
省
と
の
こ
と
。)道
路
局
と
道
路
局
セ
ー

ヌ
県
事
務
所

(な
お
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
県
知
事
は
国

の
任
命
で
あ
り
、
県
は
国
の
出
先
機
関
と
し
て
、
各

省
の
関
係
行
政
を
行
っ
て
い
る
。)を
訪
問
し
た
。
ま

た
、
セ
ー
ヌ
県
の
案
内
で
ペ
リ
フ
ェ
リ
ッ
ク

(パ
リ

環
状
道
路
)
の
環
境
対
策
現
場
を
視
察
し
た
。

の

道
路
環
境
の
現
状

一
九
八
三
年
に
調
査
し
た
結
果
、
増
作
曲
を
超
え

る
世
帯
は
三
一万
、
70
1
巧
砒
の
世
帯
は
二
四
万
で

あ
っ
た
。

表 単位 :L eq db

対象地域
~

昼
倦 ~

夜
@

繊
城

宅

地

住
舘
勉

等

な

以

所

院

校

静

れ

務

病

学

閑

そ

事

印

印

印

鐙

“

琉

…

$

“

…

カラフルな遮音壁。音の乱反射を避けるため、遮音壁自身傾いている。

②

環
境
基
準

D

新
設
道
路

新
設
道
路
の
場
合
、
道
路
管
理
者
は
次
の
基
準
を

遵
守
す
る
必
要
が
あ
る

(表
1
)。

の

改
良
道
路

道
路
を
改
良
す
る
場
合
、
昼
間
稀
鋤
、
夜
間
60
莇

以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め

既
設
道
路

先
行
優
先
の
原
則
が
あ
り
、
既
設
道
路
に
つ
い
て
、

道
路
管
理
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
を
設
け
て
い
な
い
。

た
だ
、
70
砒
を
超
え
る
地
域
に
つ
い
て
は
、
｢ブ
ラ
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト
｣
と
し
て
い
る
。

③

道
路
管
理
者
の
責
務

D

新
設
道
路

“

一
九
七
六
年
よ
り
、
新
設
道
路
に
つ
い
て
は
、
計

5

画
段
階
か
ら
住
民
協
議
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

　

の
協
議
の
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
、
計
画
段
階
で
事

擶

前
調
査
を
行
い
、
一
般
住
民
及
び
地
元
議
員
に
開
示

し
、
聴
聞
を
行
う
。
住
民
と
の
調
整
は
行
政
裁
判
所

が
行
い
、
そ
の
判
断
と
し
て
は
、

①

公
益
認
定
を
行
う

(認
容
)。

②

計
画
に
条
件
が
付
さ
れ
て
認
め
ら
れ
る

(行

政
側
が
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
)
。

パリ環状線の遮音壁

重厚な感じのする遮音壁。



③

公
益
認
定
を
拒
否
す
る
。

の
三
種
類
が
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
②
の
ケ
ー
ス
が

多
い
。

の

既
設
道
路

既
設
道
路
に
つ
い
て
は
、
道
路
の
改
良
の
際
に
、

基
準
以
下
に
す
る
よ
う
、
改
良
工
事
に
併
せ
て
遮
音

壁
の
設
置
、
低
騒
音
舗
装
の
実
施
、
防
音
工
事
助
成

が
行
わ
れ
る
。

ま
た
、
既
設
道
路
で
改
良
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い

道
路
に
つ
い
て
も
、
ブ
ラ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
認
定
さ

れ
れ
ば
、
順
次
、
遮
音
壁
の
設
置
、
低
騒
音
舗
装
の

実
施
、防
音
工
事
助
成
(防
音
工
事
助
成
が
八
0
%
)

を
進
め
て
い
る
。
八
四
年
以
降
、
年
間
一
億
フ
ラ
ン

を
か
け
て
、
一
〇
年
間
で
三
万
五
千
世
帯
に
対
応
し

た

(今
後
こ
の
ペ
ー
ス
で
"
滝
以
上
の
世
帯
す
べ
て

に
対
応
す
る
に
は
一
〇
〇
年
か
か
る
。)

そ
の
他
の
既
設
道
路
に
つ
い
て
は
、
騒
音
対
策
は

講
じ
な
い
。
先
行
優
先
の
原
則
か
ら
、
対
策
を
す
る

の
は
住
宅
を
建
設
す
る
側
で
あ
る
。

⑭

道
路
構
造
対
策

心

遮
音
壁

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
道
路
交
通
騒
音
対
策
と
し
て
、

特
に
遮
音
壁
の
建
設
が
有
効
で
あ
る
と
し
て
い
る

(最
大
10
戴
減
少
)。
フ
ラ
ン
ス
の
遮
音
壁
は
、
イ
ギ

リ
ス
の
よ
う
に
木
製
を
基
調
と
し
て
統
一
的
な
デ
ザ

イ
ン
で
は
な
く
、
(
い
か
に
も
フ
ラ
ン
ス
ら
し
い
が
)

癩

旧城壁を利用した遮音壁。

壁　

　
　　

遮の県

も

周辺の樹木をマッチした木目調の遮音壁。

住民からの要望から掘割部を蓋掛けする予定となっている箇所。 車道側からの遮音壁。 日照のため、 遮音壁の上部に透明板を配

置。 下部にはフラワーポット。
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部
分
ご
と
に
建
築
家
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
作
品
と
し

て
遮
音
壁
の
デ
ザ
イ
ン
を
設
計
し
、
同
一
路
線
で
も

バ
ラ
バ
ラ
な
デ
ザ
イ
ン
の
遮
音
壁
が
断
続
し
て
い
る
。

説
明
を
し
て
く
れ
た
担
当
者
は
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

の
困
難
さ
、
デ
ザ
イ
ン
の
不
統

一
に
よ
り
、
フ
ラ
ン

ス
の
遮
音
壁
対
策
は
失
敗
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
る

が
、
実
際
に
走
行
し
た
感
じ
で
は
、
木
製
の
も
の
、

古
城
の
城
壁
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
た
も
の
、
虹
色
の

も
の
、
透
明
の
も
の
、
反
射
を
防
ぐ
た
め
傾
い
た
も

の
、
植
裁
が
施
さ
れ
た
も
の
等
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ

の
遮
音
壁
が
連
な
っ
て
、
そ
れ
な
り
に
我
々
の
目
を

楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
。

九
六
年
に
は
遮
音
壁
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
開
き
、

デ
ザ
イ
ン
、
構
造
の
統
一
を
図
る
そ
う
で
あ
る
が
、

名
だ
た
る
文
化
大
国
フ
ラ
ン
ス
、
ど
の
よ
う
な
も
の

と
な
る
の
か
楽
し
み
で
あ
る
。

の

低
騒
音
舗
装

五
年
前
か
ら
排
水
性
舗
装
を
採
用
、
3
勣
の
低
減

効
果
。
排
水
性
を
さ
ら
に
三
0
%
高
め
た
も
の
は
さ

ら
に
3
砒
の
低
減
効
果
が
あ
る
。

市
街
地
内
で
は
、
通
常
の
も
の
は
平
坦
性
の
確
保

が
困
難
で
あ
り
、
良
質
な
六
面
の
も
の
を
採
用
し
て

い
る
。

の

道
路
の
地
下
、
半
地
下
化

道
路
の
切
り
下
げ
が
行
わ
れ
て
い
る
箇
所
に
お
い

て
、
住
民
か
ら
の
蓋
か
け
の
要
望
を
受
け
て
蓋
か
け

構
造
化
し
て
い
る
o

③

土
地
利
用
規
制

土
地
占
用
計
画
に
お
い
て
、
高
速
道
路
等
の
通
過

道
路
、
幹
線
道
路
の
両
側
二
〇
0
m
以
内
で
は
、
住

宅
、
診
察
･
教
育
施
設
の
建
築
が
禁
止
、
又
は
二
重

窓
に
よ
る
防
音
構
造
化
を
義
務
づ
け
し
て
い
る
。

土
地
占
用
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
な
い
地
域
で
は
、

自
動
車
専
用
道
路
か
ら
五
0
m

(幹
線
道
路
か
ら
三

五
m
)
以
内
で
は
、
住
宅
が
禁
止
。

ま
た
、
既
設
道
路
に
近
接
し
て
建
築
さ
れ
る
建
物

の
基
準
を
現
在
検
討
中
で
あ
る
。
新
し
い
基
準
で
は
、

室
内
騒
音
基
準
を
節
莇
と
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い

　
　　

③

交
通
規
制

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
交
通
規
制
の
う
ち
、
速
度
規
制

等
の
交
通
に
係
る
も
の
は
、
国
の
機
関
で
あ
る
ポ
リ

ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
(市
街
地
)
、
ジ
ャ
ン
ダ
ル
ム

(そ
れ

以
外
)、
内
務
省
機
動
隊
(高
速
道
路
)
が
行
う
。
駐

車
規
制
、
進
入
制
限
、
バ
ス
レ
ー
ン
等
の
道
路
に
係

る
規
制
は
市
町
村

(国
道
は
国
の
了
解
が
必
要
)
で

あ
る
。
た
だ
し
、
パ
リ
市
は
パ
リ
県
警
察

(国
の
代

理
人
)
が
道
路
に
係
る
規
制
を
行
っ
て
い
る
。
取
締

り
は
警
察
だ
が
、
バ
ス
経
路
上
の
駐
車
違
反
の
切
符

切
り
は
、
営
団

(バ
ス
事
業
を
運
営
)
の
職
員
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

直
接
騒
音
に
関
す
る
規
制
で
な
い
が
、
パ
リ
で
は
、

昼
間
の
大
型
貨
物
車
の
駐
車
、
停
車
規
制
が
行
わ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
貨
物
車
は
パ
リ
を
通
過
す
る
こ
と

は
全
日
禁
止
さ
れ
て
い
る
o

の

環
境
に
係
る
訴
訟

公
の
工
作
物
の
不
可
侵
性
が
原
則
と
さ
れ
、
私
人

は
、
公
の
工
作
物
の
破
壊
、
移
転
、
変
更
の
判
決
を

裁
判
で
得
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
事

後
的
に
は
金
銭
補
償
の
み
が
あ
り
う
る
。

四

ド
イ
ツ
に
お
け
る
道
路
環
境
の

現
状
と
対
策

パ
リ
シ
ャ
ル
ル
ド
ゴ
ー
ル
空
港
か
ら
ド
イ
ツ
ケ
ル

ン
･
ボ
ン
空
港
へ
。
ド
イ
ツ
で
は
農
村
風
景
の
美
し
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さ
に
感
嘆
す
る
。
日
本
の
都
市
計
画
と
は
、
一
〇
〇

年
た
っ
て
も
追
い
つ
き
そ
う
に
な
い
ほ
ど
の
半
ば
絶

望
的
な
差
を
感
じ
る
。

ボ
ン
で
は
、
連
邦
交
通
省
の
道
路
建
設
局
を
訪
問

し
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
の
環
境
対
策
の
現
場
を
視
察
し

た
。

･

の

道
路
環
境
の
現
状

都
市
内
で
道
路
交
通
騒
音
に
関
す
る
提
訴
が
非
常

に
多
い
。
ま
た
、
大
気
汚
染
が
こ
こ
ニ
ー
三
年
問
題

に
な
っ
て
い
る
。

②

環
境
基
準

D

影
響
限
界
値

交
通
騒
音
対
策
条
例
に
よ
る
影
響
限
界
値
は
表

2
の
と
お
り
で
あ
る
。

の

室
内
環
境
基
準

室
内
環
境
基
準
は
、
草
案
の
段
階
で
あ
る
が
、
昼

間
鱒
砒
、
夜
間
鋤
趾
と
な
る
予
定
で
あ
る
。

③

道
路
管
理
者
の
責
務

道
路
管
理
者
は
、
②
D
の
基
準
を
超
え
る
と
き
、

遮
音
壁
、
遮
音
築
堤
、
低
騒
音
舗
装
、
防
音
窓
の
費

用
助
成
を
行
う
。
低
騒
音
舗
装
の
み
と
い
う
こ
と
は

な
い
い
。

一
九
九
三
年
末
の
連
邦
長
距
離
道
路
に
お
い
て
、

実
施
し
た
騒
音
予
防
、
騒
音
対
策
の
合
計
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
o

･
遮
音
築
堤

六
三
六
虹

･
遮
音
壁

一
、
一
六
〇
如

･
防
音
窓

五
一
五
、
0
0
0
脛

こ
れ
ら
は
一
九
九
三
年
末
ま
で
に
三
九
億
マ
ル
ク

が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
道
路
建
設
費
の
役
三
一%
が

環
境
保
護
に
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
半
分
の
六

表 単位 :L eq db

建物 ･
地域カテゴリー

日中 ( 6 時 ~ 22時) 夜間 (22時 ~ 6 時)

騒音予防 騒音対策 騒音予防 騒音対策

病院
、

学校
、

療養所
、

老人ホール
57

"

“

印
粋な一般居住地区

、
規模住宅地

59 49

中心地域
、

村落地
混合地域

“ 72 ,54 ,62

産業地域 69 お 59 “

* 騒音予防 揉ま、 連邦長距離道路 (アウトバーン) の新設や大規模な

変更の場合の基準。
* 騒音対策とは、 既存の連邦長距離道路についての基準。

ドイツ アウトバーンの築堤

ドイツでベストとされる騒音対策は、 遮音効果のある築堤に既存林に

よる植栽が施されたものである。 これは景観的にも優れている。

沿道から築堤を外観したもの。
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%
が
騒
音
防
止
に
使
わ
れ
て
い
る
。

道
路
建
設
計
画
は
住
民
に
オ
ー
プ
ン
に
出
さ
れ
る
。

住
民
は
意
見
を
言
っ
た
り
質
問
し
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
住
民
が
計
画
に
欠
陥
が
あ
る
と
思
う
と

行
政
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
で
き
る
。
裁
判
所
が
プ

ラ
ン
を
変
え
る
か
、
住
民
に
受
忍
さ
せ
る
か
判
断
す

る
。④

道
路
構
造
の
改
善

騒
音
対
策
と
し
て
は
、
築
堤
が
中
心
で
あ
る
。
こ

れ
が
景
観
上
も
よ
く
、
ま
た
、
高
速
道
路
建
設
の
残

ドイツ連邦交通省にサンプルとして置かれている遮音壁の数 。々

土
を
利
用
で
き
る
の
で
安
上
が
り
で
あ
る
と
い
う
。

他
に
、
遮
音
壁
十
築
堤
、
遮
音
壁
の
み
も
あ
る
。

遮
音
壁
の
場
合
、
景
観
を
考
え
て
両
サ
イ
ド
か
ら

植
樹
し
て
い
る
。ま
た
、ド
イ
ツ
で
は
リ
サ
イ
ク
ル
が

非
常
に
進
ん
で
お
り
、
リ
サ
イ
ク
ル
し
た
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
等
で
遮
音
壁
を
つ
く
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
。

例
外
的
に
半
地
下
構
造
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
不
十

分
な
場
合
、
ト
ン
ネ
ル
化
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
非
常

に
金
が
か
か
る
措
置
で
あ
る
。

我
々
調
査
団
は
、
ボ
ン
郊
外
の
ト
ン
ネ
ル
化
し
た

ア
ウ
ト
バ
ー
ン
を
視
察
し
た
が
、
こ
れ
は
二
-
三
〇

年
前
の
工
事
で
あ
り
、
現
在
で
は
ま
ず
や
ら
な
い
と

い
)フ
。

③

土
地
利
用
規
制

ア
ウ
ト
バ
ー
ン
か
ら
四
0
m
、
連
邦
幹
線
道
路
か

ら
二
0
m
以
内
で
は
、
建
築
物
の
建
築
を
禁
止
さ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
騒
音
、
安
全
性
等
に
つ
い
て

の
対
策
を
講
じ
れ
ば
許
可
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

③

交
通
規
制

ド
イ
ツ
の
交
通
規
制
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
は
交
通

省
道
路
交
通
局
で
行
っ
て
い
る
。
騒
音
防
止
の
た
め

の
速
度
制
度
は
、
走
行
方
法
に
よ
っ
て
同
じ
速
度
で

も
騒
音
の
レ
ベ
ル
は
異
な
る
の
で
、
あ
ま
り
意
味
が

な
い
と
い
っ
て
い
た
。

の

環
境
に
関
す
る
訴
訟

騒
音
に
関
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
、
原
則
と
し
て

認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
非
常
に
稀
で
は
あ
る
が
、

騒
音
が
う
る
さ
く
て
バ
ル
コ
ニ
ー
等
で
く
つ
ろ
げ
な

い
と
き
、
不
利
用
の
損
害
賠
償
と
い
う
こ
と
が
あ
り

得
る
と
い
っ
て
い
た

(ど
う
い
っ
た
も
の
か
、
も
う

一
つ
理
解
で
き
な
か
っ
た
が
。)。

五

ま
と
め

○

騒
音
基
準

我
が
国
の
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
は
、
そ
の
絶
対

的
な
基
準
の
厳
し
さ
は
と
も
か
く
、
既
存
道
路
と
新

設
道
路
と
で
基
準
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
実

現
可
能
性
に
大
き
な
課
題
が
残
る
も
の
と
な
っ
て
い

ろ
%イ

ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
で
は
、
既
存
道

路
の
騒
音
基
準
と
新
設
道
路
の
騒
音
基
準
を
区
別
し
、

そ
れ
ぞ
れ
前
者
の
方
が
基
準
を
緩
く
す
る
こ
と
に
よ

り
現
実
的
な
対
応
を
図
っ
て
い
る
。

た
だ
、
既
設
道
路
の
騒
音
基
準
の
意
味
は
、
各
国

で
異
な
っ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
既
設
道
路
の
改
築
の
場
合
も
新
設

道
路
の
基
準
(動
邸
)で
道
路
改
築
を
行
う
こ
と
と
さ

れ
て
お
り
、
既
存
道
路
の
基
準
(脳
"
)は
、
住
宅
建

設
の
規
制
値
と
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
新
設
道
路
の
基
準

(昼
間
蜘
卸
、

65
、
昼
間
頸

60
)、
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
道
路

の
改
造
の
際
の
基
準
(昼
間
琉
、
夜
間
60
)、
プ
ラ
ッ
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ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
道
路
管
理
者
が
措
置
を
講
じ
る

基
準

("
)
の
三
種
類
が
あ
る

(さ
ら
に
住
宅
建
設

の
規
制
値
は
現
在
検
討
中
)。

ド
イ
ツ
で
は
、新
設
･
改
築
の
際
の
騒
音
基
準
(昼

間
蜘
57
1
69
)、
昼
間
幻
ー
粉
)と
は
別
に
、
既
存
道

路
の
基
準

(昼
問
わ
i
夜

夜
間
60
-
65
)
が
、
道

路
管
理
者
が
騒
音
対
策
を
講
ず
る
基
準
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
室
内
の
基
準
の
法
律
制
定
を
準

備
し
て
い
る
。

②

道
路
管
理
者
の
責
務
と
道
路
建
設
の
ル
ー
ル

イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
い
ず
れ
も
、
道

路
管
理
者
の
責
務
に
つ
い
て
は
、
先
行
優
先
の
原
則

に
よ

っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
既
設
の
騒
音
の
著
し
い
道
路
の
沿
道

に
新
た
に
住
宅
を
建
設
す
る
場
合
に
は
、
住
宅
を
建

設
す
る
者
が
防
音
上
の
義
務
を
課
さ
れ
、
既
に
あ
る

市
街
地
に
新
規
に
道
路
を
建
設
す
る
場
合
に
は
、
道

路
サ
イ
ド
で
騒
音
上
の
基
準
を
遵
守
す
る
義
務
が
あ

る
。
ま
た
、
道
路
の
構
造
で
は
ど
う
し
て
も
対
応
が

で
き
な
い
場
合
に
は
、
防
音
工
事
助
成
を
す
る
義
務

が
道
路
管
理
者
に
あ
る
。

た
だ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
既
設
道
路
に
つ
い
て
も
、

基
準

(道
路
建
設
･
改
築
の
時
の
基
準
と
は
異
な
る

高
い
基
準
)
を
満
た
し
て
い
な
い
道
路
を
ブ
ラ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト
と
し
て
防
音
工
事
助
成
等
を
道
路
管
理
者

が
行

っ
て
い
る
。

ま
た
、
我
が
国
で
は
、
道
路
建
設
に
当
た
っ
て
、

遵
守
す
べ
き
騒
音
の
基
準
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
の

代
替
措
置
、
住
民
と
の
調
整
の
ル
ー
ル
等
が
不
明
確

で
、
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
て
い
る
例
が
あ
る
が
、
調
査

対
象
の
各
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
ル
ー
ル
化

が
相
当
確
立
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
土
地
補
償
法
に
よ
り
、
基
準
が

満
た
さ
れ
な
い
場
合
に
は
補
償
を
行
っ
て
処
理
す
る

方
式
で
あ
る
o

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
新
設
道
路
に
つ
い
て
住
民
と
の

協
議
が
ル
ー
ル
化
さ
れ
て
お
り
、
行
政
裁
判
所
が
行

政
の
主
張
と
住
民
の
主
張
を
考
慮
し
、
例
え
ば
条
件

付
き
で
計
画
を
認
容
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る

(そ
の
か
わ
り
、
事
後
的
に
公
の
計

画
に
つ
い
て
訴
訟
は
で
き
な
い
)
。

ド
イ
ツ
で
も
、
道
路
建
設
計
画
は
住
民
に
オ
ー
プ

ン
に
出
さ
れ
、
住
民
は
意
見
を
言
っ
た
り
質
問
し
た

り
す
る
こ
と
が
で
き
、
住
民
が
計
画
に
欠
陥
が
あ
る

と
思
う
と
行
政
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
し
、
裁
判
所

が
判
断
す
る
。

③

道
路
構
造
対
策

各
国
と
も
、
遮
音
壁
、
低
騒
音
舗
装
が
対
策
の
中

心
で
あ
る
。

遮
音
壁
に
つ
い
て
は
、
各
国
そ
れ
ぞ
れ
に
や
り
方

が
異
な
っ
て
お
り
非
常
に
興
味
深
か
っ
た
。
イ
ギ
リ

ス
で
は
木
造
の
遮
音
壁

(騒
音
の
反
射
を
防
ぐ
た
め

上
方
に
傾
斜
)、
フ
ラ
ン
ス
で
は
区
間
ご
と
に
建
築
家

が
様
々
な
デ
ザ
イ
ン
で
遮
音
壁
を
建
設
、
ド
イ
ツ
で

は
築
堤
又
は
築
堤
十
遮
音
壁
と
い
っ
た
と
こ
ろ
。

い
ず
れ
も
共
通
す
る
の
は
、
景
観
に
多
大
の
配
慮

を
払

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ド
ラ
イ
バ
ー
の
み
な

ら
ず
、
沿
道
の
住
宅
か
ら
見
た
景
観
に
も
非
常
に
気

を
使

っ
て
い
る
o

低
騒
音
舗
装
に
つ
い
て
は
非
常
に
関
心
が
高
く
、

そ
の
技
術
開
発

(特
に
耐
久
性
)
に
期
待
を
寄
せ
て

い
た
。

地
下
化
、
半
地
下
化
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
の
国
で

も
有
効
だ
が
非
常
に
コ
ス
ト
が
高
い
と
い
う
判
断
で
、

例
外
的
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

㈱

土
地
利
用
規
制

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
加
"
勣
を
超
え
る
土
地
は
可
能

な
限
り
住
宅
の
新
築
は
不
可
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
土

地
占
用
計
画
に
よ
る
新
線
道
路
沿
道
の
住
宅
等
の
立

地
規
制
又
は
防
音
構
造
化
、
ド
イ
ツ
の
ア
ウ
ト
バ
ー

ン
沿
道
の
四
0
m
規
制
、
幹
線
道
路
沿
道
の
二
0
m

規
制
が
あ
る
o

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
転
"
戴
を
超
え
る
場
合
、

建
物
を
防
音
構
造
化
す
べ
き
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
、

ド
イ
ツ
で
は
室
内
の
騒
音
基
準
を
検
討
中
で
あ
る
。

③

交
通
規
制
に
つ
い
て

イ
ギ
リ
ス
は
、
道
路
管
理
者
が
交
通
規
制
を
行
っ

て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
交
通
規
制
の
う
ち
、
速
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度
規
制
等
の
交
通
に
係
る
規
制
と
駐
車
規
制
、
進
入

制
限
、
バ
ス
レ
ー
ン
等
の
道
路
に
係
る
規
制
と
が
分

か
れ
て
お
り
、
前
者
は
国
の
機
関
、
後
者
は
原
則
と

し
て
市
町
村
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
交
通
省
の
道

路
交
通
局
で
交
通
規
制
を
行
っ
て
い
る

(道
路
管
理

は
同
じ
省
の
道
路
建
設
局
)。

イ
ギ
リ
ス
で
は
ト
ラ
ッ
ク
規
制
と
し
て
ロ
ー
リ
ー

バ
ン
が
あ
る
。

六

お
わ
り
に

一
一
日
間
に
わ
た
る
調
査
を
終
え
て
、
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
空
港
を
後
に
調
査
団
一
同
は
無
事
成
田
に
降

り
立
っ
た
。
な
お
、
調
査
時
点
で
の
懸
案
で
あ
っ
た

事
項
に
つ
い
て
は
、
二
月
ま
で
に
沿
道
法
の
改
正
案

を
国
会
提
出
し
、
ま
た
、
道
路
審
議
会
の
中
間
と
り

ま
と
め
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
で
、
貴
重
な
時
間
を
割
い
て
い
た
だ

き

(
一
時
間
以
上
予
定
時
間
を
オ
ー
バ
ー
し
た
と
こ

ろ
も
。)、
ま
た
、
ぶ
し
つ
け
な
質
問
に
も
大
変
懇
切

丁
寧
に
対
応
し
て
い
た
だ
い
た
各
国
の
担
当
者
の

方
々
、
不
慣
れ
な
我
々
に
い
ろ
い
ろ
気
を
配
っ
て
い

た
だ
い
た
現
地
ア
タ
ッ
シ
ェ
等
の
方
々
、
忙
し
い
中

に
長
期
に
わ
た
る
出
張
を
許
し
て
い
た
だ
い
た
職
場

の
方
々
に
対
し
、
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
を
申
し
上

げ
て
拙
文
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

(道
路
局
路
政
課
課
長
補
佐
)

本
誌
は
、
平
成
二
年
四
月
の
創
刊
以
来
、
皆
様
の
御
支
援
を
頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
誌
面

の
な
お
一
層
の
充
実
の
た
め
、
読
者
の
皆
様
方
か
ら
の
原
稿
を
掲
載
す
る
コ
ー
ナ
ー
を
設
け

て
お
り
ま
す
。

日
頃
道
路
･
道
路
行
政
に
対
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と
、
現
場
か
ら
の
生
の
話
題
、
ユ
ニ
ー

ク
な
試
み
、
海
外
へ
の
出
張
報
告
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
御
立
場
か
ら
自
由
に
テ
ー
マ
を
選
び
、

四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
五
-
-
0
枚
程
度
に
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。

奮
っ
て
の
御
応
募
を
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
投
稿
原
稿
の
採
否
、
掲
載
号
、
送
り
ガ
ナ
等
文
章
表
現
に
つ
き
ま
し
て
は
、
事
務

局
に
御
一
任
下
さ
い
。
掲
載
原
稿
に
つ
き
ま
し
て
は
、
薄
謝
を
進
呈
い
た
し
ま
す
。

宛
先

〒

-
0
0

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
-

-
･ー
三

建
設
省
道
路
局
路
政
課
内

｢道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
｣
事
務
局
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“ 月
･日

世
･界

の
動

き

0
三

日
投
票
の
韓
国
総
選
挙
は
開
票
が
終
わ
り
、
与
党
の
新
韓

国
党

(総
裁
･
金
泳
三
大
統
領
)
は
、
一
三
九
議
席
で
、
単
独
過

半
数
に
届
か
な
か
っ
た
。
野
党
、
国
民
会
議
の
金
大
中
総
裁
は
、

全
国
区
候
補
で
落
選
し
た
。

○
米
政
府
が
日
米
自
動
車
･
同
部
品
合
意
の
実
施
状
況
報
告
書
を

発
表
。
こ
の
半
年
間
に
米
自
動
車
メ
ー
カ
ー
大
手
三
社
の
対
日
輸

出
が
、
前
年
同
期
で
三
三
%
増
加
と
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

○
国
際
通
貨
基
金

(I
M
F
)
が
世
界
経
済
見
通
し
を
発
表
、
日

本
は
円
高
是
正
を
背
景
に
景
気
回
復
が
本
格
化
し
、
実
質
国
内
総

生
産

(G
D
P
)
の
成
長
率
は
、
一
九
九
六
年
が
二
･
七
%
、
九

七
年
が
三
･
一
%
と
、
主
要
七
カ
国
で
最
も
高
い
成
長
率
を
達
成

す
る
と
し
て
い
る
。

○
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
が
定
例
理
事
会
で
、
公
定
歩
合
を
○
･
五
%

引
き
下
げ
、
年
二
･
五
%
と
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
マ
ル
ク
高
に

よ
る
輸
出
企
業
の
業
績
悪
化
な
ど
で
昨
年
の
実
質
経
済
成
長
率
は

一
.
九
%
に
と
ど
ま
っ
た
。

○
世
界
銀
行
、
国
連
環
境
計
画

(U
N
E
P
)
な
ど
が
、
世
界
の

人
□
は
二
〇
二
五
年
ま
で
に
五
0
%
以
上
増
え
て
、
八
三
億
人
と

な
り
、
二
〇
五
〇
年
に
は
、
一
〇
〇
億
人
に
達
す
る
可
能
性
が
あ

る
と
、
報
告
。
炭
酸
ガ
ス
(C
0
2
)
の
排
出
量
が
増
え
、
気
候
の

変
化
に
よ
り
、
多
く
の
人
が
飢
え
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。

事

項

"

月
･日

国
内
の

動

き

○
東
京
地
裁
民
事
二
十
部
が
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
破
産
を
宣
告
し

た
。
こ
れ
に
伴
い
、
破
産
管
財
人
が
選
任
さ
れ
、
教
団
資
産
の
売

却
と
債
権
者
へ
の
配
当
に
向
け
て
作
業
を
始
め
た
。

○
東
京
H
I
V

(エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
)
↑訴
訟
は
、
東
京
地
裁
で
和

解
協
議
が
開
か
れ
、
裁
判
上
の
和
解
が
成
立
し
た
。
原
告
、
被
告

の
合
意
内
容
は
①
被
害
者
一
人
当
た
り
、
四
五
〇
〇
万
円
の
和
解

一
時
金
を
支
払
う
②
被
告
側
が
発
症
者
健
康
管
理
手
当

(仮
称
)

制
度
を
創
設
す
る
ー
ー
な
ど
。
大
阪
H
I
V
訴
訟
も
大
阪
地
裁
で

同
日
、
和
解
が
成
立
し
た
。

○
衆
院
は
本
会
議
で
、
住
宅
金
融
専
門
会
社

(住
専
)
処
理
の
た

め
の
六
八
五
〇
億
円
を
含
む
総
額
七
五
兆
一
〇
四
九
億
円
の
一
九

九
六
年
度
予
算
案
を
可
決
、
参
院
に
送
付
し
た
。

○
経
営
不
振
の
マ
ツ
ダ

(本
社
･
広
島
県
府
中
町
)
は
、
米
フ
ォ

ー
ド
社
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
ヘ
ン
リ
ー
･
ウ
オ
レ
ス
副
社
長
が

社
長
に
昇
格
、
フ
ォ
ー
ド
の
持
ち
株
比
率
を
三
三
･
四
%

(現
在

二
五
%
)
に
引
き
上
げ
る
と
発
表
。
マ
ツ
ダ
は
フ
ォ
ー
ド
傘
下
で

再
建
を
図
る
。

○
橋
本
龍
太
郎
首
相
と
モ
ン
デ
ー
ル
駐
日
米
大
使
が
共
同
記
者
会

見
。
普
天
間
飛
行
場

(沖
縄
)
を
五
年
な
い
し
七
年
以
内
に
日
本

に
全
面
返
還
す
る
こ
と
で
合
意
と
発
表
。

○
橋
本
首
相
と
ク
リ
ン
ト
ン
米
大
統
領
が
会
談
、
極
東
有
事
を
に

ら
ん
だ
防
衛
協
力
の
推
進
を
盛
り
込
ん
だ
安
保
共
同
宣
言
と
、
両

国
間
の
経
済
･
貿
易
問
題
の
迅
速
な
解
決
に
協
力
す
る

｢日
米
両

国
民
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
｣
に
署
名
し
た
。

事

項

“
･

月
･日

道

路

行

政

の
動

き

○
中
国
自
動
車
道
ひ
ょ
う
ご
東
条
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
開
通
。

○
東
海
北
陸
自
動
車
道
の
美
並
I
C
-
郡
山
八
幡
I
C

(延
長
一

0
･
二
虹
)
が
供
用
開
始
。

○
首
都
高
速
道
路
を
含
む
東
京
か
ら
一
〇
〇
如
程
度
ま
で
の
高
速

道
路
及
び
東
名
･
名
神
高
速
道
路
等
に
お
い
て
、
V
I
C
S
セ
ン

タ
ー
か
ら
の
情
報
提
供
が
開
始
さ
れ
る
。

○
長
崎
自
動
車
道
金
立
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
が
開
設
。
九
州
で

初
め
て
の
開
設
と
な
る
。

事

項
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ほととぎす

鳥
の
社
鵡
は
聞
く
人
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
、

巣
の
中
に
立
っ
て
い
る
鴬
の
親
鳥
の
姿
を
い
つ
ま
で

　
　
　
　

　
　

　

　

か
ん
高
い
鳴
き
方
を
す
る
そ
う
で
、
も
の
の
哀
れ
を

も
映
し
て
い
た
。

詠
じ
た
詩
歌
に
よ
く
登
場
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
鳥
、

静
寂
の
森
の
中
で
日
毎
に
繰
り
返
さ
れ
る
動
物
達

茶
室
に
活
け
る
草
花
は
、
茶
花
と
言
っ
て
種
類
が

託
卵
と
言
っ
て
自
分
の
子
を
他
の
鳥
に
育
て
さ
せ
る

の
生
存
競
争
は
、
山
野
に
自
生
す
る
植
物
も
同
じ
こ

限
ら
れ
て
い
る
。
と
き
い
た
。
和
敬
静
寂
の
茶
道
に

厚
か
ま
し
さ
を
持

っ
て
い
る
。
そ
の
様
子
を
テ
レ
ビ

と
だ
ろ
う
。
日
当
た
り
、
風
通
し
、
肥
え
た
土
に
植

は
、
山
野
に
自
生
す
る
草
木
が
相
応
わ
し
い
こ
と
は
、

で
見
た
と
き
、
私
は
少
な
か
ら
ず
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

物
達
は
群
が
り
、
自
分
の
枝
葉
そ
し
て
根
を
拡
げ
ょ

ほととぎす

うぐいす

確
か
で
あ
る
。
二
年
前
の
夏
、
山
野
草
の
ホ
ト
ト
ギ

た
。
･!
･社
鵡
は
抱
卵
期
に
な
る
と
鴬
な
ど
の
巣
を

う
と
粒腕
い
合
う
。
そ
れ
は
鳥
と
違
う
時
間
の
サ
イ
ク

ス
が
茶
花
と
知
っ
て
一
鉢
買
っ
た
。
花
の
模
様
が
、

窺
い
、
親
鳥
の
留
守
を
狙
っ
て
入
り
込
み
、
巣
の
中

ル
で
の
、
生
存
競
争
で
あ
る
。
他
の
植
物
と
根
が
か

鳥
の
社
鵲
の
班
紋
に
似
て
い
る
か
ら
こ
の
名
が
あ
る

の
卵
一
つ
を
丸
飲
み
し
、
そ
の
代
り
に
自
分
の
卵
を

ら
み
合
い
っ
＼
、
自
分
の
生
存
を
主
張
し
て
い
る
山

と
い
う
。
秋
に
な
っ
て
鉢
の
中
で
、
窮
屈
そ
う
に
し

一
つ
産
む
。
鴬
は
全
部
自
分
の
卵
と
思
っ
て
抱
き
は

野
草
は
、
環
境
が
厳
し
い
け
れ
ば
厳
し
い
ほ
ど
、
子

て
小
さ
な
花
を
つ
け
た
。
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
っ
て

じ
め
る
。
や
が
て
鴬
の
ヒ
ナ
が
生
ま
れ
、
遅
れ
て
大

孫
を
残
す
為
に
小
柄
な
が
ら
充
実
し
た
花
や
美
を
つ

翌
春
、
庭
土
に
お
る
し
て
や
っ
た
。
す
る
と
縮
こ
ま

き
目
の
卵
か
ら
社
鵡
の
ヒ
ナ
が
殻
を
破
っ
て
出
て
来

け
る
。
茶
人
が
好
む
茶
花
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
て
い
た
根
は
忽
ち
四
方
に
拡
が
り
、
根
の
先
々
か

る
。
そ
の
と
た
ん
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
社
鵜
の
ヒ

ろ
う
。

ら
芽
が
出
、
長
さ
五
〇
糎
位
の
茎
が
地
上
を
這
い
ま

ナ
が
、
黒
々
と
し
た
産
毛
の
両
手
を
精
一
杯
に
拡
げ
、

潜
龍
。
勿
し用
(せ
ん
り
ゅ
う
な
り
。
用
ふ
る
こ
と

わ
り
葉
も
勢
い
よ
く
拡
が
っ
た
。隣
り
に
あ
っ
た
“都

背
中
を
利
用
し
て
鴬
の
ヒ
ナ
を
巣
か
ら
追
い
落
し
は

な
か
れ
)
は
易
の
三
霊
乾
為
天
の
卦
の
一
節
に
あ
る
。

忘
れ
"
や

"小
菊
“
の
類
は
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
侵
食

じ
め
た
。
必
死
に
抵
抗
す
る
鴬
の
ヒ
ナ
と
の
、
生
存

漕
龍
と
は
飛
躍
の
時
を
得
ず
、
止
む
な
く
水
の
中
に

で
日
の
光
を
奪
わ
れ
、
急
に
元
気
が
な
く
な
っ
た
。

競
争
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
体
の
小
さ
な
鴬
の
ヒ

潜
ん
で
い
る
龍
こ
と
。
人
事
に
た
と
え
る
と
、
未
だ

こ
の
動
物
的
と
も
言
え
る
繁
殖
ぶ
り
を
眺
め
て
、
私

ナ
は
力
つ
き
て
、
次
々
と
落
さ
れ
死
ん
で
ゆ
く
。
巣

役
所
や
会
社
の
幹
部
に
登
用
さ
れ
ず
、
悶
々
と
し
て

は
だ
ん
/
＼
薄
気
味
が
悪
く
な
づ
て
来
た
。
ホ
ト
ト

を
独
占
し
た
社
鵡
の
ヒ
ナ
に
、
鴬
の
親
達
は
自
分
の

い
る
俊
英
な
人
物
。
上
司
が
こ
の
よ
う
な
人
材
を
抜

…

‐
･
･

てき

‐
ギ
ス
は
ゆ
り
科
の
野
草
で
、
四
糎
ほ
ど
の
花
は
六
つ

子
と
思
っ
て
餌
を
運
ぶ
。
日

一
日
と
大
き
く
な
る

擢
す
る
と
き
は
、
よ
ほ
ど
慎
重
に
し
な
い
と
将
来
そ

…

とが

ほととぎす

、つば

-

の
尖
り
を
持
つ
星
型
。
肉
厚
な
と
こ
ろ
な
ど
小
粒
な

社
鵡
の
ヒ
ナ
に
、
小
柄
な
鴬
が
真
剣
に
餌
を
や
っ
て

の
人
物
に
権
力
を
奪
わ
れ
、
既
存
の
組
織
や
人
脈
を

…
が
ら
、
海
の
ヒ
ト
デ
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
の
上
、
花

い
る
姿
が
痛
々
し
い
。
や
が
て
生
長
し
た
ヒ
ナ
は
、

滅
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
。
だ
か
ら
勿
し用
と
易
は
戒
め

　…
全
体
が
食
虫
植
物
の
花
と
似
た
あ
る
種
の
ネ
バ
ノ
＼

遠
く
に
き
こ
え
る
か
ん
だ
か
い
親
鳥
の
呼
ぶ
声
に
さ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
卦
に
出
会
う
た
び
に
、
私

‐
し
さ
を
秘
め
て
い
る
。
別
名
を
油
点
草
と
は
よ
く
言

そ
わ
れ
て
、
巣
か
ら
飛
び
去
る
!
･･。
テ
レ
ビ
は
飛

は
社
鵡
の
こ
と
を
思
い
出
す
。

…

っ
た
も
の
だ
。

ん
で
行
く
杜
鵤
と
、
餌
を
く
わ
え
た
ま
･
呆
然
と
、

1
未
済
ー
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